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令和２年６月定例会会議録（第１号） 

 

 

令和２年６月９日 火曜日 午前１０時００分開会 

議 長 下 山 准 一     副議長 新 田 道 尋 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ３番   叶  内  恵  子  議員 

  ４番   八  鍬  長  一  議員     ５番   今  田  浩  徳  議員 

  ６番   押  切  明  弘  議員     ７番   山  科  春  美  議員 

  ８番   庄  司  里  香  議員     ９番   佐  藤  文  一  議員 

 １０番   山  科  正  仁  議員    １１番   新  田  道  尋  議員 

 １２番   奥  山  省  三  議員    １３番   下  山  准  一  議員 

 １４番   石  川  正  志  議員    １５番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １６番   佐  藤  卓  也  議員    １７番   髙  橋  富 美 子  議員 

 １８番   小  野  周  一  議員  

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 小 松   孝 

総 務 課 長 関   宏 之  総 合 政 策 課 長 渡 辺 安 志 

財 政 課 長 平 向 真 也  税 務 課 長 森   正 一 

市 民 課 長 荒 田 明 子  環 境 課 長 山 科 雅 寛 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 青 山 左絵子  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 田 宮 真 人  農 林 課 長 三 浦 重 実 

商 工 観 光 課 長 柏 倉 敏 彦  都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二 

上 下 水 道 課 長 荒 澤 精 也  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 亀 井 博 人 

教 育 長 高 野   博  教 育 次 長     
兼教育総務課長 武 田 信 也 

学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一  社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀 

監 査 委 員 大 場 隆 司  監 査 委 員     
事 務 局 長  田 浩 志 
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選挙管理委員会  
委 員 長 武 田 清 治  選挙管理委員会  

事 務 局 長 小 関   孝 

農業委員会会長 浅 沼 玲 子  農 業 委 員 会   
事 務 局 長 津 藤 隆 浩 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 滝 口 英 憲  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 庭 崎 佳 子  主 任 小田桐 まなみ 

 

議 事 日 程 （第１号） 

令和２年６月９日 火曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 報告第６号一般財団法人新庄市体育協会の経営状況の報告について 

 

   （一括上程、提案説明、採決） 

日程第 ４ 議案第４１号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第 ５ 議案第４２号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第 ６ 議案第４３号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第 ７ 議案第４４号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第 ８ 議案第４５号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第 ９ 議案第４６号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第１０ 議案第４７号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第１１ 議案第４８号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第１２ 議案第４９号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第１３ 議案第５０号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第１４ 議案第５１号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第１５ 議案第５２号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第１６ 議案第５３号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第１７ 議案第５４号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第１８ 議案第５５号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第１９ 議案第５６号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第２０ 議案第５７号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第２１ 議案第５８号新庄市農業委員会委員の任命について 

日程第２２ 議案第５９号新庄市農業委員会委員の任命について 

 



- 19 - 

   （一括上程、提案説明、採決） 

日程第２３ 議案第６０号新庄市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第２４ 議案第６１号新庄市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第２５ 議案第６２号新庄市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

   （上程、提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第２６ 議案第６３号財産の取得について 

日程第２７ 議案第６４号財産の取得について 

 

   （一括上程、提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第２８ 議案第６５号明倫学園校舎棟建設工事の内建築工事請負契約（令和元年議案第６０号）の

一部変更について 

日程第２９ 議案第６６号明倫学園校舎棟建設工事の内機械設備工事請負契約（令和元年議案第６１

号）の一部変更について 

日程第３０ 議案第６７号明倫学園校舎棟建設工事の内電気設備工事請負契約（令和元年議案第６２

号）の一部変更について 

 

   （一括上程、提案説明、議案（１件）を除き総括質疑） 

日程第３１ 議案第６８号第５次新庄市総合計画基本構想について 

日程第３２ 議案第６９号新庄市市税条例の一部を改正する条例について 

日程第３３ 議案第７０号新庄市手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第３４ 議案第７１号新庄市介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第３５ 議案第７２号新庄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例について 

日程第３６ 議案第７３号新庄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について 

日程第３７ 議案第７４号新庄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について 

日程第３８ 議案第７５号新庄市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第３９ 議案第７６号新庄市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 

 

日程第４０ 第５次新庄市総合計画基本構想審査特別委員会の設置 

 

日程第４１ 議案・請願の第５次新庄市総合計画基本構想審査特別委員会、各常任委員会付託 

 

   （一括上程、提案説明） 

日程第４２ 議案第３８号令和２年度新庄市一般会計補正予算（第３号） 

日程第４３ 議案第３９号令和２年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 
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日程第４４ 議案第４０号令和２年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

下山准一議長 改めまして、皆さん、おはようご

ざいます。 

  ただいまの出席議員は17名です。欠席通告者

はありません。 

  それでは、これより令和２年６月新庄市議会

定例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第１号）によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

下山准一議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において佐藤文一君、山科正仁君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

下山准一議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長石川正志君。 

   （石川正志議会運営委員長登壇） 

石川正志議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について報告いたします。 

  去る６月２日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員５名出席の下、執行部から

副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出席

を求め議会運営委員会を開催し、本日招集され

ました令和２年６月定例会の運営について協議

したところであります。 

  初めに、執行部から招集日を含め、提出議案

等についての説明を受け、協議を行った結果、

会期につきましてはお手元に配付しております

令和２年６月定例会日程表のとおり、本日から

６月19日までの11日間に決定いたしました。ま

た、会期中の日程についても日程表のとおり決

定いたしましたので、よろしくお願いいたしま

す。 

  このたび提案されます案件は、報告１件、令

和２年度補正予算３件、議案36件、請願１件の

計41件であります。 

  案件の取扱いにつきましては、本日報告１件

の後、議案第41号から議案第62号までの議案22

件につきましては人事案件でありますので、提

案説明の後、委員会への付託を省略して直ちに

審議をお願いいたします。議案第63号から議案

第67号までの議案５件につきましては、同様に

提案説明の後、委員会への付託を省略して直ち

に審議をお願いします。 

  議案第68号から議案第76号までの議案９件に

つきましては、本日の本会議において一括上程、

提案説明の後、議案第68号を除いた議案につい

て総括質疑を行い、所管の常任委員会に付託し

審査していただきます。 

  議案第68号につきましては、全議員で構成す

る第５次新庄市総合計画基本構想審査特別委員

会を設置し、同委員会へ付託をして審査をして

いただきます。 

  議案第38号から議案第40号までの令和２年度

補正予算３件につきましては、本日は提案説明

のみにとどめ、委員会への付託を省略して、６

月19日最終日の本会議において審議をお願いし

ます。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期
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定例会の一般質問通告者は７名であります。し

たがいまして、１日目４名、２日目３名に行っ

ていただきます。なお、質問時間は、質問、答

弁を含めて１人50分以内といたします。質問者

並びに答弁者の御協力を特にお願いいたします。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から６月

19日までの11日間にしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は６月９日から６月19日までの11日間と決

しました。 

 

 

令 和 ２ 年 ６ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第１日 ６月９日 火 

本 会 議 議 場 午前10時 

開会。報告（１件）の説明。人事案

件（19件）の一括上程、提案説明、

採決。人事案件（３件）の一括上

程、提案説明、採決。議案（２件）

の上程、提案説明、質疑、討論、採

決。議案（３件）の一括上程、提案

説明、質疑、討論、採決。議案（９

件）の一括上程、提案説明、議案

（１件）を除き総括質疑。第５次新

庄市総合計画基本構想審査特別委員

会の設置。議案、請願の第５次新庄

市総合計画基本構想審査特別委員

会、各常任委員会付託。補正予算

（３件）の一括上程、提案説明。 

第５次新庄市

総合計画基本

構想審査特別

委 員 会 

議 場 
本 会 議 

終 了 後 
正副委員長の互選 

第２日 ６月10日 水 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

佐藤文一、山科春美、小嶋冨弥、 

押切明弘の各議員 

第３日 ６月11日 木 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 庄司里香、叶内恵子、佐藤悦子の 

  各議員 
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第４日 ６月12日 金 常任委員会 

総 務 文 教

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案、請願の審査 

第５日 ６月13日 土 
休      会  

第６日 ６月14日 日 

第７日 ６月15日 月 常任委員会 

産 業 厚 生

（議員協議

会室） 

午前10時 

 

付託議案の審査 

第８日 ６月16日 火 

第５次新庄市

総合計画基本

構想審査特別

委 員 会 

議 場 午前10時 付託議案の審査 

第９日 ６月17日 水 休      会 本会議準備のため 

第10日 ６月18日 木 休      会 本会議準備のため 

第11日 ６月19日 金 本 会 議 議 場 午前10時 

第５次新庄市総合計画基本構想審査

特別委員長報告、採決。各常任委員

長報告、質疑、討論、採決。補正予

算（３件）の質疑、討論、採決。 

 

 

日程第３報告第６号一般財団法人

新庄市体育協会の経営状況の報告

について 

 

 

下山准一議長 日程第３報告第６号一般財団法人

新庄市体育協会の経営状況の報告についてを議

題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 ６月定例本会議、御応招、また御

参加、よろしくお願いしたいと思います。 

  また、新型コロナウイルスにつきましては、

県内で一月以上発生がないということで、大変

喜ばしい結果になっております。全国でも確実

に少なくなっている状況、早く経済復興などが

できればいいなと願っているところであります。 

  それでは、報告第６号一般財団法人新庄市体

育協会の経営状況の報告について御説明申し上

げます。 

  この経営状況の報告は、地方自治法第243条

の３第２項の規定により、同協会の令和２年度

事業計画及び予算について議会に報告するもの

であります。この令和２年度事業計画及び予算

につきましては、同協会の令和元年度第５回理

事会におきまして議決されたものでございます。 

  令和２年度の予算といたしましては、別冊の

令和２年度事業計画書・予算書の１ページ目に

ありますとおり、新庄市のスポーツを振興し、

市民の体力向上と健康の増進並びにスポーツ精

神の高揚を図り、明るく豊かな市民生活の形成

に寄与することを目的に、スポーツ振興事業を
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一層充実させるとともに、指定管理者としてス

ポーツ施設を適正に管理し、施設利用者の安全

とサービス向上に努め、公益法人として安定し

た法人運営を図るため、総額１億7,403万5,000

円の予算を計上しております。 

  なお、詳細につきましては、別冊の事業計画

書・予算書を御覧ください。 

  以上、一般財団法人新庄市体育協会の経営状

況の報告とさせていただきます。 

下山准一議長 ただいまの報告は、地方自治法第

243条の３第２項の規定による報告であります

ので、御了承願います。 

 

 

議案１９件一括上程 

 

 

下山准一議長 日程第４議案第41号新庄市農業委

員会委員の任命についてから日程第22議案第59

号新庄市農業委員会委員の任命についてまでの

議案19件を会議規則第35条の規定により一括議

題としたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第41号新庄市農業委員会委員の任命につい

てから議案第59号新庄市農業委員会委員の任命

についてまでの議案19件を一括議題とすること

に決しました。 

  ここで、農業委員会会長浅沼玲子さんの退席

を求めます。 

  暫時休憩いたします。 

   （浅沼玲子農業委員会会長退席） 

 

     午前１０時１１分 休憩 

     午前１０時１２分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第41号から議案第

59号までの新庄市農業委員会委員の任命につい

て御説明申し上げます。 

  本案は、令和２年７月19日に新庄市農業委員

会委員の任期が満了するため、農業委員会等に

関する法律第８条第１項の規定により議会の同

意をお願いするものであります。 

  新たに任命をしようとする方は、佐藤啓右さ

んをはじめとした19名であります。任期は令和

５年７月19日までの３年で、参考といたしまし

て候補者の経歴を添付しておりますが、本市の

農業を振興していく上で誠にふさわしい方々で

あると存じます。 

  御審議いただき、御同意くださいますようお

願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第41号から議

案第59号までの各議案については、会議規則第

37条第３項の規定により委員会への付託を省略

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第41号から議案第59号は直ちに採決するこ

とに決しました。 

  初めに、議案第41号新庄市農業委員会委員の

任命については、これに同意することに御異議

ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第41号はこれに同意することに決しました。 

  議案第42号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第42号はこれに同意することに決しました。 

  議案第43号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第43号はこれに同意することに決しました。 

  議案第44号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第44号はこれに同意することに決しました。 

  議案第45号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第45号はこれに同意することに決しました。 

  議案第46号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第46号はこれに同意することに決しました。 

  議案第47号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第47号はこれに同意することに決しました。 

  議案第48号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第48号はこれに同意することに決しました。 

  議案第49号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第49号はこれに同意することに決しました。 

  議案第50号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第50号はこれに同意することに決しました。 

  議案第51号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第51号はこれに同意することに決しました。 

  議案第52号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第52号はこれに同意することに決しました。 

  議案第53号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第53号はこれに同意することに決しました。 

  議案第54号新庄市農業委員会委員の任命につ



- 26 - 

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第54号はこれに同意することに決しました。 

  議案第55号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第55号はこれに同意することに決しました。 

  議案第56号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第56号はこれに同意することに決しました。 

  議案第57号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第57号はこれに同意することに決しました。 

  議案第58号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第58号はこれに同意することに決しました。 

  議案第59号新庄市農業委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第59号はこれに同意することに決しました。 

  暫時休憩します。 

   （浅沼玲子農業委員会会長復席） 

 

     午前１０時１８分 休憩 

     午前１０時１９分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

議案３件一括上程 

 

 

下山准一議長 日程第23議案第60号新庄市固定資

産評価審査委員会委員の選任についてから日程

第25議案第62号新庄市固定資産評価審査委員会

委員の選任についてまでの議案３件を会議規則

第35条の規定により一括議題としたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第60号新庄市固定資産評価審査委員会委員

の選任についてから議案第62号新庄市固定資産

評価審査委員会委員の選任についてまでの議案

３件を一括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第60号から議案第62号までの

新庄市固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて御説明申し上げます。 

  新庄市固定資産評価審査委員会委員の３名の

方の任期が本年６月23日をもって満了となるこ

とに伴い、地方税法第423条第３項の規定によ

り、市民、市税の納税義務者、固定資産の評価

について学識経験を有する者のうちから委員を

選任することにつきまして、議会の同意を得る

必要があることから御提案申し上げるものであ

ります。 

  新たに選任する方として、早坂利啓氏、矢口

雅彦氏、また引き続き再任する方として佐藤正

弓氏であります。任期は令和５年６月23日まで
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の３年間であります。 

  参考といたしまして３名の方々の経歴を添付

しておりますが、知識、経験とも豊富であり、

本委員会を適正に運営していく上で適任の方々

であると考えております。 

  御審議いただき、御同意くださいますようお

願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第60号から議

案第62号までの各議案については、会議規則第

37条第３項の規定により委員会への付託を省略

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第60号から議案第62号は直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第60号新庄市固定資産評価審査委員会委

員の選任については、これに同意することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第60号はこれに同意することに決しました。 

  議案第61号新庄市固定資産評価審査委員会委

員の選任については、これに同意することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第61号はこれに同意することに決しました。 

  次に、議案第62号新庄市固定資産評価審査委

員会委員の選任については、これに同意するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第62号はこれに同意することに決しました。 

 

 

日程第２６議案第６３号財産の取

得について 

 

 

下山准一議長 日程第26議案第63号財産の取得に

ついてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第63号財産の取得

について御説明申し上げます。 

  本案は、小型除雪車を取得するに当たり、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第３条の規定により提案するも

のであります。 

  取得する財産は、小型除雪車1.3メートルク

ラスであり、同型機種が国の定める更新基準を

超過したため、国の助成を受けて更新するもの

であります。 

  契約方法は、指名競争入札による物品購入契

約とし、本市に本店または営業所を有する２者

を含む３者による入札を行った結果、新庄市大

字鳥越字熊ノ沢1496番地31、寒河江重車輛株式

会社新庄営業所から2,129万4,390円で取得する

ものであります。 

  以上、御審議いただき、御決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第63号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり
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ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第63号財産の取得については、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第63号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２７議案第６４号財産の取

得について 

 

 

下山准一議長 日程第27議案第64号財産の取得に

ついてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第64号財産の取得

について御説明申し上げます。 

  本案は、スクールバス用としてマイクロバス

３台を取得するに当たり、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

３条の規定により提案するものであります。 

  取得するマイクロバスは、29人乗りで、明倫

学園開校に伴う学校統廃合で遠距離通学となる

児童生徒の通学手段確保のための２台、また現

在運用している同型機種が国の定める処分制限

期間を超過したための１台、合計３台を国の助

成を受けて更新するものであります。 

  契約方法は、指名競争入札による物品購入契

約とし、本市に本店または営業所を有する５者

による入札を行った結果、新庄市大字鳥越字熊

ノ沢1498番地７、山形日産自動車株式会社鳥越

店から2,072万4,000円で取得するものでありま

す。 

  以上、御審議いただき、御決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第64号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 
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  議案第64号財産の取得については、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第64号は原案のとおり可決されました。 

 

 

議案３件一括上程 

 

 

下山准一議長 日程第28議案第65号明倫学園校舎

棟建設工事の内建築工事請負契約（令和元年議

案第60号）の一部変更についてから日程第30議

案第67号明倫学園校舎棟建設工事の内電気設備

工事請負契約（令和元年議案第62号）の一部変

更についてまでの議案３件を会議規則第35条の

規定により一括議題としたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第65号明倫学園校舎棟建設工事の内建築工

事請負契約（令和元年議案第60号）の一部変更

についてから議案第67号明倫学園校舎棟建設工

事の内電気設備工事請負契約（令和元年議案第

62号）の一部変更についてまでの議案３件を一

括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第65号明倫学園校

舎棟建設工事の内建築工事請負契約（令和元年

議案第60号）の一部変更について、議案第66号

明倫学園校舎棟建設工事の内機械設備工事請負

契約（令和元年議案第61号）の一部変更につい

て及び議案第67号明倫学園校舎棟建設工事の内

電気設備工事請負契約（令和元年議案第62号）

の一部変更についてまでは、いずれも明倫学園

校舎棟建設工事に係る請負契約でございますの

で、一括して御説明申し上げます。 

  昨年９月定例議会において御可決いただき、

工事着手し建設を進めております明倫学園校舎

棟建設工事のうち建築工事、機械設備工事及び

電気設備工事につきまして、契約内容について

変更する必要が生じたため、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条の規定により御提案申し上げるものであ

ります。 

  変更する内容でございますが、議案第60号建

築工事の契約金額について３億998万3,300円を

増額いたしまして25億7,488万3,300円に、議案

第66号機械設備工事の契約金額について241万

100円を増額いたしまして５億1,501万100円に、

議案第67号電気設備工事の契約金額について

1,155万1,100円を増額いたしまして２億7,247

万1,100円とするものであります。 

  建築工事の主な変更内容といたしまして、下

足箱やランドセル収納棚などを設置する家具工

事や、黒板、ホワイトボードの設置工事、教室

名や案内板などを設置するサイン工事を追加す

るとともに、各部屋の断熱性と遮光性を高める

ための窓用カーテンボックスの追加設置や、廊

下からの見える化を図るための地域交流ホール

の扉や各階トイレ入り口脇の壁の木製格子への

変更、子供をけがや汚れから守るための内部コ

ンクリート部分の塗装やコーナーガードの追加、

階段室の明るさと換気を確保するための窓の追

加、給食室や光庭の防水機能強化など、子供た

ちの安全安心をより確保するとともに、将来的

なランニングコストを抑えながら、より長寿命

化を図る工夫を加えております。また、作業場

の支障となる既存の排水ますやコンクリート柱

などの埋設物や支障物の解体処分の追加、工事

で発生した残土の硬化処理や重機作業用の地盤

強化などとなります。 

  機械設備工事の主な変更内容といたしまして

は、近隣住宅や事業所への影響を考慮し、屋外
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給水設備の位置を校舎南側から北側へ変更する

ものであります。 

  また、電気設備工事の主な変更内容といたし

ましては、文部科学省が進めるＧＩＧＡスクー

ル構想の実現に対応するため、ＬＡＮケーブル

の高規格化や特別教室などへのＷｉ-Ｆｉ設置

の追加や電話設備工事の追加、給水引込みルー

トの変更に伴う電源工事の変更などとなります。 

  以上、御審議いただき、御決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第65号から議

案第67号までの各議案については、会議規則第

37条第３項の規定により委員会への付託を省略

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  初めに、議案第65号明倫学園校舎棟建設工事

の内建築工事請負契約（令和元年議案第60号）

の一部変更について、質疑に入ります。質疑あ

りませんか。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） ただいま説明がありま

した。まず、説明の中で埋設物や支障物の解体

処分などとありました。通常、埋設物について

は、土地の過去の履歴であったりそういったも

のがあったのかどうなのかということを伺いた

いと思います。今回追加することについて妥当

性がどうであるのかということになるかと思い

ます。 

  そして、次に、今回追加しようとしている工

事については、昨年９月の議会で賛成多数で、

家具工事、黒板工事、サイン工事については別

立てとするというような、もしくは新たに契約

をするというような内容で進んでいったかと思

います。その中で、これは議決もされたという

ことで、やむを得ない場合に該当するかと思う

んです。 

  しかし、そのほか今説明のあった項目につい

てというのが、基本設計や実施設計の段階で含

まれていてしかるべき内容であったのではない

かと思うんです。それが設計の段階で考えられ

ていなかったとするならば、まだまだ協議が足

りなかったのではないかと思います。協議が足

りなかったということを表しているのではない

かと思います。今回増額する、本当に必要な工

事であるのか、真に必要な工事であるのかどう

か伺いたいということです。 

  まずは以上です。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 ただいま埋設

物等の話と追加した分、当初予定したものでは

ないかという２点だったと思います。 

  埋設物等につきましては、ある程度確認させ

ていただいているものと、開けて分かったもの

とあるんですが、基本的に建築工事をする時点

で特に邪魔になるものではないと考えておった

ところですが、実際に工事をする段階でやはり

それを撤去しないと工事が進まないということ

で、今回追加とさせていただいているものでご

ざいます。 

  そして、家具工事、黒板、ホワイトボード、

そしてサイン以外のものについて、最初から予

定できたのではというお話でございますが、当

初の設計では予定してございませんでした。設

計後に様々な角度から、私ども、そして学校等

ともいろいろな話合いを進めながら、様々な角

度から検討してきた結果といたしまして、子供

たちの安全安心で快適な学習環境を確保するた

めの工夫、例えば地域交流ホールの扉、そして
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トイレ入り口脇壁の格子化をすることによる見

える化、カーテンボックス設置によります断熱

性と遮光性の確保、それから窓設置によります

階段室の明るさや換気性、通気性の確保、それ

から子供たちを汚れから守るための内部コンク

リートの塗装や衝突によるけが防止のためのコ

ーナーガードの設置など、また別の視点では開

校後のランニングコストを抑えるための工夫と

して、カーテンボックスの設置による断熱化、

それから窓設置によります階段室の明るさ確保

など、それを加えるとともに、もう一つの視点

として、建物全体を長くもたせるための工夫と

して、給食室や光庭の防水性の強化、そして内

部コンクリート部分の塗装などを加えさせてい

ただいたところでございます。 

  これにつきましては、先ほど申し上げました

が、当初設計で予定したものではなくて、工事

動きながら実際に学校現場等とも検討を重ねた

上で、やはりこういう工夫が今後60年70年もつ

かもしれない学校を維持していくため、そして

子供たちのためにしたほうがいいのではないか

という検討の下にこのような追加をさせていた

だいたところでありますので、御理解をいただ

きたいと思います。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 追加する工事について

理解をしないということではないです。理解を

しないということではないんですが、計画や工

事執行というのは、管理も含めて、当初のとこ

ろで本当に協議をして詰めて進んできたことな

んだと思うんですね。それで途中から、やはり

こうだ、こう変わる、こう変わる、こう変わる

というふうに、加算、加算となっていくならば、

結局財政の面からいっても統制は取れていない、

計画がずさんなんじゃないかということを指摘

されても仕方がない内容なのではないかと思う

んです。 

  今回この増額をするということがどの段階で

決定をされたのかというのが、私には分からな

いのでありますが、昨年の段階の中で、こうい

うふうに増額になるというのであれば、やはり

債務負担行為によって額を変更するということ

の手続が必要だったのではないかと思うんです

ね。何のために債務負担行為をするのかという

その基本原則ということをしっかり考えなけれ

ばいけないのかと思うんですが、いかがでしょ

うか。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 その最初の当

時でしっかりと協議をするべきではないか、ず

さんではないかと言われると、すいませんと言

うしかないのかなとは思うんですが、当時の建

設、設計、どんなものを準備していくかという

ところを決めていく中で、できるだけ経費を抑

えながらやっていきたいという第一の考えが私

にございました。そういったこともありまして、

ここまでは必要ないでしょうという判断で抑え

ていたところで、そこから外していたもので、

当初の実施設計の段階から落としていたもの、

落としていたというか、提案はあったけれども

それは採用しないという方向で考えておりまし

た。しかしながら、学校等といろいろ協議を進

めていく中で様々な角度から判断して、やはり

必要でしょうということで今回加えさせていた

だいているというところでございます。 

  それから、債務負担行為の前に、いつ決まっ

たのかというお話ですが、いつ決まったのかと

いうのは、今回の変更の施工回議書を確定させ

る今年５月であります。 

  債務負担行為についてでありますが、債務負

担行為といいますのは実際に契約をする段階で

予算が確保されていなければ契約できないんで
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すが、その次の年までの２か年であるとか３か

年であるとかという契約をできるようにするた

めに、予算は確保していないんだけれども、後

年度、次の年の債務負担を予算書で明示するこ

とによって次の年までにかかる契約もできると

いった行為、債務負担行為でございますので、

その辺は議員がおっしゃる内容とはちょっと違

ってくるのかなと考えています。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 財政統制という原則か

ら、金額が、そもそも今年５月にこういう変更

を確定したとおっしゃるんですけれども、その

本当に当初のところから協議会であったり策定

委員会であったりということでずっと議論を重

ねて、今も重ねられているわけじゃないですか。

そうすると、本当に子供の安心安全ということ

を考えてずっと話合いをされている中で、本当

に必要なのか必要でないのかというのはもっと

議論して、最初の段階から組み入れる、ちゃん

と組み入れていくということをするべきだと私

は思います。 

  債務負担行為については、後年度の義務費と

なる、事業費ですね、それを必ず義務として執

行するんだ、使うんだということで債務負担行

為を設定するわけですから、そうすると最初の

段階でしっかり詰めているならば、子供の安心

安全という観点でこうします、こうします、そ

れを市民も議会も納得しないわけではないと思

うんですね。それが途中になって、いやこうす

ればよかった、ああすればよかったと、ぶれる

ようであれば、課長が言うように予算を少なく

しようとしているにもかかわらず、だんだんだ

んだん膨らんでいくということを表している、

だからずさんになるということを言っているわ

けなんです。よくなっていくことを反対する、

反対というか、それに対して賛成、よくなって

いったほうがよいとは思うんですが、この在り

方には納得がいかない。 

  更新契約をする場合というのは、特に必要な

場合またはやむを得ない場合に限り行うという

ことを決めているわけですよね。そのやむを得

ない理由というのが、本当に厳密にやむを得な

いということが、誰が聞いても本当にやむを得

ないという妥当性がなければいけないわけです。

その妥当性が、今お伺いすると、いや、もっと

早い段階でできたんじゃないかとか、そう理解

できるものですから、設計図書で明示されてい

ない施工条件について、予期することのできな

い特別の状態が生じた場合、予期できない特別

の状態、誰が考えても予期できない特別の状態

ではないのかなと思うんですが、いかがでしょ

うか。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 全く私のこと

を信用していただいてないのかなと思いますが、

先ほど議員がおっしゃられたように、基本的に

はきちんと詰めた中でやってきているつもりで

す。やってきております。そのやってきた結果

として、やはり必要だということで今回追加さ

せていただきたいということになります。 

  以上です。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 今回の議案第65号の校

舎の建設工事の一部変更の金額は、増額が３億

998万3,300円増えるということで、おおよそ３

億1,000万円増えるという内容です。これは学

校施設整備計画では明倫学園は総額46億円とい

う予定でした。このたびの増額変更によって明

倫学園の総額はどうなると見ているのでしょう

か。 
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武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 今、議員がお

っしゃった学校施設整備計画は平成29年度に策

定したものであると思います。そこで46億円何

がしの額が出ていたかと思いますが、その額に

ついてはその時点で想定していた想定額という

ものを出していたと思われます。 

  今回、この変更に基づいて総額がどうなるか

といった御質問かなと思いますが、基本的に当

初予算のときなどでも、60億円、設計やら解体

やら含めて全ての経費を含めると60億円程度と

いうお話をさせていただいたと思うんですが、

今回の変更したことに関係なく、関係ないとい

う表現もおかしいのかなと思いますが、変わら

ず60億円程度と想定して今事業を進めていると

ころであります。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 財政の在り方として、

なるだけ節約してということも含めて、新庄市

の財政計画あるいは公共施設の管理計画を立て、

このぐらいでやってこのような財政計画でやっ

ていけるというような内容でこのたびの学校づ

くりが行われたと思っております。 

  しかし、こうして見ますと大幅な大変大きな

増額になってしまうということで、このことに

ついて財政担当としては、財政の見通しという

か、計画に合っているのかどうなのか、合わせ

るためにどんなことが必要だったかという考え

はなかったのか、このたび増額させることにな

ってしまうことについて、もっと早くから財政

担当として、ならないようにする方法はないの

かという真剣な検討が必要だったように思うん

ですが、そこはあったんでしょうか。 

  特に、先ほど叶内議員からは新しい設計の内

容の在り方をもっと早く本当は設計段階のとき

から組み入れるべき内容だったのではないかと、

最初の入札でそこも入れてやってほしいと入れ

るべき内容だっただろうという御意見がござい

ました。私もそれはそのとおりだと思います。 

  しかし、今回の３億1,000万円の大部分、大

きな部分は、去年９月の再入札のとき、設計か

ら除いた３つ、そして入札した内容、家具と黒

板、白板、サイン工事、ここの部分が２億

8,000万円ぐらいになっておりまして、去年９

月の再入札のときの在り方が問われるというか、

一番最初の去年８月の入札のとき不調になった

わけですが、その入札のときの新庄市の担当課

長、先頭に立った、見積額は決して間違いがあ

ったとは思えないというか、正しくやったんだ

と思います。それがなぜこのように上がるよう

なことにさせねばならなくなったのか、入札の

在り方に問題はなかったのか、そういう反省は

ないのか、財政の在り方として御意見を聞きた

いなと思います。 

平向真也財政課長 議長、平向信也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 財政計画あるいは公共施設管

理計画におけます学校施設の経費の在り方とい

うことでございますけれども、現在の中期財政

計画におきましては、平成27年度に策定したも

のでございますが、その中で今回の明倫学園の

建設費を５か年計画の中で見込んできたもので

ございます。その中での必要な部分についての

増額ということでございますので、計画上そう

いった部分を見込んで全体的なバランスをとっ

ていくということが一番大事なのかと思ってお

ります。 

  この計画につきましては、今年度さらに新た

に策定を予定しておりまして、今後の財政の在

り方あるいは公共施設に要する経費の部分につ

きましてもさらに見直しをかけて精度を高めて

まいりたいと考えているところでございます。 
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  それから、２点目の入札の在り方についてで

ございますが、１回目、昨年、議員おっしゃる

とおり、入札参加者がいないということで入札

不調となったものでございます。それで、設計

金額を見直ししまして、２回目の入札を行いま

して、１共同企業体から入札参加をいただいて

落札したという経過でございますので、その入

札の進め方については適正であったと我々は判

断しているところでございます。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 去年８月８日、入札参

加者は２者が辞退、そして再び再入札が９月10

日に行われて、１者のみ参加で落札となってお

りました。そして、これがこのたびの設計変更

で増額、約３億円近く、それで増額になったわ

けです。８月８日の予定価格は約19億7,000万

円、消費税10％を入れたとして21億7,000万円

になるものです。今回の改正で増額の変更予定

を見ると25億7,000万円、その差額が４億円増

額となっております。一般競争入札といいなが

ら事実上の随意契約だったのではないか。競争

にならないまま設計変更し増額する。最初の見

積りの19億7,000万円というのはいいかげんな

見積りだったと言えるのでしょうか。最初の見

積り、一番最初の見積りは、いいかげんな見積

りになってしまったと言えたのでしょうか。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 また私のこと

を信じていただいてないのかなと思いますが、

最初の予定価格、一番最初の入札をしたときの

19億何がしという予定価格、いいかげんに積算

したものではございませんので、何とか信用し

ていただければなと思います。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第65号明倫学園校舎棟建設工事の内建築

工事請負契約（令和元年議案第60号）の一部変

更については、原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第65号については、原案のとおり決する

ことに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸

君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

下山准一議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成14票、反対２票、賛成多

数であります。よって、議案第65号は原案のと

おり可決されました。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午前１１時０１分 休憩 

     午前１１時１１分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  次に、議案第66号明倫学園校舎棟建設工事の
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内機械設備工事請負契約（令和元年議案第61

号）の一部変更について質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 屋外給水設備の位置変

更ということで、変更契約というのは、先ほど

も申しましたが、不可抗力なので変更がやむを

得ない場合ということです。この不可抗力でや

むを得ない事由について説明を求めます。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 変更の詳しい

内容というお話だと思います。 

  機械設備の変更につきましては、当初、校舎

の南側に給水タンクを設置して、南側の水道管

から取水する予定で設計をしておりました。こ

れはなぜかといいますと、その位置であること

によって、我々工事する場合に配管の量が少な

くて済むという判断で、これまでその設計でさ

せていただいておりました。 

  今現在の明倫中学校なんですが、学校の北西

の部分に給水タンクがありまして、北側の水道

管から取水しております。新しい、今建設中の

ものについては当初南側に予定しておったんで

すが、学校で取水する、かなりの量を取水する

わけでありますので、もしかすると近隣の住宅

もしくは事業所、特に医療機関が多くあります

ので、南側から取水した場合にその近隣の医療

機関をはじめとする事業所や普通の家屋等に影

響を与えるおそれがあるかもしれないといった

ことから、今までも北側から取水しているわけ

ですけれども、それで今のところ影響がないと

いうことで、そのまま今までと同様の形で北側

から取水をしようとするものでございます。そ

れに伴いまして配管の距離が170メートルほど

延びてしまいまして、そのことによって増額に

なるものであります。以上です。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 私がお尋ねしたのは、

不可抗力で変更がやむを得ない理由です。今の

御説明いただいたのは、事前にもっと詰めてい

けばできたと理解できます。 

  なので、変更契約をする場合、財政課にして

もお分かりだと思うんですが、厳密に設計図書

で明示されていない施工条件について、これは

こう書いてないですか、予期することのできな

い特別な状態が生じた場合、特別な状態なんで

すね。それをもっと上位法に遡っていくと、不

可抗力などで変更をやむを得ない場合なんです

ね。不可抗力といったらどういうことが想定で

きるのかということ、もっと厳密に考えていた

だきたいなと思います。 

  それで、今回また変更契約で増額したいとい

う提案なんですが、先ほどのところでは質問で

きなかったんですが、別契約立てで契約をする

という考えはなかったんでしょうか。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 確かに議員お

っしゃるように別契約でやるという方法はござ

います。ただ、今、工事が遅れて進行している

中で別契約で発注してしまいますと業者の数が

増えてしまいます。業者の数が増えてしまえば

しまうほどその調整に時間がかかってスピード

が遅くなってしまうといったことを考慮いたし

まして、今回変更として組み込ませていただい

ております。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ
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て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第66号明倫学園校舎棟建設工事の内機械

設備工事請負契約（令和元年議案第61号）の一

部変更については、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第66号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第67号明倫学園校舎棟建設工事の

内電気設備工事請負契約（令和元年議案第62

号）の一部変更について質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 変更の理由が、ＧＩＧ

Ａスクールのため、ＬＡＮケーブル、高規格化

などの情報化というか、国で進めるＧＩＧＡス

クール構想を入れるためとお聞きいたしました。

そうなりますと、これは国がやっていることで

ありますので、国の補助が出るんでないかと思

いますが、そこはどうでしょうか。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 確かに議員が

おっしゃるようにＧＩＧＡスクール構想の実現

に関わる事業につきましては国の交付金メニュ

ーがございます。ございますが、このたびの明

倫学園の建設に係る変更の内容につきましては

交付金を充てないという判断をさせていただい

ております。それはなぜかと申しますと、基本

的に明倫学園の建設工事は国の負担金事業を主

にしてやってございます。これにＧＩＧＡスク

ールで増えた分の変更分が大体550万円ぐらい

になりますが、これを交付金に充てると100万

円いくかいかないかになるんですが、それを交

付されるような形でやってしまうと要は国の支

出金の二重取りに当たる可能性が強いというこ

とで、これは県にも確認しておるんですが、県

からもちょっとそれはまずいでしょうという御

判断をいただいておりまして、今回はＧＩＧＡ

スクール関係の交付金は使用しないで明倫学園

に組み込んでいきたいと考えております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 交付金は100万円とい

うことで、全体から見るとそうでもない、大き

い金額かもしれませんが、しかしあくまでも国

の施策でやる内容に、やるためにこのたびの増

額のことが出てきたわけですので、一緒に、同

じ業者がやるということではありますけれども、

国の制度で、施策でやることになったものであ

りますので、できるだけ国の交付金出ないかと、

さらに詰めて、できるだけ使って、出していた

だけるように、駄目だったらそれは仕方ないか

もしれませんが、もう一回よく確かめて検討し

ていただきたいと、交付金が出る方向になるよ

うに検討していただきたい。どうでしょうか。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 今の段階で県

とも相談しながら、やはり二重取りになる可能

性が高いという状況の中ではなかなか難しいの

かなと思っております。無理をしてそういう二
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重取りになりそうなことをして、後ほど来る会

検で指摘をされてまた返却という形になるとそ

の辺の損失がかなり大きくなるということもあ

りますので、それよりは、今回、これは起債が

充当されるわけでありますけれども、交付税

50％の有利な起債を活用したほうがより得策で

はないかなと考えております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 萩野学園のときの１億

5,000万円返還、会計検査院から返還を求めら

れたことを言っているんだと思いますが、あれ

は私は今考えても、市も県も一生懸命文部科学

省に聞いて、いいよと言われた内容でやってい

たはずなんです。そういう意味では、文部科学

省、国の人が足りないのか分かりませんけれど

も、国からのオーケーで使ってやっていたもの

でありまして、そういう意味では国の施策が問

題、国の在り方が問題だったんだろうと私は思

います。そういう意味で、もちろんそうならな

いように気をつけながら、そうならないように

しながら、二重取りだとかって言われないよう

にしながらも、できるだけもらえるものはもら

えるように話できればありがたいということで、

お願いします。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって討論

を終結し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第67号明倫学園校舎棟建設工事の内電気

設備工事請負契約（令和元年議案第62号）の一

部変更については、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第67号は原案のとおり可決されました。 

 

 

議案９件一括上程 

 

 

下山准一議長 日程第31議案第68号第５次新庄市

総合計画基本構想についてから日程第39議案第

76号新庄市後期高齢者医療に関する条例の一部

を改正する条例についてまでの議案９件を会議

規則第35条の規定により一括議題としたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第68号第５次新庄市総合計画基本構想につ

いてから議案第76号新庄市後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例についての議案

９件を一括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第68号第５次新庄市総合計画

基本構想について御説明申し上げます。 

  総合計画における基本構想につきましては、

平成23年の地方自治法の改正により法律上の策

定義務がなくなりましたが、本市におきまして

は将来にわたって持続可能なまちづくりを進め

るとともに、様々な課題に対して各種施策を総

合的かつ計画的に実行するため、平成30年９月

に新庄市総合計画策定条例を制定しております。 

  本案は、新庄市総合計画策定条例第５条の規

定により、基本構想を定めるに当たって議会の
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議決を経る必要があることから御提案申し上げ

るものでございます。 

  第４次新庄市振興計画では「自然と共生 暮

らしに活力 心豊かに笑顔輝くまち 新庄」を

将来像とし、５つの基本目標と将来像実現のた

めの推進指標を掲げてまちづくりに取り組んで

まいりました。 

  現計画の10年間で時代は大きく変化し、人口

減少、少子高齢社会がさらに加速する中で、暮

らし方や働き方も変わり、市民のニーズも多様

化してきております。成熟社会を迎え、これま

で以上に自分らしく豊かに暮らすことが大切な

時代となりました。だからこそ市民一人一人が

心の豊かさを実感できるまちを目指し、新庄な

らではの住みよさを追求したいとの思いから、

第５次新庄市総合計画では目指す将来像を

「「住みよさ」をかたちに 新庄市」として提

案させていただきます。 

  また、その実現のために取り組むべきことを

まちづくり分野ごとに、子育て、教育、健康・

福祉、産業、生活環境、都市基盤に分けて柱立

てするとともに、その施策を効果的、効率的に

実施するために、シティプロモーション、いわ

ゆる行政の宣伝、広報、営業活動、そして将来

にわたって持続可能なまちの実現に向けた行政

経営を横断的に展開することで、本計画を着実

に推進してまいります。 

  基本構想案の策定に当たりましては、市民ア

ンケートや半年にわたる市民ワークショップを

経て、市民の皆様からの御意見や御提案を頂戴

しながら策定を進めてまいりました。また、本

年２月に新庄市総合計画審議会に第５次新庄市

総合計画の策定について諮問いたしまして、去

る５月19日に基本構想の答申を受けたことを踏

まえて基本構想案としたものであります。 

  次に、議案第69号新庄市市税条例の一部を改

正する条例について御説明申し上げます。 

  地方税法等の一部を改正する法律が公布され

たことに伴い、新庄市市税条例等の改正の施行

日が令和２年４月１日のものについて、３月31

日に専決処分を行い、５月臨時会で御承認いた

だきましたが、本年10月１日に施行される部分

及び新型コロナウイルス感染症関連で令和２年

４月30日に地方税法等の一部を改正する法律が

公布されたことに伴う必要な改正を行うため御

提案申し上げるものであります。 

  主な改正の内容は、個人住民税につきまして

は、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金

税額控除及び住宅借入金特別税額控除の特例を

それぞれ新設いたします。また、軽自動車税の

環境性能割につきましては、令和２年９月30日

までに取得した軽自動車については税率１％減

税する規定を令和３年３月30日まで６か月延長

する改正、また中小事業者等の償却資産及び事

業用家屋に係る令和３年度の固定資産税、都市

計画税につきましては課税標準を売上高の減少

率に応じて零または２分の１とする規定、中小

事業者が新規に設備投資を行う場合、事業用構

築物について固定資産税の課税標準を３年間零

とする規定を盛り込んでおります。さらに、た

ばこ税のうち軽量な葉巻たばこにつきまして、

従来はその重量で紙巻きたばこに換算して課税

していたものを本数で換算する方法に変えるた

めの経過措置となる改正を行います。 

  これらは施行日が一様でないため、附則にお

いてその期日を定めております。 

  次に、議案第70号新庄市手数料条例の一部を

改正する条例について御説明申し上げます。 

  住民基本台帳法及び行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法

律の一部改正により、新庄市手数料条例につい

て必要な改正を行うものであります。 

  改正の内容といたしまして、１点目は住民票

の除票の写し等及び戸籍の附票の除票の写しを

交付する制度が明確に位置づけられたことに伴

い、これらの交付に係る手数料をこれまでと同
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額の400円と規定するものであります。 

  ２点目は、個人番号を通知する通知カードの

新規発行が廃止されることに伴い、通知カード

の再交付手数料を削除するとともに、文言の整

備を行うものであります。施行日は公布の日で

あります。 

  次に、議案第71号新庄市介護保険条例の一部

を改正する条例について御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、介護保険法施

行令の改正に伴い、本市の介護保険料について、

国の保険料の算定に関する基準に基づく改正を

行うものであります。また、国の新型コロナウ

イルス感染症緊急経済対策において、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により主たる生計維持

者の収入が一定程度減少したことなどによる第

１号被保険者の保険料の減免に対する財政支援

が決定されたことに伴い、本市においても介護

保険料の減免を行うため、必要な改正を行うも

のであります。 

  改正の内容といたしましては、保険料につい

て、第１号被保険者に対する介護保険料９段階

のうち所得段階１段階から３段階までの所得の

少ない方に対する保険料の軽減を強化し、減額

賦課を行うものであります。今回実施される保

険料の減額賦課については、昨年度に減額幅２

分の１で軽減を実施し、今年度で完全実施とな

るため、さらに軽減の強化が図られるものであ

ります。また、新型コロナウイルス感染症の影

響により、主たる生計維持者の収入が一定程度

減少したことなどによる第１号被保険者の保険

料の減免について、申請の期限を延長し、遡っ

て減免を可能とするため、必要な改正を行うも

のであります。 

  施行日については公布の日とし、改正後の保

険料については令和２年４月１日から、保険料

の減免申請の期限の延長については令和２年２

月１日から適用するものであります。 

  なお、国民健康保険につきましても、現行の

条例の規定を適用し、介護保険料と同様の減免

措置を予定しているところであります。 

  次に、議案第72号新庄市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例について御

説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、内閣府令の特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並び

に特定子ども・子育て支援施設等の運営に関す

る基準の一部が改正されたことにより、必要な

改正を行うものであります。 

  改正の内容といたしましては、特定地域型保

育の提供を受けていた満３歳未満の子供につい

て、従来その保育の提供の終了に際して保護者

の希望に基づき引き続き連携施設において受け

入れ、保育を提供することとされているところ

ですが、市の調整により卒園後も引き続き教

育・保育が提供されるよう必要な措置を講じて

いる場合は、卒園後の受入先確保のための連携

施設を不要とする旨の改正を行うものでありま

す。施行日は公布の日であります。 

  次に、議案第73号新庄市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしまして、厚生労働省令の

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

の一部が改正されたことにより、必要な改正を

行うものであります。 

  改正の内容といたしましては、家庭的保育事

業等の提供を受けていた乳幼児については、従

来その保育の提供の終了に際して保護者の希望

に基づき引き続き連携施設において受け入れ、

保育を提供することとされているところですが、

市の調整により卒園後も引き続き教育・保育が

提供されるよう必要な措置を講じている場合は

卒園後の受け入れ確保のための連携施設を不要

とする旨の改正を行うものであります。 

  また、保護者の疾病等の理由により養育を受
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けることが困難な乳幼児に対し、居宅訪問型保

育の実施を可能とする改正を行うものでありま

す。施行日は公布の日であります。 

  次に、議案第74号新庄市放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例について御説明申し上げ

ます。 

  改正の理由といたしましては、厚生労働省令

の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準の一部が改正されたことにより、必要

な改正を行うものであります。 

  改正の内容といたしましては、放課後児童支

援員は、保育士等の資格を持ち、都道府県知事

または政令指定都市の長が行う認定資格研修を

修了した者としておりますが、研修の実施者と

して中核市の長を加える改正を行うものであり

ます。 

  併せて、放課後児童支援員の資格要件である

認定資格研修を修了した者について、「認定資

格研修を修了することを予定している者を含

む」とする経過措置の期間の延長を行うもので

あります。施行日は公布の日であります。 

  次に、議案第75号新庄市国民健康保険条例の

一部を改正する条例について御説明申し上げま

す。 

  改正の理由といたしましては、国の新型コロ

ナウイルス感染症対策本部において、新型コロ

ナウイルス感染症に関する緊急対応策の一つと

して、国民健康保険及び後期高齢者医療におい

て、新型コロナウイルス感染症に感染するなど

した被用者に傷病手当金を支給する市町村等に

対し支給額全額について国が特例的な財政支援

を行うことを本年３月10日付で決定したことを

受け、本市においても国民健康保険の被保険者

が感染するなどした場合に傷病手当金を支給す

るため、必要な改正を行うものであります。 

  改正の内容といたしましては、傷病手当金の

支給要件や支給額など傷病手当金の支給に必要

な事項を規定するとともに、文言の整備を行う

ものであります。 

  施行日は公布の日とし、傷病手当金の支給に

関する規定は令和２年１月１日まで遡った対応

ができるよう適用日を定めるものであります。 

  次に、議案第76号新庄市後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例について御説明

申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、新型コロナウ

イルス感染症に感染するなどした後期高齢者医

療の被保険者に対する傷病手当金の支給に関し

国の財政支援が決定されたことを受け、山形県

後期高齢者医療広域連合では４月30日付で傷病

手当金支給に係る条例の改正と補正予算の専決

処分を行いました。これを受け、山形県後期高

齢者医療広域連合が実施する傷病手当金の支給

に関し、本市において申請書の提出の受付事務

を行うため、必要な改正を行うものであります。

施行日は公布の日であります。 

  以上、御審議いただき、御決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

下山准一議長 ただいま説明のありました議案の

うち議案第68号第５次新庄市総合計画基本構想

についてを除いた議案８件について総括質疑を

行います。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議案第75号で、傷病手

当金を支給するようにするということで、国民

健康保険としては初めてのことなので、前進の

一つだろうと思います。 

  対象者について、被用者とおっしゃっておら

れましたが、その被用者の詳しい内容を教えて

いただきたいと思います。事業をやっている方

の家族とか日雇で働いている方とかそういう方

はどうなるのか、お願いします。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 
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田宮真人健康課長 今回、条例改正案を提出いた

しました傷病手当金の対象者でございますが、

先ほど市長申し上げたとおり、被用者に限定さ

れておるところでございます。被用者について

は、自営業は含まれず、アルバイト従業員や家

族的経営に従事し、給与収入を受けている者も

含まれる形となっております。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 給与収入を得ている方

だということですが、自営業者の家族も従業員

として、給料を直接もらっているかどうかは分

かりませんが、もらっている人もいるし、家族

だけどもらっている人もおられるし、家族だと

いうことで支給はされてないが働いている人と

して受け取られている家族もおられるし、そう

いう家族をどこまで見ておられるのかというこ

と、また例えば農家などの手伝いの仕事とよく

言われますが、そういう仕事は給与と見ておら

れるのか、お願いします。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 家族の部分でございますが、

今申し上げましたとおり、家族的経営に従事し

給与を得ている者は対象となるという形でござ

います。農業の部分で議員からお話がありまし

たけれども、農業の例えば申告において、青色

申告、白色申告をしている方が家族を専従者の

ような形で取り扱っている場合については対象

となるような形となっております。 

下山准一議長 いいですか。ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

 

 

日程第４０第５次新庄市総合計画

基本構想審査特別委員会の設置 

 

 

下山准一議長 日程第40第５次新庄市総合計画基

本構想審査特別委員会の設置を議題といたしま

す。 

  お諮りいたします。 

  議案第68号第５次新庄市総合計画基本構想に

ついてを審査するため、委員会条例第６条第１

項の規定により、第５次新庄市総合計画基本構

想審査特別委員会を設置したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

第５次新庄市総合計画基本構想審査特別委員会

を設置することに決しました。 

  これより、ただいま設置されました審査特別

委員会の委員を選任いたします。 

  お諮りいたします。 

  第５次新庄市総合計画基本構想審査特別委員

会の委員につきましては、委員会条例第８条第

１項の規定により議長において全員を指名した

いと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

全議員を第５次新庄市総合計画基本構想審査特

別委員会の委員に選任することに決しました。 

  なお、委員会条例第10条第１項の規定に基づ

き、本日の本会議終了後、本議場において第５

次新庄市総合計画基本構想審査特別委員会を開

催し、委員長の互選を行っていただきますので、

御参集のほどお願いいたします。 

 

 

日程第４１議案・請願の第５次新

庄市総合計画基本構想審査特別委

員会、各常任委員会付託 
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下山准一議長 日程第41議案・請願の第５次新庄

市総合計画基本構想審査特別委員会、各常任委

員会付託を行います。 

  議案・請願の委員会付託につきましては、お

手元に配付してあります付託案件表によりそれ

ぞれ所管の委員会に付託いたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

令 和 ２ 年 ６ 月 定 例 会 付 託 案 件 表  

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

第 ５ 次 新 庄 市 総 合 計 画 

基本構想審査特別委員会 

議案（１件） 

 

〇議案第６８号第５次新庄市総合計画基本構想について 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 

議案（１件） 

請願（１件） 

〇議案第６９号新庄市市税条例の一部を改正する条例について 

〇請願第２号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復

元をはかるための、２０２１年度政府予算に係る意見書採択につ

いての請願 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（７件） 

〇議案第７０号新庄市手数料条例の一部を改正する条例について 

〇議案第７１号新庄市介護保険条例の一部を改正する条例について 

〇議案第７２号新庄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例につい

て 

〇議案第７３号新庄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について 

〇議案第７４号新庄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

〇議案第７５号新庄市国民健康保険条例の一部を改正する条例につ

いて 

〇議案第７６号新庄市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 

 

議案３件一括上程 

 

 

下山准一議長 日程第42議案第38号令和２年度新

庄市一般会計補正予算（第３号）から日程第44

議案第40号令和２年度新庄市水道事業会計補正

予算（第１号）までの補正予算３件につきまし

て、会議規則第35条の規定により一括議題とし

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第38号令和２年度新庄市一般会計補正予算

（第３号）から議案第40号令和２年度新庄市水

道事業会計補正予算（第１号）までの補正予算

３件を一括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 
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   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第38号から議案第40号までの

令和２年度新庄市一般会計及び特別会計並びに

水道事業会計の補正予算について御説明申し上

げます。 

  議案第38号一般会計補正予算でありますが、

歳入歳出それぞれ６億5,843万3,000円を追加し、

補正後の予算総額を244億5,966万9,000円とす

るものであります。 

  ４ページの第２表におきましては、小中学校

等情報通信ネットワーク環境整備事業、いわゆ

る１人１台パソコンの環境を整備するＧＩＧＡ

スクール構想に係る地方債を新たに追加すると

ともに、国交付金の内示に合わせ各種事業に係

る地方債の金額を変更するものであります。 

  ７ページからの歳入についてでありますが、

15款国庫支出金では、社会資本整備総合交付金

等の内示に合わせ、補正に加え、ＧＩＧＡスク

ール構想に係る補助金を補正しております。 

  ８ページ、18款寄附金におきましては、４月

の専決予算に引き続き、ふるさと納税寄附金を

追加補正しております。 

  ９ページからの歳出では、２款総務費に新型

コロナウイルスに係る支援策として、本市出身

の学生に対する応援給付金やふるさと納税事業

に係る費用を計上しております。 

  10ページ、６款農林水産業費には、県の補助

制度に係る各種補助金を計上しております。 

  また、11ページ、７款商工費には企業立地等

雇用促進奨励金に係る経費を、８款土木費には

国庫支出金の内示に合わせた事業費の補正を行

っております。 

  12ページ下段から14ページの10款教育費では、

各小中学校などコンピューター教育振興事業費

としてＧＩＧＡスクール構想に係る経費を計上

しております。 

  新型コロナウイルスの追加支援策も含め本市

の今年度の事業が効果的に展開できるよう国・

県の動きに呼応するなど、適切な対応を要する

補正内容としております。 

  続きまして、15ページ、議案第39号国民健康

保険事業特別会計補正予算につきましては、新

型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の

支給について必要な補正を行うものであります。 

  議案第40号水道事業会計補正予算につきまし

ては、高規格泉田道路築造関連の布設替え工事

と県立新庄病院改築関連の布設替え工事の事業

費が確定したことにより、工事負担金と工事請

負費を計上するものであります。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては財政課長及び上下水道課長

から説明させますので、御審議いただき、御決

定くださいますようお願い申し上げます。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

   （平向真也財政課長登壇） 

平向真也財政課長 それでは、議案第38号から御

説明申し上げます。 

  補正予算書の１ページをお開きください。 

  議案第38号一般会計補正予算（第３号）でご

ざいます。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ６億

5,843万3,000円を追加し、補正後の総額は244

億5,966万9,000円となります。 

  各款各項の補正予算額並びに補正後の額につ

きましては、２ページ、３ページの第１表歳入

歳出予算補正を御確認いただきたいと思います。 

  次に、４ページを御覧ください。 

  第２表地方債補正でございますが、小中学校

等情報通信ネットワーク環境整備事業、いわゆ

る１人１台パソコンの環境を整備するＧＩＧＡ

スクール構想に係る地方債を新たに追加すると

ともに、社会資本整備総合交付金等の内示に合

わせ、地方道路等整備事業に係る地方債の変更

を行ってございます。 

  続きまして、７ページからの歳入について御

説明申し上げます。 
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  初めに、15款国庫支出金でございますが、２

項６目土木費国庫補助金につきまして、社会資

本整備総合交付金等の内示に合わせた補正を行

うとともに、７目教育費国庫補助金においてＧ

ＩＧＡスクール構想に係る補助金を計上してご

ざいます。 

  16款県支出金でございますが、２項４目農林

水産業費県補助金につきましては、歳出にも同

額を計上しておりますが、県の10分の10の補助

制度に係る各種補助金について補正を行うもの

でございます。 

  めくっていただきまして８ページになります

が、18款ふるさと納税寄附金につきましては、

新型コロナウイルスの自粛要請における特殊需

要ということで３億円の専決予算を御承認いた

だいたところでございますが、引き続き好調な

伸びを示していることから、さらに４億円を増

額補正するものでございます。 

  19款繰入金につきましては、このたびの予算

補正の財源の一部といたしまして財政調整基金

からの繰入金5,461万6,000円を増額補正するも

のでございます。 

  続きまして、９ページからの歳出について御

説明申し上げます。 

  初めに、２款１項７目企画費でございますが、

新型コロナウイルスに係る支援策といたしまし

て、本市出身の大学、短大及び専門学校生等に

対する１人当たり２万円の応援給付金やふるさ

と納税事業に要する費用を計上してございます。 

  続いて、10ページを御覧ください。 

  ３款２項１目児童福祉総務費のシステム改修

業務委託料につきましては、児童手当に係るマ

イナンバーの情報連携体制整備に伴うシステム

改修費を計上しております。 

  また、６款農林水産業費につきましては、歳

入でも御説明申し上げましたが、県の補助制度

に基づく補正といたしまして、３目農業振興費

に新たな２つの補助金を計上するとともに、６

目水田農業対策費では既存の補助金について県

の内示額に合わせた補正を行うものでございま

す。 

  11ページの７款商工費でございますが、１項

４目企業誘致費におきましては、昨年度奨励金

の指定を行いました市内企業に対する企業立地

等雇用促進奨励金400万円を計上しております。 

  ８款２項２目道路維持費及び３目道路新設改

良費並びに12ページの８款６項２目雪総合対策

費の各事業費につきましては、社会資本整備総

合交付金等の内示額に合わせて補正を行うもの

でございます。 

  また、12ページの８款４項３目公園費の修繕

料につきましては、当初予算で不足する部分に

つきまして必要な修繕費を増額するものでござ

います。 

  続きまして、10款１項３目教育指導費の図書

購入費につきましては、今年度の小学校教科書

改訂に伴う教師用指導書等の購入費用を補正す

るものでございます。 

  12ページの下段から14ページにかけまして、

10款教育費では、各小中学校等コンピューター

教育振興事業費としましてＧＩＧＡスクール構

想に係る経費を計上しております。内容といた

しましては、校内の情報ネットワーク環境の整

備と児童生徒１人１台端末の整備を行うもので

ございます。 

  最後に、14ページでございますが、５項３目

公民館費におきましては、八向地区公民館の耐

震診断に係る費用の補正を行ってございます。 

  以上で一般会計を終わりまして、特別会計に

入らせていただきます。 

  15ページを御覧ください。 

  議案第39号国民健康保険事業特別会計補正予

算（第１号）でございますが、歳入歳出それぞ

れ84万3,000円を追加し、補正後の予算総額を

31億5,862万8,000円とするものでございます。 

  19ページをお開きください。 



- 45 - 

  内容といたしましては、歳出でございますが、

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金

の支給について補正するものでございまして、

財源として全額特別交付金を充当するものでご

ざいます。 

  以上で一般会計及び特別会計の補正予算案の

説明を終わります。 

  御審議いただき、御可決賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

下山准一議長 上下水道課長荒澤精也君。 

   （荒澤精也上下水道課長登壇） 

荒澤精也上下水道課長 それでは私から、水道事

業会計補正、御説明させていただきます。 

  議案第40号令和２年度新庄市水道事業会計補

正予算（第１号）について御説明申し上げます。 

  水道事業会計補正予算書１ページをお開き願

います。 

  第１条、令和２年度新庄市水道事業会計の補

正予算（第１号）は、次に定めるところにより

ます。 

  第２条、業務の予定量の補正につきましては、

このたび建設改良事業費について補正するため

記載したものであります。 

  第３条、資本的収入及び支出の補正でありま

すが、収入は第１款資本的収入を378万6,000円

増額し、計5,453万3,000円とします。支出は第

１款資本的支出を2,671万7,000円増額し、計３

億7,825万4,000円とします。これらは高規格泉

田道路築造関連の布設替え工事と県立新庄病院

改築関連の布設替え工事の事業費が確定したこ

とにより工事負担金と工事請負費をそれぞれ増

額するものであります。 

  なお、資本的収入が資本的支出に対し不足す

る額３億2,372万1,000円は、過年度損益勘定留

保資金等で補塡いたします。 

  ２ページには補正予算実施計画を記載してお

りますので、御参照願います。 

  以上、令和２年度新庄市水道事業会計補正予

算（第１号）について御説明申し上げました。 

  御審議の上、御可決くださいますようよろし

くお願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算３件につ

きましては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会への付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第38号、議案第39号及び議案第40号の補正

予算３件については、委員会への付託を省略し、

６月19日金曜日、定例会最終日の本会議におい

て審議をいたします。 

 

 

散      会 

 

 

下山准一議長 以上で本日の日程は終了いたしま

した。 

  明日６月10日水曜日午前10時より本会議を開

きますので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後０時００分 散会 
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令和２年６月定例会会議録（第２号） 

 

 

令和２年６月１０日 水曜日 午前１０時００分開議 

議 長 下 山 准 一     副議長 新 田 道 尋 

 

 出 席 議 員（１６名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ３番   叶  内  恵  子  議員 

  ４番   八  鍬  長  一  議員     ５番   今  田  浩  徳  議員 

  ６番   押  切  明  弘  議員     ７番   山  科  春  美  議員 

  ８番   庄  司  里  香  議員     ９番   佐  藤  文  一  議員 

 １０番   山  科  正  仁  議員    １２番   奥  山  省  三  議員 

 １３番   下  山  准  一  議員    １４番   石  川  正  志  議員 

 １５番   小  嶋  冨  弥  議員    １６番   佐  藤  卓  也  議員 

 １７番   髙  橋  富 美 子  議員    １８番   小  野  周  一  議員 

 

 欠 席 議 員（１名） 

 

 １１番   新  田  道  尋  議員 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 小 松   孝 

総 務 課 長 関   宏 之  総 合 政 策 課 長 渡 辺 安 志 

財 政 課 長 平 向 真 也  税 務 課 長 森   正 一 

市 民 課 長 荒 田 明 子  環 境 課 長 山 科 雅 寛 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 青 山 左絵子  子育て推進課長

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 田 宮 真 人  農 林 課 長 三 浦 重 実 

商 工 観 光 課 長 柏 倉 敏 彦  都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二 

上 下 水 道 課 長 荒 澤 精 也  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 亀 井 博 人 

教 育 長 高 野   博  教 育 次 長
兼教育総務課長 武 田 信 也 

学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一  社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀 
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監 査 委 員 大 場 隆 司  監 査 委 員
事 務 局 長  田 浩 志 

選挙管理委員会  
委 員 長 武 田 清 治  選挙管理委員会

事 務 局 長 小 関   孝 

農業委員会会長 浅 沼 玲 子  農 業 委 員 会
事 務 局 長 津 藤 隆 浩 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 滝 口 英 憲  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 庭 崎 佳 子  主 任 小田桐 まなみ 

 

議 事 日 程 （第２号） 

令和２年６月１０日 水曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 佐 藤 文 一  議員 

２番 山 科 春 美  議員 

３番 小 嶋 冨 弥  議員 

４番 押 切 明 弘  議員 

 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第２号）に同じ 
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令和２年６月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 佐 藤 文 一 

１．新型コロナウイルス感染症対策について 

２．教育現場の新型コロナウイルス感染症対策について 

３．新型コロナウイルス感染症対策の財政計画について 

市 長 

教 育 長 

２ 山 科 春 美 １．新型コロナウイルス感染症対策について 
市 長 

教 育 長 

３ 小 嶋 冨 弥 １．新型コロナウイルス禍について 
市 長 

教 育 長 

４ 押 切 明 弘 
１．市所有の遊休土地の利用について 

２．農振の見直しについて 
市 長 
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開      議 

 

 

下山准一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は16名です。 

  欠席通告者は新田道尋君の１名です。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

下山准一議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。 

  今期定例会の一般質問者は７名であります。

質問の順序は配付しております一般質問通告表

のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は答弁を含めて１人50分以内

といたします。 

  本日の質問者は４名であります。 

 

 

佐藤文一議員の質問 

 

 

下山准一議長 それでは最初に、佐藤文一君。 

   （９番佐藤文一議員登壇） 

９ 番（佐藤文一議員） おはようございます。 

  今定例会最初の一般質問をさせていただきま

す議席９番、市民・公明クラブの佐藤文一です。 

  質問に先立ちまして、このたびの新型コロナ

ウイルス感染問題における市民の皆様への支援、

また施策の立ち上げや執行事務に対しての連日

の作業に感謝いたしますとともに、今後も手綱

を緩めることなく継続をお願いいたします。 

  また、このような事情から、このたびの一般

質問において３密を少しでも回避するため、当

会派では各自の質問を会派にて集約し、会派統

一の質問とさせていただきますので、御了承の

ほどよろしくお願いをいたします。 

  さて、先ほども申し上げた新型コロナウイル

ス感染問題ですが、世界的に感染が拡大し、山

形県でも３月31日に米沢市で確認、新庄市では

４月２日に60代男性の感染が確認されました。

そして、国内では４月７日に７都府県の緊急事

態宣言が発出され、同１６日、宣言の対象が全

国へと拡大されました。 

  当市では、感染症対策として２月28日に第１

回新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し

て以来、各課の対応状況の報告、そして第一弾、

第二弾の緊急経済対策などに取り組まれており

ます。 

  この件に関しては、市民の皆様からも、思っ

たより市の対応が早くて助かったという意見が

多数あり、安堵しているところではございます

けれども、一方では、民間の企業努力によって

補われている部分を行政は理解しているのか、

地域経済はこれから大変な時期を迎えるとの意

見もあり、楽観視できない状況であります。 

  現在、県内では感染拡大が収まり小康状態が

続いていますが、今後、第２波、第３波がいつ

発生するか分からず、体制を整える必要がある

と考えます。 

  それでは、質問をさせていただきます。 

  このたびの感染拡大に当たり、情報の収集、

提供、共有が後手となった点は否めないと思っ

ております。新庄市のホームページの活用の仕

方、またＳＮＳを使っての情報発信、防災無線

の活用等、改善の余地は十分にあると考えます

が、今後、市民からの情報収集や市民への情報

提供をどのように強化し、予防対策や蔓延防止

策を行うのかを伺わせていただきます。 

  次に、これから本格的な梅雨、そして台風シ
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ーズンを迎える中、災害発生も念頭に入れてお

かなければならないと考えます。 

  先日６月８日付の新聞にも、国交省の方針と

して、災害避難施設の増強、密集対策の後押し

という記事がありましたが、今後、災害発生に

備えた避難体制の構築、特に避難所の感染症対

策について伺います。 

  次に、現在、企業に対しては国が主導しての

各種支援が行われ、県、そして新庄市独自の緊

急経済対策事業も行っておりますが、小規模企

業者を除く中小企業に関しては支援不足の声が

数多く聞こえてまいります。業種にもよります

が、雇用人数が多ければ多いほど、その支援不

足は顕著に現れてきているのが現状でございま

す。 

  この先、企業の倒産、解雇等が急速に進むこ

とが懸念されている今、支援不足とされること

に対しての当市の単独支援策が急務と考えます

が、どのように考えているのか伺います。 

  次に、教育現場に対しての質問です。 

  全国の緊急事態宣言により、市内の小中学校

も休校を余儀なくされ、教育現場も混乱してい

る状況かとは思いますけれども、こちらも早急

に体制を整える必要があると考えます。 

  まずは、校内で使用する石けん、マスク、消

毒液等の備蓄状況について。また、今後気温上

昇とともにマスク着用で授業を受ける際、熱中

症などの健康被害の可能性に対し、フェースシ

ールド等の配布の必要について伺わせていただ

きます。 

  また、３密回避のための対応、例えば空き教

室の確保、それに伴う空調設備の状況、教職員

の配置、不足の場合の学習支援員、ボランティ

ア等の増員など様々な問題が出てくることが予

想されますが、その考えを伺います。 

  次に、このたびの休校により子供たちの接触

が制限され、かなりのストレスがたまっている

という話が多数聞こえてまいりました。昨今の

ネット環境を使い、何か子供同士の交流を図る

ことはできないものかという声も少なからずあ

りました。 

  それを踏まえ、今期の補正予算にも組み込ま

れております文科省が推進をするＧＩＧＡスク

ール構想の早期実現に向けての動きについて伺

います。 

  最後に、今後の新型コロナウイルス感染対策

として、県、国の支援策はもちろん、当市の単

独支援策も拡充していくことが必要不可欠な状

態であると考えます。 

  今後、さきに述べたような事態を想定したと

き、当市の財政基盤を維持していくために、ど

のような財政計画の在り方を考えているのかを

伺います。 

  また、次年度から市税収納率の低下が考えら

れますが、不可抗力で納税できない方への救済

措置に対しての考え方を伺います。 

  質問数が多いですが、答弁のほう、よろしく

お願いを申し上げます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、佐藤市議の御質問にお答えさせて

いただきます。 

  市民への情報提供ですが、４月２日に市内で

感染者が確認されて以降、市のホームページ、

新聞の折り込み、区長の使送による全戸配布、

市報により感染者の発生状況や小中学校、保育

施設、市有施設等の休校、閉園、休館、感染防

止、拡大阻止を図るためうがいや手洗いの励行、

３つの密の回避などのお願いを市民の皆様に速

やかにお知らせしてまいりました。 

  今後も、基本的には市のホームページと市報

でお知らせしますが、市内での感染が再び拡大

し緊急事態が生じた場合、新聞の折り込み、区

長の使送による全戸配布など、あらゆる広報媒
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体を活用して速やかに情報提供してまいります。 

  市民の情報収集につきまして、感染者情報は

県が一元的に管理しているため、市が公表でき

るタイミングは知事の会見後となりますが、速

やかに市のホームページに情報提供してまいり

ます。 

  次に、予防対策や蔓延防止対策についてです

が、本市においては４月17日以降新たな感染者

は確認されておりませんが、国の専門家会議で

は、感染防止の手を緩めれば第２波、第３波が

襲来すると警告しております。 

  本市におきましても、これまで市民の皆様に

お願いしてまいりましたうがいや手洗いの励行、

３つの密の回避などの感染症の予防対策の徹底

に加え、国が提唱しております新しい生活様式

の実践をお願いし、今後、国や県から新たな医

学的知見に基づく有効な感染防止策が示された

場合は、速やかにお知らせし、実施してまいり

たいと考えております。 

  次に、今後発生が予想される台風による風水

害等の災害に備えた避難体制の構築、特に避難

所における感染症対策等についてお答えさせて

いただきます。 

  災害時の避難体制につきましては、新庄市地

域防災計画及び大規模災害時行動マニュアルに

基づき対応をしております。 

  避難誘導などにつきましては、市防災行政無

線、エリアメール、テレビやラジオ放送と連動

し、文字放送へ対応したアラートなどを活用し

て、迅速に市民の皆様へお伝えしてまいります。 

  避難所での感染症対策といたしましては、ノ

ロウイルスによる感染性胃腸炎やインフルエン

ザ等の一般的な感染症に加え、新たに新型コロ

ナウイルス感染症対策が急務となっております。 

  その対応につきましては、山形県避難所にお

ける新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ

ンに沿い、関係各課で連携し、衛生用品の備蓄

や避難計画を策定しているところでございます。 

  また、避難所内での感染拡大を防ぐため、マ

スクの着用、手洗い、せきエチケットなど、個

人が行う基本的な対策を励行するとともに、共

用部分の消毒の徹底、密閉、密集、密接の３つ

の密を避ける、市保健師による健康観察を行う

など、環境衛生の確保を行ってまいります。 

  また、発熱などの症状がある方と一般の方の

出入口、居住スペースやトイレ及び動線を区分

することにより、感染症拡大防止対策を図って

まいります。 

  今後、避難所の感染症対策、特に新型コロナ

ウイルス感染症対策につきましては、市広報、

ホームページへの掲載などにより、十分な周知

を行うよう努めてまいります。 

  次に、新型コロナウイルスの影響を受けた事

業者向けの市の独自支援策としてですが、雇用

調整助成金申請支援事業、飲食店等応援給付金、

事業者持続化給付金の３つを実施しております。 

  １つ目の雇用調整助成金申請支援事業は、市

内事業主が新型コロナウイルスの特例措置に係

る国の雇用調整助成金を申請する際、申請や書

類作成を社会保険労務士に依頼した場合の費用

を最大40万円給付します。本日までの申請受理

１件、給付予定額は30万円です。 

  ２つ目の飲食店等応援給付金は、経済的な影

響が特に大きい事業者に給付するものです。対

象業種は、飲食店、旅行業、ホテル、旅館業、

タクシー、貸切りバス、運転代行業で、本日ま

での申請受理320件、給付予定額は6,632万円で

あります。 

  ３つ目の事業者持続化給付金は、国の持続化

給付金の交付決定を受けた市内在住の事業者に

対し、市がその給付額の１割相当額、最大で法

人20万円、個人10万円を上乗せするものであり

ます。本日までの申請受理170件、給付予定額

は2,069万円であります。 

  また、企業の資金繰り対策として、県の地域

経済変動対策資金では、通常1.6％の融資利率
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のところ、県と市が0.5％ずつ、金融機関が

0.6％を負担することで、企業に無利子での融

資を実施中です。３月議会で融資総額５億円に

対する10年間の利子補給についての債務負担行

為を議決いただきましたが、５月25日時点で市

内企業の融資認定71件、融資実行額９億4,600

万円と既に予定した枠を超過いたしました。 

  その他、新型コロナウイルス関連の支援とし

まして、市から直接の予算支出はありませんが、

企業が融資を受ける際、信用保証協会より通常

の保証枠とは別枠で保証が受けられるセーフテ

ィーネット貸付けに必要な市の認定書を３月以

来149件発行いたしました。 

  また、国の小規模事業者持続化補助金を申請

する市内事業者に対し、補助金の審査で加点を

受けるための市の認定書発行が３月以降10件ご

ざいます。 

  このように、市としては取り得る限りの様々

な手段で市内事業者への支援策を実施してまい

りました。今後の施策につきましては、新型コ

ロナウイルス感染の動向を注視しながら、引き

続き庁舎内で検討を重ねてまいりますので、御

理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、新型コロナウイルス感染症対策

の財政計画についての御質問でありますが、現

在、市が単独で実施しております各種感染防止

対策及び緊急経済対策につきましては、その財

源として多額の財政調整基金を活用しておりま

すが、今回のような不測の事態に備えこれまで

積立てを行ってきたことで、迅速な対応ができ

ているものと実感しております。 

  本市においては、コロナウイルス対策の財源

として現在まで５億円ほどの財政調整基金を取

り崩して対応しておりますが、国においても２

次補正予算に地方創生臨時交付金を２兆円追加

することとしておりますので、相当の金額が補

塡されるものと見込んでいるところでございま

す。 

  今後のコロナウイルス関連のさらなる支援策

につきましては、国、県の補助金を的確に見込

むとともに、各種基金の残高にも留意しながら

財源を確保し、後年度の財政負担とならないよ

う適切な措置を講じてまいります。 

  なお、令和３年度からの新中期財政計画につ

きましては今年度策定する予定としております

が、計画の前提といたしましては、今年度の決

算見込みを正確に捉えることが策定のスタート

となるものでございます。 

  今年度のコロナウイルス対策に係る経費を的

確に見込むことはもちろんですが、景気低迷に

よる来年度の市税の税収見込みに加え、本来の

計画策定に必要な人件費の適正化、地方債の発

行制限、経常経費の削減など、歳出の見直しを

的確に踏まえながら、健全な財政運営となるよ

う計画の策定に努めてまいります。 

  次に、市税の納付が困難な場合の救済措置に

関する御質問でありますが、新型コロナウイル

スの影響によって収入が大きく減少したことに

より市税の納付が困難になる事例が発生してお

ります。本市においては、市税の減免や徴収の

猶予などの措置を講じながら対応していくこと

としております。 

  １つ目といたしまして、市税の減免の措置で

あります。新型コロナウイルスの影響によって

収入が減少したことで納付が困難な場合に、申

請に基づいて減免を行うものであります。今年

度においては、国民健康保険税、介護保険料、

収入の減少や前年所得に応じて減免いたします。 

  また、令和３年度に限り、地方税法の規定に

より中小企業者の事業用家屋及び償却資産に係

る固定資産税を減免する措置を予定しており、

事業収入の減少割合に応じて２分の１または全

額を減免いたします。 

  これらの減免についての減収分については国

が全額補塡することが示されております。 
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  ２つ目といたしまして、今年度新たに創設さ

れました徴収猶予の特例制度があります。全て

の税目を対象として、各市税の納付期限から１

年の間徴収を猶予することで、督促手数料及び

延滞金を免除いたします。 

  徴収の猶予期間内においては計画的な分納を

推進することで、納税者の経済状況に配慮した

柔軟な対応を行ってまいります。 

  これらの減免や徴収の猶予の措置を適切に取

ることで、新型コロナウイルスによる経済的な

影響に対し、市民を支援し、併せて税の公平性

を保ちながら、確実な税収の確保を行っていく

考えであります。 

  教育現場のコロナウイルス対策、教室での３

密の回避、あと、感染症対策につきましては、

教育長より答弁させますのでよろしくお願いい

たします。 

  今後も、第２波、第３波に備え、また様々な

情報を収集しながら、第四弾、第五弾の経済支

援等も検討しなければいけないというふうに考

えております。 

  壇上からの答弁は以上とさせていただきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

下山准一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 まず、おはようございます。 

  学校現場での新型コロナウイルス感染症対策

における感染予防防止のための消耗物品につき

ましては、原則的に各校の自主的判断で使用す

ることができる学校管理費配当予算にて対応し

ております。 

  児童生徒の感染防止は手洗いによるウイルス

除去が基本となりますが、石けんなどの準備は

各校の使用状況に応じて各校でその対応を行っ

ており、手洗いでの感染防止が難しい保護者な

どの来校者を中心とした対応のため、アルコー

ル消毒液を教育委員会で一括購入し、必要に応

じて各校に配付しております。 

  また、不特定多数の方が手を触れるドアノブ

などの殺菌消毒に効果的な次亜塩素酸ナトリウ

ム消毒液、いわゆる塩素系漂白剤を利用した消

毒液作成のため、教育委員会で一括購入し各校

に配付しております。 

  マスクに関しましては、児童生徒全員に着用

しての登校を指導するとともに、保護者の皆様

にもその徹底をお願いしており、マスク着用を

忘れてきた場合にのみ、各校で常備しているマ

スクを配付するなどの対応をしております。 

  また、授業中のマスク着用による健康への影

響につきましては、これから暑くなる時期を迎

えるため、熱中症リスクへの低減策も併せて必

要と考えております。国では、体育の授業にお

いていわゆる３密の状態を回避しながら、必要

に応じてマスクを外しての活動も可能としてお

りますが、各校の事情を踏まえた対策を講じる

ことが必要と考えております。 

  なお、フェースシールドに関しましては、国

では一律に必要なものだとは考えておらず、自

治体における対応も様々であります。新型コロ

ナウイルスはいまだに未知の部分も多く、感染

防止対策も試行錯誤しながらの対策を講じてい

る状況でありますが、フェースシールドの活用

についてはマスク同様一長一短があるようです

ので、そのことを踏まえながら今後考えていか

なければならないと思っております。 

  次に、３つの密を回避するための教室の確保

や人員の配置などについてお答えいたします。 

  主に授業を行う教室においては、児童生徒の

間隔を１メートル以上空けて座席を取るなどの

配慮を行っております。難しい場合は、学習を

広い教室で行ったり隣接する多目的スペースを

活用したりしながら、それぞれ工夫をしていま

す。 

  また、人数が多い学級は空いている教室を活

用し、２つのグループに分けて学習し、児童生

徒はマスクを着用しており、これからの季節で

気温が上昇することも踏まえ、空調がある場所
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に移動して学習することも想定しております。 

  教職員の配置につきましては、感染対策のた

めに、担任のほか空き時間の教員や担任以外の

個別学習指導員等を工夫して活用しています。 

  このたび、文部科学省から、地域の感染状況

に応じて、小６、中３を中心に3,100人の教員

を追加することや６万1,200人の学習指導員や

２万600人のスクール・サポート・スタッフを

増員することが方針として示されましたので、

今後動向を見ながら要望をしてまいります。 

  また、ボランティアの増員につきましては、

感染拡大を防ぐため、これまで外部からの来校

者に制限を設けておりました。今後、状況を見

ながら、補習などの必要があった場合、ボラン

ティアの活用について検討してまいります。 

  ３つ目のＧＩＧＡスクール構想の早期実現に

向けた取組についてでありますが、当初、国で

は、校内通信ネットワーク環境の強化と児童生

徒１人１台端末整備のうち、小５、小６、中１

に係る整備を令和２年度までに完成するため、

その所要額を令和元年度国補正予算において措

置するとともに、後年度以降は段階的に整備を

図り、令和５年度までに児童生徒１人１台端末

整備を完了することとしておりましたが、これ

を前倒しし、今年度中に児童生徒１人１台端末

整備を完成させるため必要な予算を令和２年度

国第１次補正予算において措置しております。 

  このような国の動きを受けまして、本市でも

ＧＩＧＡスクール構想における校内通信ネット

ワーク環境整備と端末整備を加速化させること

といたしました。特に端末整備については令和

元年度国補正予算及び令和２年度国第１次補正

予算に呼応しての、３人に２台分の端末整備に

加え、地方財政措置に基づき、自治体単独予算

で整備すべきとされており、残り３人に１台の

端末整備についても新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金の活用を視野に入れな

がら、併せて整備を行うため、このたびの６月

補正予算案に校内通信ネットワーク環境整備費

と市内児童生徒全員分の端末整備費を計上し対

応してまいります。 

  また、国では、このＧＩＧＡスクール構想に

よって災害や感染症の発生などによる学校の臨

時休校等の緊急時においても子供たちの学びの

保障を実現するために、学校と児童生徒が円滑

にやり取りを行える環境を整えることを目指し

ており、本市においても新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金の活用も視野に入

れながら、今後効果的かつ効率的な事務事業の

効果的な事業手法を検討してまいりたいと考え

ております。 

  以上であります。 

９ 番（佐藤文一議員） 議長、佐藤文一。 

下山准一議長 佐藤文一君。 

９ 番（佐藤文一議員） 丁寧な御答弁ありがと

うございます。 

  それでは、一つ一つ再質問させていただきま

す。 

  まずは、情報発信について先ほど説明を受け

たのですけれども、この件に関しましては、感

染者数とかその日の当日の状況というものが全

く見えないことで、皆様不安を感じていたとこ

ろがあります。 

  まとまった情報としては、市長からの答弁の

とおり、迅速な対応はあったのですけれども、

その日その日の対応の目が見えないということ

で、市民の皆さんちょっと不安がっていたとこ

ろがあるので、そこら辺の状況をお聞かせいた

だければと思います。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 これまでの情報発信の状況で

ございますが、まず、４月２日に最初の感染者

が確認されたわけですけれども、先ほど市長の

答弁のほうでございましたが、県知事の公表後

に我々市町村のほうが公表できるという形にな
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っております。４月２日に16時から県知事が会

見したわけなのですが、それを受けまして、同

日５時から市長が記者会見を行いまして、市と

しまして、ホームページに発生したということ

を掲載したのが18時30分というふうな形でござ

います。 

  また、４月４日に５名の感染者が確認された

わけですが、11時から知事の記者会見がござい

ましたが、それの終了後、13時から市長も記者

会見を行いまして、市長の記者会見の中でも感

染者が発生したという情報については提供して

おりますが、その後、14時20分に市のホームペ

ージに掲載したところでございます。 

  いずれについても終了後直ちにホームページ

のほうに掲載したという形、感染者情報につい

てホームページのほうに掲載しまして、市民の

方にお知らせすることができたと考えていると

ころでございます。 

  また、４月16日最後の感染者が確認されまし

たが、16日午後に知事の会見がございました。

それを受けまして、翌日の18時に市のホームペ

ージに掲載したところでございます。 

  県の公表を受けまして市のホームページへ掲

載するまでに時間を要したときもございました

が、市といたしましては、感染者情報だけでな

く、感染の発生を受けて今後どのように対応し

ていくか対策も併せて市民の方にお知らせする

ことが重要であると考えておりますので、今後

も早さとともに慎重に対応していきたいと考え

ているところでございます。 

９ 番（佐藤文一議員） 議長、佐藤文一。 

下山准一議長 佐藤文一君。 

９ 番（佐藤文一議員） ありがとうございます。 

  ただいまの答弁でホームページがメインとい

うことだったのですけれども、ホームページ見

られない方も多々いるかと思いますので、今後、

防災無線等使いながら、市民の皆様に伝わるよ

うな形でやっていただければと思います。 

  情報がないというのがやはり一番不安なとこ

ろだったと思いますので、情報がなければ対策

の取りようもないということもあり得ますので、

ぜひ今後の情報収集、情報発信をできる限り迅

速にかつ的確にお願いいたしたいと思います。 

  続きまして、避難対策についてでございます。

避難所について。 

  昨年、豪雨を見込みまして、市民プラザ、わ

くわく新庄に避難所を開設した際、私も状況を

ちょっと拝見しに行きました。 

  特に気になったのが、わくわく新庄に関して、

畳の部屋ということの気遣いもあったと思うの

ですけれども、手狭感がどうしても否めないよ

うな印象でした。情報に関しても、プラザには

テレビ画像があったのですけれども、ラジオの

みというのもちょっと不安要素をあおるような

気がしたのも確かでございます。 

  避難場所の分散も含め、国でも自治体に財政

支援するという、来年度の予算に盛り込むとい

う言及もしていることですので、より安心でき

る新たなハザードマップの更新をお願いしたい

と思っておるのですけれども、そこら辺の予定

についてお伺いできればと思います。 

山科雅寛環境課長 議長、山科雅寛。 

下山准一議長 環境課長山科雅寛君。 

山科雅寛環境課長 コロナ対策に関する避難所の

対策ということでの御質問でございましたが、

今回、市長答弁にございますように、山形県避

難所における新型コロナウイルス感染症対策ガ

イドラインというのが県のほうから示されてお

ります。 

  そちらの中で、３密を防ぐ、また避難所を通

常よりも多く開設する、あと健康観察を十分に

行う、また市民の方が避難する際に、避難所だ

けではなく親戚や友人のほうへの避難も考えて

いただく、そういったことも周知していくもの

だということで示されております。 

  当市におきましてもそういった避難所の開設
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について、平成30年にありました豪雨災害の時

点の避難者数が約500名ほどとなってございま

す。 

  議員がおっしゃいましたわくわく新庄につき

ましては140名ほどの避難者がございまして、

このたびの避難所の３密を防ぐということで、

約２メーター間隔程度の間隔を取った場合、ど

の程度の避難者の受入れが可能かという点につ

いて確認してございます。そうした場合、やは

り十分な２メーターを取りますと、避難者の数

が限られてくるということで、70名ほどまず可

能なのかなということで考えております。 

  そういった場合、ほかの施設となりますけれ

ども、日新小学校、日新中学校が隣接して避難

所となってございますので、そちらのほうでも

それぞれ150名ほどの避難者が避難可能である

ということで捉えております。 

  そういった分散をしながら、避難所の開設に

関しては十分対策を練りながら、今後の豪雨災

害等もしも起きた場合の対策について検討を重

ねているところでございます。 

  以上です。 

９ 番（佐藤文一議員） 議長、佐藤文一。 

下山准一議長 佐藤文一君。 

９ 番（佐藤文一議員） ありがとうございます。

こちらもいつ起こるか分からないことではござ

いますので、準備のほう万全にしていただいて、

対応のほうよろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、企業支援についてでございます。 

  今、市長のほうから現状ある助成金等御説明

ありました。企業支援につきましては、この新

型コロナウイルス感染症拡大につきまして、ほ

ぼ全業種が少なからず打撃を受けている状態だ

と思っております。 

  飲食店、ホテル、旅館業はメインで直接被害

を受けているところでもちろんではございます

けれども、その業種に付随する酒屋また食品加

工会社、そこにまた対する酒卸業者、また食材

を提供する店、そこで使う、今度は箱とか袋、

こちらの製造工場まで至る、もう全部つながっ

ているような状態で、業種に関しては大変な思

いをしていることかと思います。 

  しかしながら、企業全体で考えれば、収支、

経営状況に関しましては、きついものはある程

度限られているものだと思っております。売上

原価、あと人件費、それとそれに付随する社会

保険、雇用保険等、また固定費といわれる家賃

とか水道光熱費、それと税金ですね、法人税と

いうようなもの、ほかにも事務用品費とか交際

費とかあるのでしょうけれども、メインで言え

ばそういうふうなことを、全ての業種がかぶっ

ておると思っております。 

  ただいま説明ございました助成金につきまし

てはある程度の部分は補助されていること、足

りるかどうかはそれぞれの企業次第ですけれど

も、ちょっとそこに関して、支援というか特例

の猶予ということで、支払いの延長になってい

るものが社会保険料、厚生年金等、また水道料、

光熱費、あと税金等、こちらが猶予という形で、

いずれ払わなきゃならないというような形にな

っております。 

  こちらのほうの今言った３点に関しまして、

市単独の助成金の対象になり得る可能性がある

のかどうか質問させていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

下山准一議長 商工観光課長柏倉敏彦君。 

柏倉敏彦商工観光課長 ただいまの佐藤議員の質

問の中では、現在納期が猶予されている社会保

険料等の減免等の措置が可能かどうかという御

質問だと思いますけれども、現在、市でやって

いる支援策のほか、そちらにつきましても他市

の状況、それから市の内部での検討を踏まえま

して、できるかどうかについても改めて検討し

ていかなければならないと思っております。 

  また、先ほどの市長の説明の中でも、来年度
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市税の固定資産、償却資産とか事業用家屋の減

免制度も来年度されるということもありますの

で、そちらと併せて検討する必要があるのかな

というふうに考えておりますので、御理解のほ

どをお願いしたいと思います。 

  以上です。 

９ 番（佐藤文一議員） 議長、佐藤文一。 

下山准一議長 佐藤文一君。 

９ 番（佐藤文一議員） ありがとうございます。 

  今、大変な状況という話もしておりますけれ

ども、地元企業の倒産、解雇等に関しましては

地元の活性化の衰弱、後退にもつながりますし、

新庄市の歳入にも大きく関わる問題だと思いま

す。ぜひ最良の対応をしていただくようお願い

を申し上げます。 

  続きまして、学校関係のほうに移らせていた

だきます。 

  ただいま教育長のほうから答弁いただきまし

た。各学校でその備蓄に対して対応していると

いうことですけれども、実際のところ、その備

蓄に関しての問題は今現在であるのかどうか。 

  また、先ほど言ったマスク、忘れたときには

子供に配付するという話ですけれども、ここら

辺は、その忘れた子供に金銭的な流れとか、例

えば売るとかそういうようなものはあるのかど

うか。 

  また、もう一つ気になるのが、今、回収ボッ

クスほかいろんなところで置かれておりますけ

れども、俗にアベノマスクと言われるようなも

のが、今はもう必要ないということで回収ボッ

クスが置かれているところに結構集まってきて

いるという話も聞くのですけれども、そちらの

ほう、どうなっているのか、お聞かせいただけ

ればと思います。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 市内の小学校、中学校、

義務教育学校ですが、学校規模も様々ございま

して、５月18日から学校再開を段階的に行って

いまして、分散登校が終わって、このたび６月

から一斉登校ということで動いております。 

  そのような中で、先ほど備蓄のお話がござい

ましたが、アルコール等については非常に今多

く使っております。給食も始まっておりますの

で、各学校消費が激しいと思っております。 

  先ほど配当予算の中でということで、それぞ

れ現時点であと何か月とかいう形の報告はいた

だいておりますが、必要に応じて配付をしてい

るところであります。 

  マスクにつきましては、マスクを忘れたとき

に学校にあるマスクを配付しておりますので、

金銭的なものとかポスト等については私は報告

はいただいておりません。 

  なお、これにつきましても、学校の規模が

様々ですので、数か月何とかもつというような

ところもありますので、状況を把握してまいり

たいと思っております。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 ただいま、議員のほうから回

収ボックスというお話がございました。既に新

聞報道等によれば、南陽市、米沢市、寒河江市

のほうでもう既に設置しているというようなこ

とを、私どもも把握しているところでございま

す。 

  先ほど国のマスクということでもお話があり

ましたが、市の対策本部としまして、そういっ

た形でマスクの回収、現実的に市民相談室のほ

うにもマスクを届けに来たという方がおられた

という話もありましたので、今後、回収ボック

ス設置に向けて準備していきたいなと考えてい

るところでございます。 

９ 番（佐藤文一議員） 議長、佐藤文一。 

下山准一議長 佐藤文一君。 

９ 番（佐藤文一議員） ありがとうございます。

今の内容だと、学校だけではなく市民全体の部
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分ということだと思います。ぜひ、捨てるので

はもったいないと思いますので、回収できるも

のは回収していただいて活用できるような形に

なればいいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

  今後、やはり２波や３波という可能性がござ

います。児童生徒の安全安心を最優先に考えて

いただいて、教育のほう、よろしくお願いいた

したいと思います。 

  次に、ＧＩＧＡスクールについてちょっと質

問させていただきます。 

  今、流れのほう、ある程度聞かせていただい

たのですけれども、具体的にいつ頃を目標にし

てそれを稼働させるのかというものをお聞かせ

いただければと思います。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 今回の６月補

正予算案のほうに入れさせていただいておりま

すが、これが可決次第、基本的には端末につい

ては県の共同調達のほうに乗っていこうかと思

っているのですが、実際に全国全てのところで

そういう動きがあるので、いつになるかは分か

らないというところが本当のところなのですが、

できるだけですが、今年度の予算ですので今年

度中に整備をして、来年度から何とかできるよ

うにできないかなというふうに考えております。 

９ 番（佐藤文一議員） 議長、佐藤文一。 

下山准一議長 佐藤文一君。 

９ 番（佐藤文一議員） ありがとうございます。

すみません。もう一つ、聞きたいことがありま

した。 

  こちらのほうは、もう一度休校というような

状態が起きたときに、家に持ち帰って活用でき

るような方策とかというものが、もしあればお

願いいたします。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 実際にこの端

末につきましては、基本的には世の中の流れに

対応した形の事業展開を図るための教育ツール

になります、基本的には。したがいまして、基

本的には、学校のほうで管理をしながら学校の

中で使うといったことを想定してございます。 

  ただ、今、議員が御指摘あったような、そう

いうふうな非常事態になった場合には、それを

貸出しして活用するということも想定しており

ます。 

９ 番（佐藤文一議員） 議長、佐藤文一。 

下山准一議長 佐藤文一君。 

９ 番（佐藤文一議員） ありがとうございます。 

  時間も限られておりますので、歳出に関して

は収支のバランスもあって財政支援ということ

は重々分かっておるつもりです。国県等の支援

もフルに活用していただきまして、市民全員が

笑って暮らせるようにお願いしたいと思います。 

  今回、この新型コロナウイルス感染の拡大問

題につきまして集中的に質問させていただきま

したけれども、丁寧な答弁ありがとうございま

した。 

  現在、徐々に様々なことが解除されてきては

おりますけれども、経済状況に関してはこれか

ら大変な時期になると思われます。第２波、第

３波の可能性も払拭されていない今ですけれど

も、いま一度気を引き締めなければならない状

況でもありますし、また、地元経済の早期回復

も同時に行わなければいけない状況でもあるの

も事実です。 

  今後、早期にこの問題が解決することを祈念

いたしまして、質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま
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す。 

 

     午前１０時４９分 休憩 

     午前１０時５９分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

山科春美議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、山科春美さん。 

   （７番山科春美議員登壇） 

７ 番（山科春美議員） こんにちは。 

  ６月定例会２番目の質問をさせていただきま

す議員番号７番の起新の会の山科春美でござい

ます。去年５月より市議会議員にならせていた

だき、１年過ごすことができました。今後も皆

様方より御指導をいただきながら、市民の声を

届けるべく頑張ってまいりたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

  最初に、今回、新型コロナウイルス感染症に

て山形県では闘病中の方がまだ２名いらっしゃ

いますが、一日も早い御回復をお祈りしますと

ともに、御家族や関係者の皆様、仕事等で影響

を受けられている皆様に対しましても、心より

お見舞いを申し上げます。現在も感染の危険が

ある中で、医療現場などで治療や感染拡大防止

に御尽力されている医療従事者の皆様には感謝

の念に堪えません。一日も早く新型コロナウイ

ルス感染症が終息することを願いまして質問さ

せていただきます。 

  それでは、新型コロナウイルス感染症対策と

経済の両立についてお尋ねいたします。 

  中国の武漢で発生したと言われている新型コ

ロナウイルスは世界中で猛威を振るっており、

感染者は世界全体で既に600万人、死亡者は39

万人を超えており、さらに感染拡大は続いてお

り、終息する気配はありません。 

  我が国におきましても、新型インフルエンザ

等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が出さ

れ、５月25日には全ての都道府県で解除されて

おりますけれども、今のところ感染拡大はひと

まず収束する兆しを見せていますが、国内の感

染者は約１万7,000人、死亡者が900人というこ

とになっており、今後も第２波、第３波と感染

者は増えていくことが予想されております。 

  そのような状況の中、新型コロナウイルスの

感染拡大の影響により、日本経済は急速に危機

的状況に近づいております。昨年10月から12月

のＧＤＰは消費増税の影響により年率換算でマ

イナス1.7％でしたが、６月８日に発表された

本年１月から３月期のＧＤＰはマイナス2.2％

となり、既に２期連続の大きなマイナス成長と

なっております。 

  ４月から６月期は、緊急事態宣言に伴う休業

要請や外出自粛などの影響で、リーマン・ショ

ックのときのマイナス17.8％を超えてマイナス

20％を超える極端なマイナス成長になるとも予

想されています。 

  民間の保険会社のエヌエヌ生命保険の中小企

業経営者調査ということで、３月の下旬に調査

を実施して４月26日の共同通信の記事ですけれ

ども、これによりますと、中小企業の６割以上

が６月末までに経営危機に陥るとの調査結果も

出ており、経済活動の再起動は待ったなしの状

況となっています。 

  中小企業のみならず大企業も、この数か月で

経営収益は大きく減少しており、倒産も危惧さ

れております。もしそうなれば下請企業も共倒

れになり、日本経済は大打撃を受け、さらに多

くの失業者を生み出すこととなります。 

  失業率と自殺率は強い相関関係にあることか

ら、このままの状況が続けば、経営を苦にする

自殺者が大幅に増えることは目に見えておりま

す。最近の自殺者数は年間２万人を超える程度
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でしたが、景気が悪かった時期は３万数千人に

も上っており、経済衰退による、より数千人あ

るいは１万人以上の自殺者が増える可能性が十

分にあります。今すぐにでも経済の再稼働にか

じを切らなければ、結果的には新型コロナウイ

ルスの死亡者数よりもはるかに多くの自殺者が

出るということです。 

  感染症により亡くなられる方も不況の影響で

自殺により亡くなられる方も、命の貴さは一緒

です。過度に感染の恐怖をあおり、休業や外出

自粛等で経済活動の極端な停滞を生み出すこと

は、多くの自己破産者や多重債務者を生み出し、

また家庭崩壊や犯罪の増加の懸念も含めて、感

染そのものよりも大きな人的及び社会的損失に

つながると考えられます。 

  当初から政府の対応は、感染症の専門家の見

解を根拠に対応を判断しておりましたけれども、

経済や教育、心理的に与える影響については配

慮が不足していたのではないでしょうか。長引

く休業要請や外出自粛、移動制限等は経済を破

壊させかねないだけでなく、営業時間の短縮や

一部休業なども特定の場所と時間に人を集中さ

せる要因となり、感染拡大防止に向けては逆効

果となり得るものです。 

  子供たちにとっても学校休業等が長引くほど、

学力の低下、学力格差が広がり、心理面の悪影

響をもたらし、子供自身や家庭、学校の負担も

相当大きなものとなります。 

  新型コロナウイルスの終息にはワクチンと治

療薬の開発が必要でありますが、ワクチンの実

用化には２年以上の時間が必要であるとも言わ

れております。我が国及び自治体の財政状況を

鑑みても、数年間にわたり今回のような休業要

請とその補償、企業や家計への経済支援を続け

ることは、国家財政及び自治体財政の破綻の危

険性も甚大であり、国全体を危機的状況に陥ら

せるおそれもあります。 

  このことから、今の我が国の必要なことは、

長期的かつ大局的な視点に立ち、いかに国民の

生命、財産を守るかについて知恵を振り絞り、

感染対策と経済活動の両立を成し遂げることが

大事だと思います。 

  日本はこれまで欧米に比べて外出規制等が緩

やかであったにも関わらず、諸説ありますけれ

ども、公衆衛生の意識の高さや医療・高齢介護

の充実度、また、ＢＣＧの接種などによる影響

もあるとか、感染による死亡者数は欧米諸国に

比べて数十分の１から100分の１と、比較的に

低いレベルにとどまっております。致死率につ

きましても、感染が広がり始めた頃に言われて

いるよりもかなり低いのではないかと言われて

おります。 

  このことを考えれば、オンライン受診とかテ

レワークとかさらなるいろんなことが普及され

てくると思うのですけれども、施設内での感染

防止対策など実態に応じた工夫を徹底させて、

最大限に感染の拡大リスクを抑制した上で自粛

ムードを一掃させ、経済の再起動にシフトすべ

きだと考えています。 

  そこで、新型コロナウイルス感染症への対応

策は多岐にわたりますが、今回は次の点につい

て質問をさせていただきます。 

  まず１点目として、本感染症の状況について

ということで、このたびの緊急事態宣言による

本市への影響をどのように分析しておられます

か。 

  また、当市の中枢部である市役所で感染者が

発生し一時閉鎖した場合、あるいは職員に感染

が拡大した場合の対策などは考えておられます

か。 

  ２点目として、経済対策についてということ

で、国、県及び本市で取組を進めている経済対

策の内容と進捗、成果はどのようになっていま

すか。 

  また、新型コロナウイルス感染症対応の地方

創生臨時交付金は具体的にどのように活用して
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いきますか。 

  ３点目として、家庭や教育の影響についてと

いうことで、学校休業等による学習低下や学力

低下が指摘されていますが、現状と対策はどの

ようになっていますか。 

  学校休業や外出自粛などによる子供のスマホ

依存、ゲーム依存等への影響と対策はどうなっ

ていますか。 

  学校休業等が長引いた場合に、児童虐待、家

庭内暴力などが全国的に取り沙汰されています

けれども、本市の現状と取組はどのようになっ

ていますか。 

  ４番目として、地域コミュニティーの影響に

ついてということで、外出自粛により地域の中

でも人と会えない状況が続き、孤独な思いをし

た方も多かったと思いますが、今後、そのよう

にならないためにどのような対応を考えていま

すか。 

  ネット経由以外の住民への周知もどのように

考えていますか。 

  国際的にワクチンの研究も進められています

が、個人のできる努力として免疫力を高めるこ

とが必要と思われていますが、市民の健康対策

の支援についてはどのように考えていますか。 

  急激な社会変化に伴い、経済的に立ち行かな

い状況を苦にして鬱とか自殺なども増えてくる

と懸念されますけれども、その対策はどのよう

に考えていますか。 

  ５つ目として、子育て支援についてというこ

とで、国の特別定額給付金の対象に漏れた方、

少しの違いで給付ができなかった新生児に対し

ての給付の検討余地はありませんかということ。 

  また、６点目として、今後の対応についてと

いうことで、感染状況のフェーズに合わせた今

後の体制や対応方法をどのように考えています

か。 

  感染症対策と経済を両立するため、休業要請

や外出自粛、移動制限を最小限とし、経済活動

の再起動を積極的に推し進めることが必要だと

思いますけれども、どのように考えていますか

ということで、質問をさせていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、山科市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  いろいろな資料から持論を展開されて、なる

ほどなというようなこともございました。死亡

者1,000人に満たない中で、今回の経済対策の

不況により自殺で亡くなる方がさらに増えるの

ではないかというようなこと。 

  しかし、対応する薬がないということが、今

一番国民の中での不安になっているのかなと。

先ほど言ったワクチンも１年半から２年という

期間をどのように乗り切るか。本当に知恵を使

い闘いながらと言いながらも、経済はどちらか

で、困っている人がいると、またそれを生産し

ている人もいるというのも事実で、お互いウィ

ン・ウィンになる形にどう持っていけるかとい

うのが、これからの大きな課題だというふうな

中で、今の御質問にお答えさせていただきたい

と思います。 

  このたびの国の緊急事態宣言による本市への

影響についてですが、山形県におきましては、

４月16日に緊急事態が宣言され、５月14日に緊

急事態宣言が解除されるまでの間、市民の皆様

には感染拡大防止に向けた様々な要請に御協力

いただいた結果、４月17日以降は市内での新た

な感染者は確認されておりません。 

  しかし、その代償と市民生活における悪影響

も確認しております。 

  １点目は、保育施設や小中学校及び市有施設

を休園、休校、休館措置したことによる保護者

への負担の増大。２点目は、外出の自粛要請に

よる健康面での不安や懸念の発生。３点目は、
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会議やイベントの中止の混乱や経済的損失の発

生などの影響があったものと認識しております。 

  また、４点目として、営業の自粛要請に起因

する地域経済への影響は大きく、特に飲食業や

宿泊業、旅行業において著しい減収が生じてお

ります。 

  経済的影響は今後も継続することが懸念され

ますので、国や県の経済対策に合わせて市独自

の経済対策を展開し、一日も早い地域経済の回

復を目指してまいりたいと考えております。 

  次、市役所内において感染者が発生し、また

は感染拡大した場合における対策についての御

質問ですが、２月28日に新型コロナウイルスに

係る対策本部を設置して以降、庁舎内における

消毒やフロア内の定期的な換気などの対策を講

じるとともに、職員に対しては日々の健康管理

はもちろんのこと、業務上または私的な旅行を

避ける、また発熱などの症状があった場合は在

宅での勤務を指示するなどの対応により、職員

の感染や職場内での感染を防止する対策を講じ

てまいりました。 

  また、緊急時における組織体制の確保につき

ましては、昨年４月に、災害発生時や感染症の

拡大時において、市民の安全安心に関わる業務、

継続して実施する業務と中断・休止する業務に

仕分けし、非常時の限られた職員数で市の業務

をどう継続していくかを定めた新型インフルエ

ンザ等業務継続計画を策定しております。 

  職員の感染などにより市役所内の課、室の単

位で通常業務ができなくなった場合にあっては、

業務継続計画に基づいて、課内または他課の職

員による応援体制により、担当職員以外の職員

であっても業務を円滑に実施できる環境を構築

することで、市民サービスの提供が停滞するこ

とのないように対応することとしております。 

  緊急事態宣言の全国的な解除を受けて、徐々

に規制が緩和されてきているところでございま

すが、今後とも状況の変化に応じて感染防止対

策を継続していく必要があると考えております。 

  新型コロナウイルス感染拡大に係る市独自の

経済対策として、雇用調整助成金申請支援給付

金、飲食店等応援給付金、事業者持続化給付金

の３つの事業を４月30日に専決処分させていた

だきまして、事業に着手したところであります。 

  雇用調整助成金申請支援給付金は、市内の事

業主が新型コロナウイルスの特例措置に係る国

の雇用調整助成金を申請する際、申請や書類作

成を社会保険労務士に依頼した場合の費用を上

限40万円まで給付するものです。 

  本日まで申請受理１件、30万円の給付予定に

とどまっておりますが、ハローワーク新庄では、

５月末日現在、市内事業者30社より雇用調整助

成金の申請を受理しているところなので、これ

から市への申請が本格化するものと思われます。 

  飲食店等応援給付金は、経済的な影響が特に

大きい事業者に給付するもので、飲食店と旅行

業１店舗につき15万円、配達、持ち帰りサービ

スを実施するにつけては３万円上乗せをしてお

ります。ホテル、旅館は定員数１名につき１万

5,000円、タクシー、貸切りバス、運転代行は

車両１台につき５万円を給付しているところで

あります。本日までの申請受理は320件、給付

予定額は6,632万円であります。 

  事業者持続化給付金は、国の持続化給付金の

交付決定を受けた市内在住の事業者に対し、市

がその給付の１割相当、最大で法人20万円、個

人10万円を上乗せしているものであります。本

日までの申請受理170件、給付予定額は2,069万

円であります。 

  このほか、県の緊急経営改善支援金がござい

ます。企業活動の自粛要請に協力し、かつ新型

コロナウイルスを乗り越えるための経営改善を

検討した事業主に対し、法人20万円、個人10万

円を交付するものであります。加えて、事業所

を賃借する個人に10万円を上乗せして交付して

いるものであります。６月４日までの県の申請
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受理273件、給付予定額4,620万円であります。 

  これら本市独自の支援に加え、国県それぞれ

の施策により、特に多くを占める小規模の事業

者にとりまして事業継続の一助となる成果があ

ったものと認識しております。 

  次に、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金の活用についての御質問でありま

すが、この交付金は令和２年４月７日に閣議決

定されました新型コロナウイルス感染症緊急経

済対策において、新型コロナウイルス感染拡大

を防止するとともに、感染拡大の影響を受けて

いる地域経済や住民生活を支援し、地方創生を

図るため、緊急経済対策の全ての事項について

の対応として、地方公共団体が地域の実情に応

じてきめ細やかに必要な事業を実施できるよう、

内閣府より創設された交付金であります。 

  国の補正予算によるもので、第１次の地方創

生臨時交付金補正予算計上額は１兆円、交付対

象となる事業は緊急経済対策に掲げられた４つ

の柱、感染拡大防止策と医療提供体制の整備及

び治療薬の開発、雇用の維持と事業の継続、次

の段階としての官民を挙げた経済活動の回復、

強靱な経済構造の構築のいずれかに該当する国

庫補助事業等及び地方単独事業となっておりま

す。 

  市では、４月の議員懇談会、５月の臨時議会

及び今６月定例会にて補正予算を計上させてい

ただき、感染防止対策として、市民への周知、

マスク配布事業、雇用の維持と事業継続などの

経済対策として事業者持続化給付金事業、飲食

店等応援給付金事業、山形牛のふるさと地産地

消拡大事業、園芸振興作物減収対策事業、プレ

ミアム付商品券事業や市出身学生応援給付金事

業などの市単独事業と、休業等に伴う収入の減

少により家賃の支払いに困り住居を失うおそれ

が生じる方々に家賃相当額を支給する生活困窮

者自立相談支援事業費等負担金の地方負担分な

どの各種緊急経済対策事業に取り組んでおりま

す。 

  なお、地方創生臨時交付金は人口、財政力、

新型コロナウイルスの感染状況、国庫補助事業

の地方負担額などに基づき算定されることにな

っており、新庄市への第１次交付限度額は１億

5,828万3,000円となっております。交付金の活

用に向け、国に対して既に手続を行っていると

ころであります。 

  学校休業等が長引いた場合の児童虐待や家庭

内暴力に対する本市の現状と取組についてであ

りますが、新型コロナウイルス感染症感染拡大

防止対策で市内の小中学校が臨時休業となりま

した。３月２日から５月末日現在までの現状で

すが、虐待通告件数は０件で、昨年の同時期と

比較すると１件の減少となっております。 

  また、家庭内暴力に関しては、情報提供を受

けたケースが数件ありましたが、迅速に関係機

関と連携し、相談、支援対応を行ったところで

あります。 

  学校休業中における本市の取組については、

特に見守り、支援を必要とする市要保護児童対

策地域協議会に登録されている家庭の児童の安

否確認を、保育施設等関係機関へ依頼し、家庭

状況の把握をいたしました。 

  さらに、市内小中学校児童においては、学校

教育課と連携し、各学校で家庭訪問を行った際

に心配される家庭があった場合は、情報共有し

協力して対応することとしております。 

  一時保護を伴う虐待通告などの事案は発生し

ておりませんが、今後とも関係機関と連携し、

支援を必要とする家庭の早期発見、早期対応に

努めてまいります。 

  地域住民への周知方法について御質問であり

ますが、即時性のある市ホームページや、市報、

新聞折り込み、全戸配布、チラシといった紙媒

体による感染症予防や緊急経済対策の情報発信

を行っていました。今後においても緊急時の場

合には、地域住民に対し有効な手段を選択し、
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速やかに情報提供を行ってまいります。 

  今回、特に情報提供に当たりましては、第一

弾に新聞折り込みを行った後、次に全戸配布を

行っているということであります。まずは、市

の広報ですと月に２回という制限がありますの

で、いち早く新聞折り込みをやって、その後、

正確なチラシを全戸に配布するという二段構え

の手段を使わせていただいたところでございま

す。 

  また、外出自粛により人との交流ができなく

孤独な思いをされた方や、様々な情報があふれ

どの情報を信用したらいいかよく分からない状

況になった方もおられたかと思います。そのよ

うな市民の不安を受け止める行政としての役割

を補完していただいているのが民生委員児童委

員の皆さんになりますが、残念ながら、新型コ

ロナの影響で活動ができない状況にありました。 

  緊急事態宣言が解除されましたので、当面の

活動としましては、対面ではなく、手紙や電話

などを活用していただき、対面でお話しする必

要が生じた場合、徹底した感染防止策を講じた

上で訪問していただくこととしております。 

  なお、日頃より見守りや声がけをしていただ

いている世帯で気がかりなことや緊急なことが

あった場合などは、成人福祉課へ御連絡いただ

き、連携しながら対応しております。 

  外出の機会が減り人と話すことが少なくなっ

ている高齢者の方にとって、民生委員の活動が

少しでも人とつながっている安心感を得ていた

だけるような活動をしてまいります。 

  また、困り事をお聞きするだけでなく、特に

新型コロナに関する正しい情報の発信に努めて

いただくことも大切な役割と考えております。 

  これからの新型コロナの状況を見ながらとな

りますが、延期をしてまいりました在宅高齢者

基礎調査などの従来からの活動を再開してまい

りたいと考えております。 

  新しい生活様式に沿った活動と正しい情報の

伝達を行い、市民皆様の不安を軽減できるよう

に努めてまいります。 

  今回の自粛の環境の中でそれぞれ不安な日々

を過ごした皆様がおられるわけですけれども、

高齢者の皆様の状況を見ておりますと、自分独

りだけではなく、全ての人がこのような状況に

いるということで、あまり目立ったクレームあ

るいは相談などがなかったのも、１つの逆の事

例だということも御報告させていただきたいと

思います。 

  全市民への健康対策の支援についてでありま

すが、緊急事態宣言が発出され、長期間外出を

控えた結果、運動不足、栄養過多あるいは低栄

養、持病の悪化、高齢者においてはフレイル、

認知機能の低下など、健康二次被害と言われる

状況が懸念されております。 

  宣言解除後においても感染予防を第一としま

すが、感染症を恐れるあまり自宅に閉じ籠もり

がちになり生活が不活発になることは、心と体

の免疫力を低下させることにつながります。 

  国では感染拡大を予防する新しい生活様式を

公表し、具体的な実践例を示しております。市

としては不安解消に向けて取り組むとともに、

新しい生活様式の中で一人一人が自らの生活習

慣を見つめ直す好機と捉え、健康をつくり上げ

る機会に転換していけるよう広く周知を図り、

健康や健康相談、健康マイレージ事業などを進

めながら、健康づくりを支援してまいります。 

  次に、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う

鬱、自殺対策についてでありますが、このたび

の新型コロナウイルス感染症拡大による影響に

よって全ての人が経験のない不安や恐怖、スト

レスを抱える状況となりました。 

  このような中、緊急事態宣言の発出後、いち

早く山形県公認心理師・臨床心理士協会から、

感染流行期における心のケアについての助言と

資料の提供を受け、広報並びにホームページへ

の掲載、回覧などにより市民にお知らせするこ
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とができました。 

  また、市が実施するこころの健康相談を、こ

の間も緊急性に配慮し相談の受付を行っており

ます。 

  今後、感染症の影響の長期化により、抱える

問題も変化し、複雑、多様化していくことが想

定されます。市民に心の健康について継続して

普及啓発を行うとともに、相談者については庁

内横断的な情報共有、連携体制の下、複合的な

問題に対応できるよう包括的な支援に努めてま

いります。 

  国の特別定額給付金事業についてであります

が、各市区町村の令和２年４月27日時点におけ

る住民基本台帳記録者に対して行われることと

なっております。本市でも同日のデータを基に

対象者を把握の上、既にオンラインで申請した

方などを除いた対象世帯に５月12日に一斉に申

請書を発送しました。既に95％の世帯が申請し、

順次給付も行っているところであります。 

  さて、この給付金制度は４月27日を基準に給

付対象や給付自治体を決定する仕組みとなって

おりますので、御指摘のとおりその翌日以降に

生まれたお子さんは給付対象とはなっておりま

せん。恣意的に出生日を決めることは当然でき

ませんが、いずれかの時点で基準に対象か否か

を判断することもやむを得ないと考えておりま

す。給付金に関しては、国の基準に基づいた事

業実施を今後も行ってまいりたいと考えており

ますので、御理解賜りますようよろしくお願い

いたします。 

  続いて、感染状況のフェーズに合わせた今後

の体制や対応方法でありますが、本市では平成

26年２月に策定しました新庄市新型インフルエ

ンザ等対策行動計画において、未発生期から小

康期までの６つのフェーズごとに市が取り組む

べき対応策等を定めております。 

  さらに、平成31年４月に策定しました新庄市

業務継続計画新型インフルエンザ等においては、

あらかじめ通常業務に優先順位を決めておくこ

とで、職員や職員の家族が感染し出勤できない

状態になった場合でも行政サービスを提供でき

る態勢を整備しております。 

  既に市が取り組むべき対応策は策定しており

ますが、今回の新型コロナウイルス感染症の発

生により、各フェーズに応じた公共施設や小中

学校の取扱い、市民の皆様の事業所へお願いし

なければならない事項が生じることが判明した

ため、今後、教育委員会とも調整し、併せて他

市の状況も参考にしながら、追加すべき対応策

等検討してまいりたいと考えております。 

  次に、山形県の新型コロナウイルスに係る緊

急事態宣言が５月14日に解除され、新たな感染

者も５月５日以降発生しておらず、徐々に物と

人の移動が回復しつつある気配が感じられます。 

  御質問の経済活動の再起動について取り組む

べき時期との認識に立ち、５月臨時会にて議決

いただいた市独自の経済対策第二弾新庄市プレ

ミアム付商品券事業の実施に向け、現在、事業

主体の新庄商工会議所と詰めの作業を行ってお

ります。 

  商品券は２種類で、１つは、登録された取扱

店全てで使用できるがんばっぺや商品券、１万

3,000円分の商品券を１万円で販売いたします。

市内の全世帯にこれを２冊購入可能な引換券を

今月下旬に送付予定であります。 

  もう一つは、取扱店のうち市の飲食店等応援

給付金が給付された店舗で使用可能なまげねぞ

飲食応援券で、7,500円分の券を5,000円で販売

します。こちらは購入希望者にはがきで応募し

ていただき、当せん者に購入引換券を送付しま

す。 

  双方とも商品券販売時に密集が発生すること

を避けるため、先着順ではない販売方法を選択

したことを御理解願います。 

  市内での消費を広く喚起して、経済活動の再

起動につなげ、沈滞した地域経済の活性化と事
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業者の事業継続の一助を図ってまいりますので、

よろしくお願いいたします。 

  学校休業等による家庭や教育への影響につい

ては教育長より答弁させますので、よろしくお

願いいたします。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

下山准一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 それでは、臨時休業中の学習や

体力についての現状と対策についてお答えいた

します。 

  本市においては、３月２日から臨時休業とし、

５月18日から段階的に学校再開を行っておりま

す。臨時休業中は一人一人に課題を配布したり、

有効なサイトなどの情報を提供したりしながら、

学習の支援をしてまいりました。 

  特に４月は新しい教科書や教材を使った課題

を取り入れ、意欲を持ちながら学習できるよう

にしました。 

  また、規則正しい生活を送り、学習時間を確

保するため、家庭学習の計画表を作るなどの指

導を行ってきました。 

  体力につきましては、臨時休業中、外出を自

粛していたこともあり、運動する機会が少なく

なったため、家庭でできる運動を紹介するプリ

ントやメールなどで情報を提供してきました。 

  学校再開後も運動不足による体力の低下が見

られることから、活動中のけがを防止するため、

体育や部活動については無理をせず段階的に運

動量を増やしております。 

  臨時休業や外出の自粛によるスマホ依存、ゲ

ーム依存につきましては、スマホやゲームの時

間が長く課題になった事案や生活リズムが崩れ

た事案が一部ありました。対策としては、家庭

の生活について記録をし振り返るカードを活用

したり、お便りなどで保護者に対して協力を依

頼したりしました。 

  今後も規則正しい生活習慣を維持し、スマホ

やゲームについて家庭のルールを守り使用する

よう指導してまいります。 

  以上でございます。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

下山准一議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 質問も長くなってしま

って、御答弁も本当にたくさんしていただきま

して、ありがとうございます。 

  いろいろ市の職員の方々本当に頑張ってくだ

さっているのだなと思いまして、本当にありが

たいなというふうに思いました。 

  今、本当にどこで、自治体の中でどこが困っ

ているのかということも十分に把握されており

まして、そして、そこの対応策を考えていらっ

しゃるのだなというふうに思いました。 

  また、市役所で、もしものときですけれども、

そういう感染者が発生したときの対応ももう以

前から考えていらっしゃっているようでしたの

で、本当に何かありましたとき即座の対応をよ

ろしくお願いいたします。 

  あと、経済対策のところも本当にいろいろな

経済対策ということで、何度もお話しいただい

てありがとうございます。 

  今の経済対策のところですが、テレワークな

どの普及によって大都市圏に本社があっても、

例えば新庄でも居住しながら仕事ができるみた

いな、何かＡｍａｚｏｎの会社に勤めるとかそ

ういった方も、知っている方でいたのでしたけ

れども、ＵＩＪターンを推進する契機になるこ

ともこれから出てくるのじゃないかと思うので

すけれども、ちょっとそのあたりはどのように

お考えでしょうか。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

下山准一議長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 ただいま山科議員のほう

から、テレワークのことでＵＩＪターンにつな

がるのじゃないかということで、移住のほうに

なるのじゃないかなんていう形があるのですけ
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れども、確かにテレワークということで場所を

選ばずできるという、そうした１つの新しい生

活様式の中で話題になってきているなとは思っ

ておりますが、そのためにこれから５Ｇとかい

われる様々な通信回線が整備されたりとか何か

されると思うのですけれども、そういった動向

を見ながら、我々、移住定住に関する施策のほ

うにおいても十分注視しながら、そういった可

能性というのは探っていきたいなと思っている

ところでございました。よろしくお願いします。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

下山准一議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。 

  地方創生臨時交付金の具体的な活用も本当に

これからまた検討していくところでありますけ

れども、ぜひよきものに使われるかと思います

が、すごく期待しております。 

  あと、学校のところですけれども、やはり市

内の外出自粛などで子供たちの体力に影響がな

かったのかというところですが、ちょっと市内

の、自分のところもそうなのですけれども、あ

ちこちでブランコとか滑り台とかが使えない状

態になっているところも一部あるように思うの

ですけれども、多分３月とか４月時点で雪が解

けて、そしてブランコを設置しようというとこ

ろですが、今ちょっと遊ぶことによって密にな

るということでまだブランコをつけていないみ

たいなところもあると思うのですけれども、そ

のあたりは町内ごとの対応なのかもしれないの

ですが、ぜひ子供たちもこれからどんどん遊べ

ると思いますので、市からも呼びかけをお願い

したいなと思うのですが、いかがでしょうか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 公園の遊具の活用という

ことで、春の準備の期間のときにコロナウイル

ス感染予防ということで遅れた部分があるので

はないかというふうなことで御質問いただいた

ところですが、市の都市公園につきましては、

管理のほうに指示いたしまして、遊具の活用に

ついては利用できるような態勢を整えていると

ころでございました。 

  町内の遊具に関しましては、それぞれの町内

の中で動いているところもございますので、そ

ちらにつきましては町内ごとの対応となってい

る部分もあるかと思いますので、御理解いただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

下山准一議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 学校のところだったの

でしたけれども、やはり異例の長期休校により

まして、子供たちも学力も影響を受けていると

いうことで、数学とか英語の積み重ねの授業な

どはもう３か月もやらないと忘れてしまうみた

いなところもあって、また学校のよさというか、

やはり友達の頑張りとか先生方の情熱から受け

る刺激が何よりも大事だったという声がありま

したので、ぜひ……学校休業とか外出自粛のと

ころですが、これから何か起きたときでも、そ

ういった対応もぜひしていただければありがた

いと思います。 

  あと、コロナいじめみたいなところも、ほか

の地域ですけれどもあるようで、原発事故など

で避難した子供に原発避難いじめみたいなのが

あったみたいなところもあって、何か医療関係

者のところのお子さんたちがそういったことを

言われているみたいなところもあったので、そ

ういったことがないように、また、大人の配慮

に欠ける言動を子供たちが聞いていて、それを

言ってしまうみたいなところもあると思います

ので、そのあたり気をつけていただきたいなと

いうふうに思います。 

  あと、もう時間がなくなってきましたので、

地域コミュニティーのところですけれども、何

が不安かということで、やはり自分の家から出
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したくないんだと、みんなに迷惑かけるし、何

か本当に困るという感じで、そういうことで自

と他を分ける人間不信みたいな感じになってし

まっているところがあるので、やはりそういう

ふうに自分を守るというふうになってしまうの

だと思うのですけれども、ぜひいろんな取組を

されているかと思いますが、そのあたり、心の

ケアのところも頑張っていただきたいなと思い

ます。 

  すみません。ちょっと時間なので、最後、結

論という形になるのですけれども、今本当に現

代のようにグローバル化した時代で、世界は今

すごくアメリカとか中国とか、コロナ問題、香

港問題、台湾問題に関して米中の関係が緊張状

態にある中、それに伴う関連事業、市内の中国

関連の事業とか中国関係の取引のある事業とか

そういったところもちょっと大変なこともある

と思うのですが、そのあたりのところは大丈夫

でしょうか。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

下山准一議長 商工観光課長柏倉敏彦君。 

柏倉敏彦商工観光課長 ただいまの中国関連の影

響で企業のほうに影響がないかというふうな御

質問でございましたが、融資制度の中でセーフ

ティーネットの融資を実行しておりますけれど

も、その中での関連の影響で記載されていた、

中国からの部材が入らないというふうなことの

理由を書かれた業者が３社ございます。 

  業種につきましては建築業、それから照明器

具の製造、それからワイヤーハーネスの製造と

いったことで、この３社の方がそういった影響

があるんだということを書かれておりましたけ

れども、現在のところは、そちらのほうが少し

ずつでありますが改善の方向に向かっているよ

うなことをお聞きしておりますので、今後はい

い方向に向いてくるのではないかなというふう

に思っております。よろしくお願いします。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

下山准一議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ありがとうございます。 

  本当に世界の流れがこの地域にも直結してい

るところもいっぱいありますので、かじ取りは

本当に難しいと思いますけれども、いろいろな

対応を頑張っていただきたいなと思います。 

  今回の事態の収束は数か月で終わるわけでな

くて、過去の感染症の例から数年かかると言わ

れており、感染症対策と給付金などの支援のみ

では国家的な危機を乗り越えることはできませ

ん。繰り返しになりますけれども、過度な休業

要請や外出自粛、学校休業等は経済と社会に壊

滅的な打撃をもたらし、国家財政の破綻にもつ

ながっていきます。やはり今大事なことは、新

型コロナウイルスへの過度な恐怖心に打ちかっ

て、感染症対策と経済の両立に向けて英知を結

集して取り組むことが大事だと思います。 

  また、民間の経営者の皆さんも、本当に先の

見通しがつかない中、何とかしなければと今現

在頑張っておられるようです。コロナウイルス

と共存しながら、知恵を絞ってサバイバルして

経済活動を進めていこうと頑張っておられるよ

うです。 

  個人としては、本当に体を大事にして免疫力

を高めつつ、知恵を絞って経済活動を再開しな

ければ、本当に大変な状況になると思います。

今、成熟社会の中で個人主義が広がってきてい

ると言われておりますが、コロナ禍の中で人と

人とが関われないとか仕事ができないとか学校

に行けないということが続き、家族の絆、地域

の絆、友人がいること、共に学べることがいか

に大切かということを思い出されたこともあっ

たと思います。 

  上手に感染予防もしながら、信頼関係を取り

戻しつつ、助け合ってこのコロナ禍を官民一体

となって乗り切っていけたらと思います。ぜひ

市長、皆様方におかれましても、市民の生活と

安全を守るために、経済的にも社会的にも安心
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して暮らせるまちづくりに向けてぜひ有効な施

策を進めていただくことをお願いしまして、本

質問を終わらせていただきます。 

下山准一議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時４６分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、小嶋冨弥君。 

   （１５番小嶋冨弥議員登壇） 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長にお願いします。

私、政府からもらったアベノマスクをしていま

したけれども、やはり息苦しくて、ソーシャル

ディスタンスの範囲内と思いますので、マスク

を取っての発言は許可いただけないでしょうか。 

下山准一議長 はい、許可いたします。 

１５番（小嶋冨弥議員） ありがとうございます。 

  それでは、滑舌が悪いものですから、ありが

とうございます。 

  令和２年６月定例議会一般質問、午後からの

質問者、議席番号15番起新の会の小嶋冨弥であ

ります。ひとつよろしくお願い申し上げます。 

  今日、国内はもとより地球規模に感染の終息

のつかない新型コロナ禍についてお尋ねしたい

と思います。 

  午前中にもこれらに関してお二人から質問が

ありましたが、私も市民から負託を受けた議員

の１人として、別の観点から通告に従いまして

お伺いしたいと思います。 

  まず初めに、特別定額給付金についてであり

ます。 

  国では12兆7,344億1,400万円、事務費1,458

億7,900万円と、とてつもない金額の補正予算

を計上し、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、

簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計の支援を行

うため、基準日において住民基本台帳に記録さ

れておる人に１人10万円給付の事業であります。 

  この給付事業費は、政府、実施主体は市町村

で、新聞やテレビ等は自治体間の給付のスピー

ド競争をあおった報道がなされました。当市で

は５月中旬の頭から給付金の手続書が送付され、

郵送で申請書類を提出した市民には５月の19日

から振り込まれたと認識しております。振込は

スピード感のある対応であると評価するもので

あります。 

  国もマスコミなど、マイナンバーカード所有

者がオンライン申請するとより早い給付とのこ

とで、鳴り物入りでうたっておったわけですが、

各市で問題が多く取りやめた自治体が多数ある

と伺っております。 

  先般の臨時議会でも、これらについて議員の

質問で答えられましたが、改めてその後の経過

を含めまして、過程と現況についてお尋ねいた

すものであります。 

  また、併せて市内の飲食店等応援給付金事業

についても同様にお伺いいたすものであります。 

  次に、学校関係についてお伺いいたします。 

  見えざる感染菌拡大予防のため、安倍総理は

全国の小中、特別支援学校の３月２日から春休

み明けまでの臨時休校を要請されました。しか

し、なかなか解除が進まず、長期休校が余儀な

く、ようやく市においては５月18日から５月22

日まで週３回半程度の分散登校を開始し、６月

１日から一斉登校通学を開始いたしました。 

  その間、卒業式、入学式など今までの慣例で

ない方法を余儀なくされ、現場を預かる先生方、

関係者の方々は、感染予防対策を講じながら再

開を目指し大変な御苦労をなされたものと思い

ます。 
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  通年より遅い学校再開なのですが、積み残し

た学習年度内完了の原則措置等の課題が山積し

ておるものだと思います。先生方も座席の配置

の工夫、ソーシャルディスタンスの確保、児童

生徒のコンディションの状況等踏まえながらの

疲労感も増しておるのではないでしょうか。 

  通年行ってきた運動会、修学旅行、部活の指

導、その他学校行事の進め方など、そして、保

護者間での学習の遅れの心配と不安も強まって

おるものと思います。 

  異常的事態の今日において、当市におけると

ころの今年度のこれからの教育行政をどう図ら

れていくのでしょうか、お尋ねいたすものであ

ります。 

  次に、３点目の質問を行います。 

  最上地方唯一の地域医療の主軸を担っておる

県立新庄病院に関してお伺いいたします。 

  この病院は昭和27年、社会保険協会所属の社

会保険における旧町立新庄病院が県に移管され、

山形県立新庄病院として発足したと伺っており

ます。その基となすには、新庄出身の当時の副

知事高山政夫氏の努力があればこそと聞き及ん

でおります。 

  それからまた、一時この病院の運営主体の見

直しが問題になりましたが、最上の医療体制を

考える会の組織を立ち上げ反対をし、当時の知

事が新庄病院を県立で維持することを表明した

経過があります。 

  2015年１月、山尾市長ら最上管内の首長が県

知事と懇談し、老朽化早期改築を要望いたし、

2016年度、県は県立新庄病院改築整備基本構想

を策定し、同年の11月30日、県は現在地から全

面移転の方向を明らかにし、移転先として新庄

富士通ゼネラル跡地に最上地方の首長、県議を

はじめ関係者が要望し、2023年の秋に開院の整

備事業が図られましたことは、まさに記憶に新

しいところであります。最上に住む我々は心強

く喜んで期待しておるわけです。 

  しかし、ここに来て新型コロナ感染問題が起

き、大変な思いの暮らしを余儀なくされておる

わけです。新たにできる新病院の感染症の体制、

感染時の受入れ、また検査、病床数、治療等は、

地域に生きる市民にとっては安全安心な地域医

療がとってもとっても大事なことは申すまでも

ありません。 

  そこで、これらの話合いの協議、要請要望は、

市としてどう取り組んできたのでしょうか、お

伺いいたすものであります。 

  次に、４番目の質問をいたします。 

  新型コロナウイルスの緊急事態宣言の解除が

なされましたが、感染菌がなくなったわけでは

ありません。これからは当分気を緩めず、防止

対策を講じながらの政策が余儀なく進むものと

思います。 

  当然、この現状に合う働き方も新型コロナウ

イルスの社会情勢に対応しなければなりません

し、現に国内だけでなくグローバルにそのよう

な変化が、ＩＣＴ、ＡＩの活用で会社ファース

トから生活ファーストに移ろうとしております。

それはテレワーク、リモートワーク、すなわち

在宅勤務の導入が進んでおるからであります。 

  東京の都心のオフィスの移動が大変減少して

おるそうです。新型コロナウイルスの感染症の

心配で、人口の密集し、３密の可能性の高い大

都会で暮らすより、自然環境のよい地方が安全

安心で在宅勤務ができると思うからであります。

ウイルスの感染拡大を機に、日本の大企業は在

宅勤務を前提に協議定義書を示し、労働時間で

なく成果で評価する働き方改革を進めていく流

れであります。これをジョブ型雇用というそう

です。 

  また、在宅専用の採用の企業も既にできてお

ると聞いております。働く場所を選ばない在宅

勤務が定着すれば、多様な人材を獲得できると

企業は考えておる時代となります。 

  そのような考えの人々がこれからは増すもの
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と思うのであります。高速通信網を完備したサ

テライトオフィス、空き家をリノベーションし

当市の行政としてはこれら大きな社会変化の受

皿の施策を取り入れ、新たなまちづくりを再考

してはいかがでしょうか。 

  これらについてお伺いします。お聞かせくだ

さい。 

  以上で、私が通告いたしました質問でありま

すので、御答弁のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小嶋市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  ２番目の臨時休校、学校再開についての質問

については教育長より答弁させますので、ほか

のことの質問をお答えさせていただきます。 

  初めに、特別定額給付金に関し、本市では５

月１日からオンライン受付を開始し、同12日に

は対象世帯に対する申請書の発送を行いました。

12日以降は市役所西庁舎に特別定額給付金室を

設け、土日も含めて受付や問合せ対応を行った

ほか、膨大な事務が発生する申請書準備から受

付初期段階までは全庁的に職員を動員して対応

に当たりました。 

  なお、給付費と給付に係る関連経費について

は、全額国の補助金で賄われることになってお

ります。 

  申請に関してはオンライン申請、郵送申請、

いずれにも記載事項や添付書類などの不備が見

受けられましたが、その都度電話連絡などを行

いながら対応しており、大きな問題はなくここ

まで事業が進んでおります。 

  給付金の振込はオンライン受付分が５月８日

から、郵送受付分が５月19日から行っており、

給付対象およそ１万4,000世帯のうち95％の世

帯へ振込も終了しております。 

  現在は、数は減ってきたものの申請者の郵送

はまだ続いており、受付期間も郵送による申請

受付が３か月間と国が定めていることから、本

市では８月14日までとなります。今後も円滑に

事務を行うとともに、未申請者への対応も検討

していくことにしております。 

  また、飲食店等応援給付金は、経済的な影響

が特に大きい業種の事業者に市が独自に給付す

る制度であります。給付額は、飲食店及び旅行

業が１店舗につき15万円、配達、持ち帰りサー

ビスを実施する飲食店に３万円を上乗せしてお

ります。ホテル、旅館は定員数１名につき１万

5,000円、タクシー、貸切りバス、運転代行営

業車両１台につき５万円を給付しているところ

であります。 

  本日まで申請受理320件、給付予定額は6,632

万円であり、特に小規模な事業者の事業継続の

一助とすることができたのではないかと認識し

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、県立病院の改築後の感染症対応に関す

る御質問でありますが、新庄病院では改築後に

感染症病床を４床とする計画とされております。

このたびの新型コロナウイルス感染症の発生を

受け、感染症病床を増床することや、感染症分

野の診療を強化することにつきましては、県が

主体的に検討するものでありますが、新庄病院

からは、改築後に新たな感染症が発生した場合

は、この４床のほかに特定の病棟を感染症専用

の病棟に変更して対応する予定であると伺って

おります。本市としましても、県とともに地域

の基幹病院として地域住民の安心安全を確保し

てまいりたいと考えております。 

  次に、パンデミックの全国解除の後でありま

すが、緊急事態宣言の解除を受けて、現在、人

と物の動きが回復しつつあるように見受けられ

る状況でありますが、これが新型コロナウイル

ス感染症拡大以前の姿に戻るということでなく、

御質問の内容にありますように、働き方の形の
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変化、新たな社会基盤に向かうということであ

ると考えております。 

  既に、市庁舎内においても、県や外部機関と

の間でウェブ会議を開催するなどの従来なかっ

た動きが出てきております。今後の市の施策と

して、市内企業のテレワーク、リモートワーク

の推進などを支援していくことで、市内企業の

生産性向上や人材確保につなげていくという１

つの方向性が考えられると思います。 

  また、企業が新型コロナウイルスの問題を踏

まえて、海外から国内への回帰や都市部から地

方への移転など、リスク分散を意識した設備投

資をする兆しが出てきております。テレワーク

などの進展も相まって、県外企業のサテライト

オフィス立地などの新たな投資を本市に呼び込

む可能性について検討してまいりたいと考えて

おります。 

  臨時休校、学校再開等については教育長に答

弁させますので、以上、壇上からの答弁とさせ

ていただきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

下山准一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 それでは、３月２日からの臨時

休業後、学校再開に伴う教育活動及び教育課程

の変更などについてお答えいたします。 

  本市においては、５月18日から段階的に学校

再開を行っております。３月からの臨時休業の

影響により一部未履修が生じましたが、家庭学

習の課題や５月の登校日で学習したり、新年度

の単元に組み込んだりしながら対応をしてまい

りました。 

  教育課程につきましては、児童生徒や教職員

の負担を考慮した年間指導計画の見直しを行い、

夏休みを縮小したり行事を精選したりするとと

もに、様々な指導の工夫をしながら標準となる

時数を確保して、年度内に学習が完了するよう

に努めております。 

  学校行事につきましては、児童生徒にとって

集団と関わり体験的な活動を通して成長する大

切な教育活動と捉えております。主なものとし

て、運動会は延期し２学期に実施することにし

ます。また、修学旅行は時期や場所について現

在検討しております。その他予定している行事

は、今後の状況を踏まえながら実施の有無や持

ち方について判断をしてまいります。 

  部活動につきましては、５月25日より感染防

止対策を講じながら制約のある活動として実施

しておりますが、６月からは臨時休業前と同程

度の回数を行い、段階的に活動の量を増やして

おります。今後、対外試合の実施については感

染の状況や県の方針を参考にしながら判断して

まいります。 

  以上であります。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） じゃ、再質問します。 

  定額給付金に関しては非常にスムーズじゃな

かったかなと思っております。皆さん方の努力

が出たのじゃないかなと思っております。 

  先日、ある人からこんなことを言われました。

近所に住む90ぐらいのちょっと耳の遠い方が、

市役所から電話来たと。ちょっと分からなくて、

ああ、どこだべやという問合せがあって、その

方が伺ったそうです。 

  そうしたら、休みの日に電話来たと。言って

みれば、申請の不備があったのですけれども、

今、世間でいろいろ電話詐欺とかオレオレ詐欺

とかあるから敏感になっているから、普通、行

政は休みのとき来ねえはずだなということで、

その相談を受けた方が役所の電話か出向いたか

定かでなかったのですけれども、行ってそうい

うことだと言ったら、要するに申請書は出した

んだけれども、銀行振込のコピーがつけられな

かったものだから、どうだと行政のほうから親

切な問合せだったみたいなんです。 

  それで、私が聞いたその知人の話には、「い
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やあ、すごいね。土日もこうやって頑張ってし

てんだから」。普通公務員は土日なんか休みな

わけで、その方も公務員上がりの方だったけれ

ども、非常に喜ばれたと。頑張ったなというよ

うなことなのです。 

  国では100％くださいよと。チェックですね。

要らない人にはチェックしろということで、聞

くと、何か理解できないで間違ったとかという

ようなことがほかの地域であったそうだけれど

も、新庄市では、例えばチェックして、素直に

この方は要らないんだなというようなことで対

処なされたのか。 

  ほかのところに聞きますと、本当に要らねえ

かもう一回確認したと、行政のほうで確認した

というようなことがあるんですね。そういう点

もどのように、やったと思うのだけれども、ど

ういうふうな取り計らいをなさってくれたかな

ということで。 

  あとは、97％という高い進捗率で、皆さん、

もらったとか使ったわとか税金払ったわという

方が結構おるんですけれども、あとの３％、

100ということを目指す方法に対してはどのよ

うな、これからさらにするには、皆さんどうい

うふうな努力なさるのかなと。 

  鶴岡では民生児童委員がもらわない方と一緒

に行って、その方が、こういうふうなことでも

らえるからということで、手取り足取りという

言葉がいいか悪いか分からないけれども、親切

というようなことでやっているのですけれども。 

  あと３％ぐらいだと思うんです、当市の

100％になるのに。そういったことに対して、

今後どのように取り計らわれるのかなというふ

うなことをお聞きいたします。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

下山准一議長 商工観光課長柏倉敏彦君。 

柏倉敏彦商工観光課長 特別定額給付金に係る申

請の不備等の件と、もう一点、残り５％の方の

これからの申請の在り方というか仕方というこ

とで御質問いただきました。 

  特別定額給付金の申請書のチェック欄、結構

四角があって紛らわしかったということもござ

いまして、そちらにつきましては、口座番号を

記載していなかった方でバツをつけた方につき

ましては、そちらも一応確認しまして、必要な

いというふうなことで確認しまして、その方に

は給付していないという事例もございます。 

  あとの方につきましては、口座番号もきちん

と書かれておりまして、通帳の写しもあると。

でも、間違ってチェックしたのじゃないかとい

うこともありましたので、そちらの方につきま

しては確認の上、給付を行ったという事例もご

ざいます。 

  そちら不備につきましては個々に電話等で対

応しまして、申請書の出し直し、訂正をしてい

ただきながら給付を行ったということでござい

ます。 

  残り５％の方につきましては、今後、まだ申

請していない方のアプローチでありますけれど

も、制度を知らなかったとかまた申請方法が分

からなかったということはないように、広報等

による周知はもちろんでありますけれども、人

によっては直接相対して説明する場合も出てく

るのかなというふうに考えております。まずは、

今まだ申請してない方の世帯状況等を確認しま

して、関係課とも連携をしながら適切に対処し

てまいりたいと考えております。 

  未申請者の接触を民生委員へ一律にお願いす

るということは考えておりませんけれども、個

別に協力を願う場面もあるかと思いますので、

御理解のほどお願いしたいと思います。 

  以上です。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） いがったやあ。聞いて

安心した。きめ細かくやってくれるんだなと。 

  やはり分からない人がおるわけですね。弱者
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という言葉がいいか悪いか分からないけれども、

やはりそういう人たちにやって、もらってまた

そのお金で地域経済に寄与するというようなこ

ともあると思いますので、ひとつ残された３か

月間以内で、国なんかに返さないで全部渡るよ

うに頑張ってもらえば大変ありがたいなと思い

ます。今後もよろしくお願いしたいと思います。 

  あと、これと同じように、飲食店応援給付金、

これは今年雪が少なくて、建設業に携わる人が

金を使わなくて、そういう当てにしている商売

の方々が悲鳴を上げたと。何とかコロナ対策で

行政のほうで手厚いのができませんかという、

たまたま私が３月の定例議会の一般質問のこの

場でお願いした経過がございまして、そういう

ことも含めて進めてもらったのかなというよう

なことで、テークアウトしたところにプラス３

万円で、そば食いに行ったらある店では「もら

ったわ」ということで、その店の主人は10万円

の給付があったかも分かりませんけれども、今

まで家族で来て食べた以上に、このたびは一品、

店の注文の品数が多くなったというようなこと

を聞いておりますし、新庄市独自の政策がやは

りここに成果が果たしているような気がしてよ

かったなと思っております。 

  それで、飲食店の事業、いいんだけれども線

引き、「私んとこでなして来ねえなや」とか

「私、同じようなこと来ねえ」だかというよう

な、趣旨を理解されない方がおったかどうか分

かりませんけれども、そういった苦情とかそう

いう問合せ、行政のほうではなかったでしょう

か。そうした場合の対応というのはどのように

なされたか。また、その方々の、今年度いっぱ

いまで救済等はできるようなお考えはないので

しょうか。その辺どうなんでしょうか、お聞か

せ願いたいと思います。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

下山准一議長 商工観光課長柏倉敏彦君。 

柏倉敏彦商工観光課長 飲食店等応援給付金に関

する御質問でありました。 

  確かに今回の飲食店等応援給付金につきまし

ては、特に影響を受けた業種ということで、２

月、３月から送迎会や歓迎会、それから学校の

卒業式等の行事がなくなったということも大き

く影響しておりまして、特に飲食店等に限定し

たものでございます。 

  また、この飲食店に限定したという背景には、

国の３密を防ぐというふうな観点から、そうし

た線引きをさせていただきました。 

  確かに、この飲食店等応援給付金から外れた

業種の方々にはかなりなぜというようなことで、

役所のほうにもかなり問合せ、苦情の電話もい

ただきました。しかしながら、今回の応援給付

金につきましては、そちらの特に影響を受けた

業種というので線引きをさせていただいたとい

うことを御説明いたしまして、理解はしていた

だけなかったかもしれませんが、そういった対

応をさせていただいたところでございます。 

  また、対象でない業種への範囲の拡大という

御質問でございますが、こちらにつきましては

すぐにしますというふうなことはお答えできま

せんので、庁内、それから今後の経過を見なが

ら検討してまいりたいというふうに考えており

ます。よろしくお願いします。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 大変きめ細かく御努力

なさっておるなというような、店側からの感じ

と今の行政側の答弁いただきました。ひとつ地

域経済、何とか頑張ってもらうようにお願いし

たいと思います。 

  それでは、学校のほうにお聞きいたします。 

  前代未聞のことで大変だと思いますけれども、

今回はこれからどうするかということをお聞き

したわけですけれども、やはり問題は学びの機

会の確保と子供たちの心身の健康が一番優先す

るようなことではないでしょうか。 
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  子供たちも学校給食再開して非常に喜んでお

りますし、新庄市の場合は夏休み、これからお

聞きしますけれども、恐らく授業確保のため夏

休みの延長とかその辺はどのようなことなんで

しょうかね。 

  新庄市では去年全学校にエアコンを入れたと

いうことは、こんなことを予想していなかった

けれども、今となっては非常にタイムリーな行

政の頑張りではないかなと思っておりますし、

あと、学校の夏休みと、やはり子供たちの部活

の大会の場をどうするか。 

  これは県の方針もそうでしょうけれども、そ

の地区地区の教育委員会的な考えで地区の大会

は可能で、鶴岡かどこかがもう発表しています

ね、やろうと、地区大会をやると。やはり３密

を防ぎながら、大変でしょうけれども、この夏

休みの延長はどう考えているか。また、地区の

部活の大会を開くことができないかというよう

なことをお聞きします。 

  ぜひ個人的には、子供たち部活も従来どおり

やったというふうな今お答えいただいたけれど

も、その大会の場をぜひ、ほかの地域はやめた

ところもあるみたいだけれども、やるという地

域もあるみたいだけれども、それは決断だと思

うんです。その辺のここの地区の教育としてど

のように、やはりこれは決断だと思うんです、

決断。ぜひひとつ子供たちのことを思えば再開

してやってもらいたいなと思うんですけれども、

いかがなんでしょうか。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 初めに、臨時休業等の影

響で今後の学校再開の教育活動についてという

ことでございますが、夏休みにつきましては、

８月７日、８日からする学校が８校、終わりが

８月16日か17日までと短くなっております。例

年７月の末から夏休みに入りますが、８月の１

週目は授業日ということで各学校計画しており

ます。 

  いずれにしても授業時間の確保ということで、

詰め込みにならないように日数も確保して履修

ができるようにということの配慮でございます

ので、御理解いただきたいと思っております。 

  次に、部活動につきましては、現在、感染防

止ということで様々な制約をしながらの活動を

しているところでございます。今後、県の方針

を受けまして対人とか、それからその制約もだ

んだん緩くなっていくのかなと思っております。

その県の方針を参考にしながら、部活動の活動

の中身について今後方針を示していきたいなと

考えております。 

  大会につきましては、議員おっしゃるように、

最終的には県内11地区のほとんどが今地区大会

を中止したということがありますが、最上につ

いては中体連の連盟のほうでまだ判断は６月末

までにすると言っていることを伺っております。

それも部活動のいわゆる活動の中身とか対外試

合ができるかどうかも踏まえて判断するものと

思っておりますので、市としましては、その県

の方針を受けて活動についてこれから示してま

いりたいなと思っているところでございます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

下山准一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 ただいまの部活動の大会のこと

について補足をさせていただきたいと思います。 

  今、課長が話をしたように、最上地区とそれ

から鶴岡田川、この２地区だけが大会をやる方

向で、できればしたいというふうなことで決め

ているところです。あとは全部中止です。 

  それで、最上地区の中体連のほうでは条件が

ありまして、６月末までに、対外試合して駄目

だとか、そういう県の一応方針がある以上は練

習もままならないし、それから子供たちの体力

とかけがのことも心配なので、そこはその県の

部活動方針、対外試合についてのよしあしがそ

れまでの間には多分出るのではないかというふ
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うなことで、それを待って、私たち新庄市教育

委員会も、医学的見地で県のほうでいろいろ判

断されることですので、それをもって私たちも

判断していきたいなと思います。 

  ただ、県の高野連のほうで７月10日から高校

のほうで大会をやると、代替試合をやるという

ことがありますので、そんな動きもありますの

で、県のほうでも動きがあるのかなということ

を、それを待っているところでありますので、

子供たちの、議員おっしゃるように、本当に中

学３年生にとって何かけじめというかそういう

ようなことも含めて、その気持ちは中学校の先

生方もそのように何かしてあげたいなという気

持ちは持っているようですので、併せて私たち

とともに一緒に考えていければと思います。 

  以上です。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） ぜひさせてあげたいし、

今の教育長の思いも同じような思いだと思うの

ですけれども、条件がなかなかそろわないとい

うようなことだろうと思いますけれども、決断

をしていただいて、何か子供たちに思い出づく

り等をしてもらえばありがたいなと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

  次、県病についてお伺いします。 

  県病が新しくなって非常に私どもも期待して

おります。それで、新しい病院は従来よりもベ

ッド数が少なくなって診療科目が非常に増えて

いますね。その中で、今の感染症病床が６床で、

今度新しくなる感染症が４床なんですね。 

  コロナでないときはそれでもよかったのでし

ょうけれども、５月１日の山形新聞に、県立新

庄病院の改築事業設計業務１か月延長というよ

うなことが出ました。私の憶測するところによ

ると、これはコロナが出たから、そのためにこ

の設計業務を１か月延長したのではないかなと

いうような、私の個人の思いですよ。 

  それでインターネットで県立病院を調べてみ

ました。やはり病床数が総体的に少ないですね。

全部で325床なんです。地域救急センターが10

床、地域包括ケア病床が50床、その他が261床

で、感染症が４床と。これではやはり誰見ても、

えっ、基幹病院がこれではどこに行くんでしょ

うかと。 

  やはり重篤とか重症になった場合には、いき

なり日本海病院か県中なんですね。あとは山形

県では公立置賜、ここの中核県立病院が全然な

ってないと。ここは２次医療の拠点でしょうか

ら、３次医療にはなっていないんでしょうけれ

ども。これではやはり命の安全安心というふう

なことでというような思いなんです。 

  今、工事のほうも始まっていますけれども、

この医療をするには、医療対策協議会というも

のがこの地域であっていろいろ県との打合せを

やっていると私は認識していますけれども、こ

の辺に関しては、コロナが進んでこの最上地域

の医療のことを考えたら、そういったものの会

議とか市のほうでそういったものを要請して、

どうなってんですかというふうなことをお聞き

になるようなことはできないんでしょうかね。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 昨年９月に公表されました県

立新庄病院の改築整備基本計画では、先ほど市

長答弁のほうでもございましたが、改築後の感

染病床数については４床となっているところで

ございます。 

  このたびのコロナウイルスを受けまして、県

においても感染症病床も含めた感染症対策を検

討しているのではないかということで推察して

いたところではありますが、県立新庄病院から

は、感染症病床の部分については、このたびの

発生においては既存病棟を感染症専用病棟に転

用し対応しておったということで、今後におい

ても感染症病床そのものを増やすのではなく、
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今回と同じような形で既存病棟の運用で対応し

ていく方向性で検討しているとお聞きしたとこ

ろでございます。 

  また、今、議員からありました５月の新聞報

道で県立新庄病院の設計業務が１か月延長とな

った部分でございますが、こちらのほうも県立

新庄病院からは、設計そのものは東京都の設計

業者に依頼しているというお話でしたが、コロ

ナウイルスの影響によりテレワークなどで、設

計の経費を見積りするための相手業者のほうも

テレワークということで、なかなかその部分で

業務が進んでいかないということで、設計につ

いてはコロナによる社会情勢の変化で遅れてい

るだけというような形でお聞きしているところ

でございます。 

  また、県立新庄病院全体の病床数の削減につ

きましては、これは地域医療構想、県の地域医

療構想に基づいて最上地域の病床数のあるべき

姿、適正な数ということで、先ほど議員がおっ

しゃいましたとおり、全体で改築後は325床に

する予定となっているということでございます。 

  また、最上地域保健医療対策協議会のお話が

ございました。協議会のほうは地域の関係者が

集いまして、地域医療の向上を目指し取り組ん

でおるところでございます。協議会の中には県

も参画しておりますので、地域医療の充実を図

るため、これまでも意見交換、情報共有を行っ

てまいりました。今後についてもそのような形

で行っていきたいと考えておりますが、本年度

もう既に４月から始まっておりますが、地域対

策協議会の事業については、現在、コロナウイ

ルスの影響により停滞しているところなんです

が、今後、緊急事態宣言も解除されましたので、

事業の実施に向かって取り組んでまいりたいと

考えているところでございます。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 感染病がなかったら非

常に県立病院の充実はあるんですね。診療科目

も結構増えて、緩和ケア内科、血液内科、精神

科、心療内科、歯科、救急科、リハビリテーシ

ョン科と27科に科が増えて、非常に地域の皆さ

んの声が届いてよかったなと思うんだけれども、

いかんせんこのコロナが発生して、いやあおっ

かねえなあ、困ったな、どうすんだべなという

ことから、新聞報道にてコロナの感染症を新庄

でやっていただくというようなことで来たんだ

けれども、現状はなかなかそうでないと。４床

しかないというようなことで、今より２つも減

って困ったなと。おっきなどうすんだべ。皆、

中央病院とかあっちの日本海にやられるんだべ

かなと。 

  せっかくの新しい病院の機能が果たしてもら

えなかったら心配だなということでお聞きした

わけでありますので、やはりこういった点も今

後、医療協議会等を通じて、こういう市民の声、

地域の声をひとつ反映していただきたいなと。

やはり山形県ひとしく命は同じに医療の安全を

するのが、やはり山形県民はひとしく受ける恩

恵もあるわけですので、ひとつ今後ともよろし

くお願いしたいと思います。 

  あと、４番目のテレワークとかいろいろこれ

からの時代だというようなことで、例えば、今、

まゆの郷で第３棟ですか、診断やっていますね。

あそこを思い切って通信網の整備をやってテレ

ワークのオフィス等を造って、そして呼び込む

というようなことも、これからの行政の企業誘

致の１つの在り方ではないかなと思います。 

  その前に、やはりそういう企業を呼ぶには、

行政の方々がテレワークを新庄市ではやるとか

フレックス勤務を職員がやると。そして、行政

自らがそういうふうにやっている地域だから、

皆さん、新庄市は受皿が十分ですよというよう

なことも１つ可能ではないかなと思うんですけ

れども、やはりそういった将来に向かって職員

がテレワークできるとかフレックスタイムを導
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入して、必ずしもお客さんと対面して紙を使っ

て判こを使うだけの業務ではないような気もし

ますけれども、そういったことで今すぐ、私が

言ったから、はい、分かりましたなんていう答

えは期待もしていませんけれども、そういった

考えについて、総務課長いかがでしょうか。 

関 宏之総務課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総務課長関 宏之君。 

関 宏之総務課長 テレワークやリモートワーク

というのは、やはり職種によってちょっとやり

やすいところとやりにくいところはあるとは思

うのですけれども、この新型コロナウイルスの

影響というものがこれらのテレワークやリモー

トワークというものの進展に拍車をかけたよう

な感じもします。 

  これら様々な働き方、形態というのは、今後

一層ますます進んでいくと思われますので、や

はり情報化があまり進んでいないというふうな

現状もございますけれども、一つ一つハードル

をクリアしながら、こちらのほう具体的な検討

に入っていければなというふうな考え方もござ

います。 

  また、フレックスタイムについては、平成28

年４月に総務省のほうから通知が来ておりまし

て、かなりこれもちょっと制約が多い、地方公

共団体の場合制約が多いので、今現在、時差出

勤という形で実施している自治体もございます。 

  市におきましても、４月の段階で時差出勤が

できないものかという内部検討をしたことがご

ざいますけれども、ちょっとゴールデンウイー

クが間近だったのでできなかったところもあり

ますけれども、今後、第２波で大きなものが来

る可能性があるとすれば、試行的にやってみる

という方法もあると思いますので、検討してま

いりたいと思います。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 皆さんは非常に新庄市

の優秀な頭脳のシンクタンクでございますので、

給付金みたいにやればできる、早くできると、

そういう方々の人材が豊富でございますので、

ぜひ、総務課長、音頭取ってね、ひとつ斬新的

な市政をお願いしたいと思います。 

  いろいろありがとうございました。 

  教育長にはもう一点聞きたかったんです。９

月の入学がどうなのかということ、時間なくて、

また改めてその節はお聞きしたいと思います。

よろしくお願いします。ありがとうございまし

た。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時５０分 休憩 

     午後１時５８分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

押切明弘議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、押切明弘君。 

   （６番押切明弘議員登壇） 

６ 番（押切明弘議員） 質問をする前に、議長、

マスクちょっと息苦しいものですから外させて

もらってよろしいですか。 

下山准一議長 はい、許可いたします。 

６ 番（押切明弘議員） ありがとうございます。 

  議席番号６番押切明弘です。よろしくお願い

します。 

  このたびの新型コロナウイルス感染に関しま

しては、先ほど来３人の方が御質問されました

けれども、その中で市当局、関係部署におかれ

ましては、国、県からの支援策の窓口として、

そして市独自の支援策に尽力されていることに

関しては、本当に御苦労さまでございます。先
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ほどのお話ですと、土日もなし、残業も夜遅く

までやられているということですので、改めて

御苦労さまですという気持ちでいっぱいでござ

います。 

  私は、このたび新庄市所有の遊休土地の利用

についてお伺いしたいと思っております。 

  今現在、新庄では何か所遊休土地と呼ばれる

土地があるのでしょうか。これ１点、後でお伺

いします。 

  中には、私が知る限り、20年を優に超えても

いまだに利用されていない土地があります。当

然、当時は目的があって購入したものと思いま

すが、今となっては原野状態、完全な原野その

ものであります。そういった土地も見受けられ

ます。なぜ、このような遊休地、未利用地にな

ってしまったのかは、これ、詳しく検証する必

要があるのかなというふうに思っております。 

  まず、取得したときの目的を改めて確認、二

十数年前となれば、それを詳しく分かっている

方がなかなかいらっしゃらないのかなというふ

うに思います。 

  次に、なぜそのように計画どおりに進まなか

ったのか。当時の予定の、例えば大幅な変更に

よるものなのか、または都市計画上の用途に合

わないような目的で購入したものだったのか、

あるいは財政的な理由なのか、あらゆる観点か

ら検証が必要と私は考えておるところでござい

ます。 

  当時の計画どおりの利活用が進まないのであ

れば、近隣の土地利用状況を踏まえ、売却等も

選択肢の１つではないでしょうか。現在の都市

計画上、最もふさわしい利用方法を見つけなけ

ればならないと思っております。 

  このことは、平成24年３月14日付で、新庄市

行財政改革市民委員会で、その中で施設等の有

効活用ということで、これは学校用地も含めて

ですが、行財政改革に関する提言をしておりま

す。にもかかわらず、この提言が全然生かされ

ていないというふうに考えております。 

  このように、当時、大金をつぎ込んで購入し

た土地が遊休地となっていることは、一市民と

してもとても理解することはできません。今後、

どのような利用、活用を考えているのかお伺い

します。よろしくお願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、押切市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  市所有の遊休土地の利用についての御質問で

ございますが、市が所有する土地につきまして

は、その用途に従って行政財産と普通財産に分

類しております。 

  御質問は遊休土地の利用ということですから、

公用または公共の用に供している行政財産では

なく普通財産と思われますが、普通財産につい

ては新庄市公有財産規則に基づき管理しており、

現在66か所ほどございます。利用希望者がいる

場合には貸付けを行っており、62か所を貸し付

けております。有料無料の違いはありますが、

約９割以上の普通財産が何らかの利用がなされ

ている状況にあります。 

  また、貸し付けている普通財産には、民営の

保育園や福祉施設などもあるため、全ての土地

を売却することはできませんが、新庄市行財政

改革大綱においても、市有財産の有効活用によ

る収入確保を示しており、今後も売却を含めた

遊休財産の整理を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

  しかしながら、条件のよくない土地もあり、

売却が難しいものもありますので、中長期的な

取組になることへの御理解を賜りたいと思いま

す。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 
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６ 番（押切明弘議員） それでは、ちょっと具

体的な箇所についてお聞きします。ピンポイン

トでお聞きします。 

  これは皆さん御存じか、多分御存じない方の

ほうが多くいらっしゃるのかなというふうに思

いますけれども、日新中学校グラウンドの西側

と県道宮内から松本のセブンイレブンの交差点

まで行く大きな道路がありますけれども、その

間に、登記簿を見ますと、これは平成10年３月

20日、平成10年です、二十二、三年ぐらい前に

売買で、名義は、所有者、所有権移転、所有者

新庄市というふうな土地が７筆ありまして、合

計4,823平米、平方メートルです。原野となっ

ております。地目はですね。 

  これは先ほど私が言ったとおり、見るからに

原野です。誰が見ても原野。当時は農地だった

はずです。二十数年もたつわけですから、もう

手入れしてませんので、原野。 

  先ほどの市長答弁で、これは多分行政財産じ

ゃないのかなというふうには思っていますけれ

ども、当時、この土地を買った目的、要するに

5,000平米近い土地が眠っていると。二十数年

前、この購入した目的は何でしょうか。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 御質問の土地の箇所の取得の

目的ということでございますけれども、こちら

のほうにつきましてちょっと私のほうでも調べ

させていただきましたところ、都市計画道路が

日新中学校の現在のグラウンド用地の中央を通

った計画があるということから、御指摘のとお

り平成10年に取得依頼を受けまして、グラウン

ドの代替地として取得したものでございます。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） 私もそうじゃないかな

というふうな感じでは思っていました。そうす

ると、今お分かりのように、都市計画道路がグ

ラウンドの真ん中をぶち抜いているんですよ。 

  都市計画道路ですけれども、これが多分、何

回も言いますけれども、三十数年か40年か分か

りませんけれども、全然変更なく、将来造りた

い、造るであろうという道路がいまだに造られ

ていない。もしかしたら造られるかもしれない

と。そのために、その代替用地のためにここの

土地を約5,000平米代替用地として買われたの

かなと思ってはいますけれども、いますけれど

も、いまだにグラウンドとしての造成がなされ

ておりません。 

  これは不思議だなと思って、ずっとここ20年

ぐらい見てきているところなんです。要するに、

これなかなか難しいかもしれませんけれども、

都市計画道路、あそこ造りますか。都市整備課

長。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 日新中学校グラウンドを

通過する都市計画道路の路線の事業の実施の可

能性についての御質問かと思っております。 

  新庄市内にまだ未着手の都市計画道路４本ご

ざいます。その中の１本として認識していると

ころではございますが、昨年度来、都市計画マ

スタープランということで策定させていただい

てきておりまして、今年度、都市計画道路の見

直しの作業を行うというふうな予定を行ってい

るところでございます。 

  こちらにつきましては、今年と来年の２か年

事業で見直しの検討を進めるということで進め

ているところでございますので、事業化につき

ましては、その結果を受けての対応というふう

なことになるかと思っているところです。 

  以上です。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） 多分、今言った道路は、

私個人的には造られないのかなと思ってはいる
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んです。ということは、もうグラウンドは分断

されないという結論になるんじゃないんでしょ

うか。そうすると、先ほど返答あったように、

グラウンド用地としての利用価値がない、必要

ないというふうな捉え方できませんでしょうか。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 行政財産でございますので、

行政上の目的のある財産ということで現在所有

しているものでございますので、今後、どうい

うふうな活用の仕方をするかと、学校のグラウ

ンド用地あるいは学校用地としての活用の方向

性が定まらないうちはということもございます

けれども、今後の検討課題になろうかなという

ふうに考えてございます。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） 行政財産はなかなか処

分難しいんだと思いますけれども、中には普通

財産に降ろして、言葉が適当か分かりませんけ

れども、移して処分するという手法、方法もあ

ろうかと思います。 

  その辺なんかも考えていただければなと思い

ますし、なぜかと言いますと、あそこに新庄市

の土地がある、真ん中にあるものだから、近隣

は分かるように住宅団地が少しずつであります

けれども、建ってきています。新庄市の土地、

用途はグラウンド用地ということなんでしょう

けれども、あれがあるおかげで全体計画が立て

られないという事業者の声が聞こえるんですよ。

真ん中にあるものだから。 

  そういったことも考えたときに、もう多分グ

ラウンド用地としては本当に造成されないので

あれば、普通財産に戻して売却ということも考

えていただければなというふうに思います。 

  あと、もう一つ、遊休土地というふうに質問

で、これはまだ遊休土地まで行きませんけれど

も、去年断念されました看護師養成所予定地に

ついても、言葉はちょっと悪いかもしれません

けれども、塩漬けにならないような時期に、な

らないように早めの計画を立てるべきと考えて

おりますけれども、今現在、何かそういった具

体的な予定というのはありますか。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

下山准一議長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 北本町の用地につきまし

ては、まず、用地後の利用についてどのように

進めていこうかということで検討をさせていた

だいているところでございます。 

  その結果、まずは用地のある北本町、南本町

の方々に、市民の皆様方に御意見を聞いて、そ

して進めていってはどうだろうかというふうな

形で、話合いになっていったところでございま

すが、今般の新型コロナの感染拡大の影響もあ

りまして、あと、経済的な商店街の疲弊とかも

ありまして、今現在ちょっとまだ話合いのほう

には進めていないのですけれども、そういった

形で、まずはお話を伺いながら進めていこうと

いうことで考えているところでございますので、

御理解いただきたいと思います。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） まだ１年もたたないこ

とですので、その辺はきちっと理解しているつ

もりですし、なるべく早めの計画を立てていた

だきたいなというふうに思いまして、１本目の

質問を終わらせたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

下山准一議長 続けて、どうぞ。 

６ 番（押切明弘議員） ２点目ですが、農業振

興地域の見直しについてということで、ちょっ

と質問させていただきます。 

  新庄市当市は、平成23年に農業振興地域、俗

に農振と言われていますけれども、総合見直し

を計画して、農地所有者、農家の方にアンケー

ト、調査票を取っております。これはこういう
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黄色い紙でした。これは農林課からもらったん

じゃなくて、農林課が配布したと。黄色い紙。 

  中身は、住所、氏名、事業概要、事業箇所、

資金計画など書いてくださいよという内容でし

た。ただ、この調査書にはただし書が太い字で

ありまして、これはなかなか農家は読まなかっ

たと思いますね。 

  この調査書は、この農振の総合見直しの基礎

資料として把握するものであって、実際の転用

の申請ではありませんと。意に添えない場合も

あることを申し添えますと書いてありました。 

  しかし、当時、農家は、自分が持っている土

地が、将来宅地化が見込めるなと思われる土地

です、もちろん。大変喜んで、そして希望を持

ってこの申請書を市当局に、窓口は農林課でし

ょうから、提出したというふうに聞いておりま

す。 

  しかし、蓋を開ければ転用を除外されたのは

一部に過ぎず、またその除外、転用されるまで

随分時間がかかったというふうに思います。 

  あれから約10年近くがたちました。新庄市の

将来のまちづくりにも大きく関係してくるもの

です。まちづくりを10年ぐらいのスパンと考え

るならば、この農振の大幅な見直しが必要では

ないでしょうか。 

  特に、具体的にちょっと地区名言わせてもら

いますけれども、特に需要が高い宮内地区、ま

た国道13号線沿線などは、20年も前から農振の

見直しの除外の申請をしてきましたけれども、

許可されたのはほんの一部ということで、なか

なか進んでいないようです。 

  また、令和５年度には県立新庄病院が完成移

転します。やはりここの13号線沿線にはいろん

な業種の事業者が進出したいとの話も聞こえま

す。 

  新庄市の発展、地域、地区の活性化、また、

やはり大きいのは固定資産税、都市計画税とい

う恒久的な税収が見込まれるということも大と

考えております。 

  お分かりのように、農地の場合はほとんど税

収は見込めない。ただ、宅地化となれば単位当

たり何百倍となって返ってくると。こんなおい

しい話ないよねという話もよく聞かれます。 

  確かに郊外に町ができてくることについては、

中心部が、また商店街も含めて空き家だらけに

なってしまうでしょうということも心配される

でしょう。また、コンパクトシティという考え

方もあるのも承知しておりますが、ただこれは

大都市圏の地域に合う概念であって、小都市我

が新庄市にはなかなか合わないことだと思って

おります。 

  このような観点からも農振の見直しをしなけ

ればならないのかなというふうに考えています。

市長の考えをお伺いします。よろしくお願いし

ます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、本市農業振興地域整備

計画の見直しについての御質問でありますが、

本整備計画については、昭和48年度に農業振興

地域の指定を受け、昭和49年度に整備計画を策

定以後、昭和60年３月、平成25年５月に見直し

を行ったところでございます。 

  前回の見直しの際は、国の農用地等の確保に

関する基本指針が変更されたことに伴い、確保

すべき農用地の面積の目標設定や戸別所得補償

制度の導入といった農業経営の安定化や農地の

集積などの措置を推進すべきとされ、加えてデ

ジタル地番図を基に一筆管理したこともあり、

大規模かつ総合的な見直しとなりました。 

  農業振興地域制度については、自然的、経済

的、社会的な諸条件を総合的に考慮し、必要な

政策を計画的に講じることにより、農業の健全

な発展を図ることを目的としたものであり、今

後も本市における各種計画と調整を図りながら
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進めてまいります。 

  なお、農振地域における土地利用等区域の見

直しにつきましては、都度都度、その制度等に

照らし合わせて、関係機関と協議、相談しなが

ら展開してまいりたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） 今の市長の答弁ですと、

なかなか大幅な見直しは難しいのかなと。とい

うのは、私もそういう認識ではある程度はおり

ます。ただ、今の最後の言葉で、その都度都度

と、ケース・バイ・ケースで考えましょうとい

う御答弁いただいたことについてはいいのかな

という感じでおります。 

  ちょっと具体的に質問させていただきます。 

  県立新庄病院建設によって、国道13号線の右

折レーンの整備があるはずです。その国道の整

備区間に市の上水道が整備されると聞いていま

すけれども、本当ですか。 

荒澤精也上下水道課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 上下水道課長荒澤精也君。 

荒澤精也上下水道課長 令和５年の開業という話

もあって、そこら辺の周辺については年次計画

の下に、県とも調整、あと国道とも調整しなが

ら、今、水道管の布設替えというふうな部分も

順次進めていくつもりでございます。 

  以上です。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） 水道管布設順次進めて

いく。場所は国道の東側歩道になりますか。 

荒澤精也上下水道課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 上下水道課長荒澤精也君。 

荒澤精也上下水道課長 東側のほうの歩道のほう

になります。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） ということは、水道管

を入れるということは、あの周辺は、当然入っ

ていないから入れるわけなんでしょうけれども、

一部住宅があったり荒場があったりしています

けれども、そのほかにはまだ農地が残っており

ます。そこに水道管を入れるということは、こ

れは水道課としては使ってほしいということで

よろしいですか。 

荒澤精也上下水道課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 上下水道課長荒澤精也君。 

荒澤精也上下水道課長 当然そこの部分について

は、県立病院の移転ということもありますので、

今まで最北精密跡地の部分であったりとか、あ

の辺は全部井戸というふうなこともあったもの

ですから、これが逆に今先行投資の形で水道管

を布設することによって、また新たな部分が出

てくるんだろうというふうなことで、今回、国

道の工事に併せた形でさせていただくと。 

  それなりに工事費のほうについても、当然国

道側の部分で掘るわけですので、その分につい

ては当然費用的にも安くできることがあるとい

うふうなことで、私のほうでもそちらのほうに

布設したいというふうなことで考えておるとこ

ろでございます。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） 何でこの水道まで引っ

張り出したかと言いますと、先ほど私も言いま

したけれども、13号線沿線は20年以上前からい

ろんな業者が店舗だとか事業所を展開したいと

いうところなんですけれども、なかなか農振が

外れないというのがあって、もともと水道が入

ってなかったのでなかなか難しいなという感じ

でいましたけれども、このたび水道が入るとい

うことは、水道課としてはやはり水道使っても

らいたいと。ということは、農振の除外という

かな、土地の利用をしてほしいと、できるとい

う考え方でよろしいですか。 
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三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

下山准一議長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 13号線沿い、あと中の川に限

りのお話だと思いますけれども、その区間につ

いての農振の除外というふうな御質問だと思い

ます。 

  第１種農地につきましては、10ヘクタール以

上連坦になっております優良農地ということで

規制を受けておりますけれども、あの部分につ

きましては、第２種農地に落とすことが可能で

あります。 

  ただし、ただしなんですけれども、農地法上

の問題があるものですから、何でも外せるとい

うものではないと考えております。 

  以上です。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） 私も何でもいいと、何

でもいらっしゃいということは、やはり景観上

もありますし、環境上これは好ましくないなと

いうふうには感じておるところです。 

  でも、何回も言うとおり、水道管が入るとい

うことはやはり水道を利用してほしいというこ

とでしょうから、適当な合うような土地の利用

ができれば、その辺は柔軟に考えてもらいたい

なというふうに思います。 

  そうですね。私のほうはこれで終わります。

ありがとうございました。 

 

 

散      会 

 

 

下山准一議長 以上で本日の日程を終了いたしま

したので、散会いたします。 

  明日11日木曜日午前10時より本会議を開きま

すので御参集願います。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後２時２９分 散会 
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令和２年６月定例会一般質問通告表（２日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 庄 司 里 香 

１．新型コロナウイルスから市民を守る為に 

２．若者世帯住宅取得助成金制度及び本市への移住につい

て 

市 長 

２ 叶 内 恵 子 １．廃棄物行政について 市 長 
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２．新型コロナ感染から市民の命とくらしを守るために 

市 長 

教 育 長 
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開      議 

 

 

下山准一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名です。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

下山准一議長 日程第１一般質問。 

  本日の質問者は３名であります。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

 

 

庄司里香議員の質問 

 

 

下山准一議長 最初に、庄司里香さん。 

   （８番庄司里香議員登壇） 

８ 番（庄司里香議員） おはようございます。 

  令和２年度新庄市議会６月定例会２日目、１

番目の一般質問者となりました。議席番号８番、

この４月より起新の会の所属となりました庄司

里香でございます。よろしくお願いします。 

  通告に従い質問させていただきます。 

  まずは、新型コロナウイルス関連で、連日市

職員の方々は多忙を極め、市民の安全を守り、

生活を支えるために懸命に休日を返上している

姿に、市民を代表して感謝の言葉を述べさせて

いただきたいと思います。ありがとうございま

す。 

  現在の新型コロナウイルスの感染者は、国内

では昨日時点で新たに38名が確認されました。

累計では１万7,255人だそうです。クルーズ船

ダイヤモンド・プリンセス号の乗客乗員も含め

ますと、１万7,967人ということです。死者は、

大阪、福岡で昨日時点で１名ずつ増え、938人

となりました。県内で新たな感染者はいません。

現在、まだ累計69名で変わっていないそうです。 

  一方で、世界に目を向けますと、昨日10日現

在で新型コロナウイルスによる死者数は41万人

を超え、被害は拡大しております。感染者は

722万人を上回ると、ＷＨＯの６月９日付の状

況報告ですと、ヨーロッパ地域が45.7％と最も

多く、アメリカ地域も45.5％でほぼ並んでいる

ということです。国別の集計では、アメリカの

感染者は198万人、死者は11万人と、他の国に

目を向けますとイギリスが４万人、ブラジルが

３万7,000人、イタリアが３万4,000人だそうで

す。その点では、日本は死者数は少ないと言え

ますが、この感染症の怖さは、第２波、第３波

と流行に終わりが見えないということです。他

国の現状を見ても明らかであると言えます。 

  このように、目に見えない敵の新型コロナウ

イルスから市民を守るために私たちのできるこ

とは、考え得ることを想定して次に備えること

だと思います。 

  ２月28日、本市でも、新型コロナウイルス対

策本部を設置しました。その後、４月２日に本

市でも新型コロナウイルスの感染者が確認され、

市民一丸となり感染拡大防止に努めてまいりま

した。そのおかげもあり、現在は小康状態を保

っております。ただし、本当の意味での終息は、

ワクチン接種やＰＣＲ検査の徹底など、医療機

関のキャパシティーの兼ね合いもあり、ワクチ

ンが広く接種されるようになることは、今の時

点ではまだまだ先のことと言わざるを得ません。 

  本日の新聞報道によると、県でも１日当たり

200人のＰＣＲ検査が可能になったということ

です。大変よかったと胸をなで下ろす方も多い

と思います。 
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  このような状況の中で何点かお尋ねをしたい

と思います。 

  まず１点目。新型コロナウイルスから市民を

守るためにということで、１番目。新型コロナ

ウイルスでの影響が大きい接客サービス業の個

人事業主や従業員の方々の生活再建の見通しを、

どのように市では考えているのかをお聞かせく

ださい。 

  ２番目。自粛生活が長くなり、デイサービス

などの運動の機会が減ったお年寄りの体調の変

化はどうなるでしょうか。健康面で今後配慮す

べき点についてお聞きいたします。 

  ３番目。マスク不足の解消策として市が配布

したマスクについて、市民からの評価はどうで

あったのかをお尋ねいたします。 

  ４番目。各種の税金、上下水道の料金等の納

付猶予の申請状況についてお尋ねいたします。 

  ５番目。住居確保給付金やセーフティーネッ

トとしての生活保護の申請者は、今現在何名ほ

どいるものでしょうか。そして、受給状況につ

いてもお聞かせください。 

  ６番目。商工観光課と商工会議所の共同企画

であるまたきてニャープロジェクトの状況はど

うでしょうか。また、課題についてもお尋ねい

たします。 

  ７番目。農村環境改善センターで医療用ガウ

ンの製作をしていると聞きます。製作状況はど

うであるかをお聞きいたします。 

  ２点目。本市が進められている第５次新庄市

総合計画基本構想において、まちづくりを科学

的に分析して計画して実行に移すといったこと

をしていく中で、「住むんだったら、新庄市。」

のキャッチフレーズとともに住宅取得助成金制

度アンダーフォーティーのチラシを読ませてい

ただきました。この中で何点か質問させていた

だきたいと思います。 

  ②若者世帯住宅取得助成金制度及び本市の移

住についてです。 

  １番。情報を発信してからの問合せの状況は

どうでしょうか。また、その反応についてもお

聞かせください。 

  ２番。アンダーフォーティーということです

が、40歳までを限定としたその理由と根拠をお

尋ねいたします。 

  ３番。住宅購入が中心の助成制度ですが、移

住者や本市に転入される方々から見ての制度の

方向性や内容は十分と思えるのでしょうか。他

市と比較した上で、課題についてお尋ねいたし

たいと思います。 

  ４番。空き家バンクとしての情報開示もよい

と思いますが、空き家をリノベーションしてか

らの賃貸または売買という選択肢も考えられる

のではないでしょうか。モデルハウスを造ると

いう企画も検討してはどうか、お考えをお聞き

いたします。 

  ５番。助成制度だけでなく、低額融資制度も

実施することはどうかについてもお尋ねいたし

ます。 

  ６番。市のホームページからの発信だけでな

く、ふるさとだよりのようにツイッターやＳＮ

Ｓといったツールを利用し、本市にゆかりのあ

る方々へ定期的な情報を提供することを考えて

みてはいかがでしょうか。また、民間企業のホ

ームページでも、最上全域への移住を勧めてい

る事例もございます。ほかに、県のホームペー

ジでも移住を勧めている企画もございました。

市の移住について、若者世帯に限らず相談があ

るのか。ぜひとも併せてお答えください。 

  よろしくお願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、庄司市議の御質問にお答えさせて

いただきます。 

  新型コロナウイルスの影響が大きい飲食店な
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どの皆様には、市の飲食店等応援給付金への申

請を数多くいただいております。飲食店１店舗

当たり15万円、配達持ち帰りサービスを実施す

る飲食店に３万円を上乗せして18万円を給付す

る制度で、６月10日までの申請受理320件、給

付予定額は6,632万円です。 

  国の持続化給付金の交付決定を受けた事業者

に対して、市がその１割相当額、最大で法人20

万円、個人10万円を上乗せする市の事業者持続

化給付金につきましては、６月10日までの申請

受理170件、給付予定額は2,069万円です。 

  従業員の生活再建という観点では、住民１人

当たり10万円を給付する国の特別定額給付金に

つきまして、申請受理から審査、給付までの迅

速な事務執行に努めております。現在、対象約

１万4,000世帯のうち95％の世帯への支払いが

完了しております。 

  引き続き経済対策第二弾として、５月臨時会

で議決をいただいた飲食店等応援プレミアム付

商品券事業を実施することで皆様の事業継続に

資するように、広く市内での消費を喚起するこ

ととしております。 

  今月下旬には全世帯へ購入引換券を発送する

準備を進めておりますので、よろしくお願いい

たします。 

  次に、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う

高齢者の健康への影響についてでありますが、

感染症予防の観点から３密の回避による自粛生

活の長期化、特に外出、運動、社会的交流の減

少は高齢者の心身の機能を著しく低下させる要

因となります。緊急事態宣言は解除されました

が、引き続き感染拡大防止への留意が必要であ

り、高齢者の心身の健康の維持、介護予防対策

は重要な局面にあると認識しております。 

  市の状況を見ますと、介護サービス受給者に

ついては、介護事業所の努力により、この間も

サービスが継続して提供されていると伺ってお

ります。 

  一方、地域におけるサロンや百歳体操などの

高齢者の通いの場は、２か月間活動を休止して

おります。また、出前講座などの開催も見合わ

せており、地域の高齢者の方々の様子を直接伺

う機会が激減しております。これまで自粛生活

の長期化によって危惧される高齢者のフレイル、

いわゆる虚弱な状態を予防する目的でチラシを

４月に回覧、５月からは健診受診者へ配布する

などにより周知啓発を図っており、今後も有効

な方法を検討しながら周知啓発に努めてまいり

ます。 

  さらに今月、保健師、栄養士と地域包括支援

センターとで、独り暮らしの高齢者宅約400件

を訪問し、健康状態と生活状況の確認、フレイ

ル予防の声がけや、困り事、悩み事の相談先の

紹介を行う予定でおります。また、サロンなど

の活動も徐々に再開していくと伺っております

ので、感染防止に十分配慮しつつ、高齢者の健

康づくりを支援してまいります。 

  続きまして、市が配布しましたマスクの評価

ですが、今回は小売店でマスクを購入できない

状況が続いていたことを踏まえ、感染拡大防止

を図るため、全市民に１人１枚ずつ緊急的に布

マスクをお配りさせていただいたものでありま

す。 

  ４月21日から発送を開始しまして、５月１日

に発送を完了しております。一刻も早く市民の

皆様にお配りすることを優先したため、事業者

から納品され次第、世帯員数が多い世帯から順

次発送したことで、お配りした時期が統一され

なかったことや、最後の発送日が５月の大型連

休の時期に重なり到着が遅れた市民の皆様がい

らっしゃったことで、御迷惑をおかけしました。 

  しかし、その一方で、マスクを購入できなく

困っていたため非常に助かった、国から配布さ

れる予定のマスクよりも早く配布されスピード

感があってよかったなどの感謝のお声を多数い

ただき、また、お礼のはがきも頂いたところで
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あり、事業そのものにつきましては、おおむね

評価をいただいたと捉えております。 

  次に、市税の徴収猶予等に関する質問であり

ます。新型コロナウイルスの影響により、市税

や上下水道料金の納付が困難な場合には、申請

に基づいて徴収の猶予や納期の延長の措置を取

っております。 

  具体的には、市税については、収入が２割以

上減少した方を対象として、各納期限から１年

間納付を猶予する制度となっております。６月

１日現在で、固定資産税、法人市民税について

９件、税額で1,465万円の徴収猶予を行ってお

ります。 

  また、上下水道料金については、収入が減少

した方を対象として、本年４月請求分から６月

請求分までの３か月分について３か月間、納期

限を延長しております。６月１日現在で18件、

35万円について納期限の延長を決定しておりま

す。 

  次に、住居確保給付金の申請、生活保護の状

況についてお答えします。 

  住居確保給付金につきましては、令和２年４

月20日に省令が改正され、離職の方だけでなく

休職、休業の方にも対象者が広がっております。

申請件数につきましては、４月に３件、５月に

10件の申請があり、そのうち11件が給付決定に

なっております。給付金額は４月が７万円、５

月には40万8,000円を給付しております。申請

された方の職業としては、接客業の方が大半を

占めており、新型コロナウイルスの影響が色濃

く出ていると考えております。 

  また、生活保護の申請者は、４月が３件、５

月が２件と、昨年と比べて特に増えている傾向

は見られません。 

  その他の新型コロナウイルス対策の生活支援

として、緊急小口資金の特別貸付けを新庄市社

会福祉協議会が窓口となって行っております。 

  これら様々な支援制度を活用しながら、生活

支援を行ってまいります。 

  新庄商工会議所の提唱により新型コロナウイ

ルスの影響に苦しむ飲食店や事業所を応援する

ための取組であるまたきてニャープロジェクト

が４月から開始されました。市は事務局として

これに参画し、協力を行っているものです。 

  事務局は統一したチラシによる周知宣伝と加

盟店の募集、2,000円と500円の２種類のチケッ

ト作成を行います。加盟店には、小売店、飲食

店、スナック、旅行業など、市内23の事業者が

登録されております。 

  加盟店は、事務局より配布されたチケットを

個々に一般客に販売し、即座にその店の収益と

しますが、一方で、チケットを購入した客がそ

れを利用できるのは、外出に制限がなくなった

後日になります。まず支払いを先にして事業者

を応援しようという趣旨の事業で、同様の取組

が全国各地で行われております。 

  課題として、加盟店の数がいま一つ伸び悩ん

だことが挙げられますが、チケットが不足して

事務局に追加の配布を求められるなど、うまく

活用していただいた加盟店もあり、客足が鈍っ

て事業者に不安が広がっていた４月から５月の

時期にこの事業を実施できたことは有意義であ

ったと認識しております。当面継続していく考

えであります。 

  続きまして、農村環境改善センターでの医療

用ガウンの製作状況ですが、このたび市内の縫

製業者から、国から新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止を目的とした医療用防護服を製

作するよう要請を受けたが、製作するスペース

がないため市有施設を借りることができないか

との申出がありました。本市としても感染拡大

の防止を図るため積極的な施策を展開する必要

があることから、農村環境改善センターを令和

２年５月１日から令和２年12月28日まで無償で

使用を許可したものであります。なお、光熱水

費につきましては実費負担していただくことと
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しております。 

  計画では、最大35名の社員が30台のミシンで

10万着を製作すると伺っており、６月上旬から

製作を開始する予定でしたが、先日、先方から、

生地の納品が遅れているため製作開始時期が６

月中旬頃にずれ込む見込みである旨の御連絡を

いただきました。今後、製作状況を随時確認し

てまいります。 

  次に、若者世帯住宅取得助成金制度及び本市

の移住についての御質問でありますが、初めに、

情報発信後の問合せ状況についてでございます

が、本市では、若者世帯住宅取得助成金に関わ

る情報を幅広く発信するため、リーフレットの

配布や広報紙、ホームページへの掲載を行うと

ともに、市内など建築関係団体にも事業周知を

行っております。今年度はリーフレットを一新

したこと、制度の要件を緩和したことにより、

例年以上に電話やメールなどでの問合せが多く

寄せられております。 

  申請件数につきましても、昨年と比較し、６

月１日現在で11件と、６件多く申請をいただい

ており、申請者からはリーフレットや工務店を

通じて情報を得て申請を行っているということ

で、移住定住の一助となっているものと感じて

おります。 

  次に、若者世帯の定義を40歳までとした理由

につきましては、この年代が結婚や子供の出産、

学校への入学など、家庭生活における節目をき

っかけに定住場所と新居を多く検討していると

いうこともあり、この世代にターゲットを絞り、

市内への定住促進を図る目的で設定しておりま

す。 

  また、令和２年度から助成制度を見直してお

り、移住世帯の要件を最上地域外から、新庄市

以外に緩和したこと、さらに、転入した地域に

より加算できる仕組みや対象住宅の要件に中古

住宅を追加したなど、山形県内の他市町村と比

較しても手厚い住宅助成内容となっております。

引き続き移住定住施策として有効な制度になる

よう、研究してまいります。 

  次に、空き家を若者や移住世帯に向けリノベ

ーションして賃貸や売買という選択肢について

ですが、他自治体においてもモデル的に手がけ

ている事例などを参考にさせていただき、定住

対策と空き家対策の両面から本市としてどのよ

うにアプローチができるか、今後の課題として

捉えているところです。 

  次に、低額融資制度についての御質問であり

ますが、本市では低額融資制度は実施しており

ませんが、借入金利を引き下げるための取組を

行っております。住宅金融支援機構ではフラッ

ト35と呼ばれる最長35年の全期間固定金利の住

宅ローン制度があり、このメニューの中で子育

て支援について積極的に取組を行う地方公共団

体や、移住など地域活性化について積極的な取

組を行う地方公共団体と住宅金融支援機構が連

携し、地方公共団体による補助金交付などの財

政的支援などと併せて、借入金利を一定期間引

き下げる制度がございます。そのため、本市で

は住宅金融支援機構と相互協力協定を締結、申

請者に対し金融機関と住宅金融支援機構が所定

の手続ができるよう利用対象証明書を発行し、

住宅取得助成金と併せて支援しております。 

  次に、情報発信の在り方についてであります

が、現在移住定住につきましては、市のホーム

ページや県のホームページ、やまがた暮らし情

報館を活用し情報発信を行っておりますが、今

後は、情報発信ができるツールとしてのＬＩＮ

Ｅやツイッターについて、利便性のみならず安

全性や運用方法におきましても情報収集を行い、

開設に向けた検討を進めてまいりたいと思って

おります。 

  また、本市への移住定住の相談につきまして

は、若者世帯に限らず、年に数件の問合せがあ

り、県の相談窓口であるふるさと回帰支援セン

ターの移住相談員と情報連携を行いながら、移
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住希望者に対して移住定住に向けた県、市の施

策を取りまとめ、手続や情報をワンストップサ

ービスで支援しております。 

  今後も本市の若者世帯住宅取得助成金制度を

含めた移住定住の施策につきましては、県や他

の自治体と情報共有、連携を図りながら、一層

推進してまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） 再質問の内容です。ま

ず再質問をよろしくお願いいたします。 

  ２番の、基礎体力の少ないお年寄りや疾患を

お持ちの方々の体調管理は大変だと思います。

現在はデイサービスでもいろいろな取組をされ

ていると思いますが、体力が低下されたお年寄

りが体力を回復することは大変長くかかると思

いますし、健康寿命を延ばしてもらいたい市側

にとって、このことは先々、介護保険や後期高

齢者医療制度にも影を落とすことにもつながる

不安があるかと思います。この点について、再

度ご回答をお願いいたします。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 一般的には、健康を維持する

ためには、県の健康づくりのスローガンである

１に運動、２に食事、しっかり禁煙、毎年健診

に併せて休養を取ることが、健康を維持するた

めに大事な要素であると捉えているところでご

ざいます。 

  今回の感染症の発生に伴います自粛生活につ

いては、高齢者にとっては動かないことを招き、

体や頭の働きが低下するおそれがあると捉えて

いるところでございます。 

  そのため、健康課としまして、４月に日本老

年医学会発行の高齢者として自粛生活において

気をつけたいポイントとしまして、自宅での運

動、栄養摂取、歯磨き、おしゃべりの効用、家

族、友人との交流を記載したチラシを全戸配布

いたしました。 

  また、５月からは健診会場にて、県発行の低

栄養を防ぐポイント、座って立って簡単運動、

口の健康体操を記載したチラシを配布し、周知

啓発に努めたところでございます。 

  今後も自粛生活、緊急事態宣言が解除された

わけなんですけれども、今議員おっしゃったよ

うに、自粛生活の影響はこれから出てくるのか

なと思っておりますので、高齢者の方の健康確

保に向けての対策を取っていきたいと考えてお

るところでございます。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） ２点目です。 

  ４番になっていますかね。お仕事の再開の後、

収入が戻るまでは何か月もかかるのではないか

と思いますし、以前の収入まで戻ることもまま

ならない方もたくさんいると思うんですよ。再

度質問させてください。 

  税務課長、分納について、一人一人に寄り添

った対応をぜひともしてもらいたいと思います。

この点についてどうかお答えください。よろし

くお願いします。 

森 正一税務課長 議長、森 正一。 

下山准一議長 税務課長森 正一君。 

森 正一税務課長 この点に関しましては、議員

がおっしゃるとおりでございます。やはり納期

限から１年間という猶予がございますので、そ

の中で計画的な分納計画、それから納税者の経

営状況などを考慮して、無理のないような柔軟

な対応を心がけていきたいと考えております。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） ぜひともそのようにお

願いいたします。 

  ５番の、今のところは相談者も少ないという

ことですね。生活状況の回復がすぐには見込め
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ない方もいらっしゃると思うんです。また、市

役所に相談に来るということはよほどのことで、

なかなかできるものではないと思います。 

  また、市民の相談は多岐にわたることだと思

います。福祉協議会などを通じて、生活の相談

の方もいるのではないでしょうか。その点での

連携は取れていますか。たらい回しにされるよ

うなことはありませんか。市民の声に耳を傾け

ておられるとは思いますが、この点について再

度御回答をお願いいたします。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 生活支

援を支える窓口としまして、市役所は当然のこ

とながら新庄市社会福祉協議会、それから自立

支援センター、生活自立支援センターもがみと

いった各機関とも連携を取っているところでご

ざいます。 

  このたびのコロナ禍におきまして、生活保護

世帯の申請状況等、あまり例年より特に増えて

はいないという状況に関しましては、これらの

機関で行っております資金の貸付け、それから

フードバンク等の様々な支援策をもって、何と

かそこで食い止められている面もあるのかなと

感じているところでございます。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） ぜひともよろしくお願

いいたします。 

  ６番のこのプレミアム商品券とか、またきて

ニャープロジェクトと、こういう感じのチラシ

を受け取っております。大変カラフルですてき

な内容だと思って、喜んで読ませていただきま

した。チラシの成果があるといいと思います。

このようにカラフルなチラシでとても読みやす

く、大変いいなと思っていますので。 

  商工観光課の役割は、とても今回は大きくて、

これらの施策も注目されていると思います。ぜ

ひとも今後の対策に向けたお考えをお聞きした

いと思います。 

  また、商工会議所からの要望にも迅速に対応

していただいたと、職員の方々からも感謝の言

葉をいただきました。このことも付け加えさせ

ていただきたいと思います。ぜひともお考えを

お聞きしたいです。よろしくお願いします。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

下山准一議長 商工観光課長柏倉敏彦君。 

柏倉敏彦商工観光課長 今後の対応の考え方とい

うことでございます。 

  現在のところ、給付金事業、それから定額給

付金、こちらのまたきてニャープロジェクトも

そうですけれども、５月臨時会で議決いただき

ましたプレミアム付商品券の発行事業、こちら

を今まず進めているところでございます。 

  今後につきましてはこれからの経過を見なが

ら検討を進めていかなければならないのかなと

考えておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） 第２番目になる内容の

再質問をよろしくお願いいたします。 

  １番の内容なんですけれども、この「住むん

だったら、新庄市。」というこういうチラシ、

とても内容がよくて私感動したんですよ。物す

ごく内容がいいなと思って。ぜひとも皆さんに

この内容を知ってもらいたいという思いもあっ

て、質問させていただいております。 

  家を建てるまたは家を買うということは、一

生の中で大変な重大なことだと思います。その

ことの後押しとなる施策だと思っております。

まだ始まったばかりですが、興味を持っていた

だけるように広く知ってもらいたいと、優れた

制度だと思っておりますので、この点について
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再度回答をお願いいたします。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

下山准一議長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 まず初めに、市民の代表

の庄司議員から大変評価をいただきまして、励

みになるなと思って感謝申し上げます。 

  この制度ですけれども、平成29年度に初めて

つくる際には大変な苦労があったのかなと思い

ますけれども、その中で申請者へ寄り添うよう

な形で、例えば、当該年度にはできなかった子

育て世帯の対象条件に申請者または配偶者が出

生前の子に係る母子健康手帳を受けている方も

しましょうというような形で制度を付け加えた

り、始めた当初は事前予約的な承認申請という

形だったんですけれども、それも廃止しまして、

交付申請でできるような形で、なるべく、特に

相談にいらっしゃる方が若い方ですので、そう

いった形でなるべく、制度の充実だけじゃなく

て、そこの制度に寄り添っていけるような手続、

その辺も変更させていただきながらこれまでや

ってまいりました。おかげさまで昨年度は44件。 

  それで、先ほど市長の報告の中から、申請が

11件あると言いましたけれども、その翌日の６

月２日現在で、相談件数が今年度はもう13件と

いうような形になっておりますので、できる限

り丁寧な説明をしていただいて、このまちで定

住、若い人たちに選んでいただけるまちとなる

ように、我々総合政策課としても今後も努めて

まいりたいと思います。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） 子育て世帯に向けた制

度だと思っております。ただ、家だけでなく、

仕事や教育環境、保育環境など、ほかのことも

包括的にサポートしてもらいたいとも考えます

ので、他の課との連携も取っていただき、若い

方々のファミリーサポートとしてもらいたいと

思っております。キャッチフレーズの「住むん

だったら、新庄市。」のネーミングにふさわし

い、面倒見のよいところをぜひともお願いいた

します。 

  この点について、課としての考え方はどうで

すか。再度お答えください。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

下山准一議長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 今議会におきまして、基

本構想を皆様方のほうにお諮りするわけですけ

れども、そこの中でもテーマの一つに若者たち

の移住定住ということを重点課題として取り組

んでおりますので、当然他課と連携しながら、

「住むんだったら、新庄市。」「「住みよさ」を

かたちに 新庄市」が実現できるように、今後

も他課と連携してまいりたいと思います。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） 以前、一般質問の際に

もお話ししたことがあると思います。例えば、

最上郡内に在住の御家族が家を望まれる際、私

が子供の頃は、郡部から移り住む方は大変多か

ったと思います。現在はどうでしょうか。新庄

だけでなく他の市を考える方も決して少なくは

ないと思います。雪もその要因の一つですが、

仕事面や子供の学校、特に高等教育を考えると、

その選択は多岐にわたります。住みやすさはと

ても広い選択の中からいろいろな面を考えるの

だと思います。この施策はその第一段階として

アピールする点はたくさんあると思います。問

題点については改善の余地もあると感じたりも

します。 

  再度この点についてはどうでしょうか。お願

いいたします。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

下山准一議長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 先ほどの市長の答弁にも

ありましたけれども、移住世帯の要件、やはり

庄司議員がおっしゃるように最上地域内からで
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も新庄のほうに移りたいという方がありまして、

昨年度も２件ですか。今年度も申請の中でも２

件ありますので、要件的に新庄市以外というよ

うな形で緩和させていただいたところです。そ

ういったところも、いろんなこれからも動きも

見ながら、総合政策課として研究してまいりた

いと思います。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） 第４番目の内容につい

てです。 

  先日、仙台のあるリノベーションを得意とし

ているハウスメーカーの展示会を訪れてみまし

た。やはりリフォームではないそのおしゃれさ

に目をみはるようでしたし、若い方もたくさん

いらっしゃいました。営業の方にお尋ねしたと

ころは、リノベーションスタイルはハウスメー

カーでも、新築とはいかないが、家を欲しいと

いう方だけでなく、住み方、住みやすさを求め

てという方も今はたくさんいるとのことでした。

中古を買ってというより、リノベーションした

ものを買う方も多いと聞きます。空き家を見て

もらうよりも、リノベーションしたモデルハウ

スを見てもらえたら、本市に移り住む想像も膨

らむと思うのですが、その点についても再度御

回答をお願いいたします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 中古住宅のリノベーショ

ンをしたものの見せ方、発信の仕方というふう

なことでの再質問をいただいております。 

  県内におきましても、近い場所では鮭川村や

遊佐町など、空き家のリノベーションを活用し

た定住策ということでの事業も、実際に行われ

ているところも最近多くなってきている状況で

あります。この辺の状況も見させていただきな

がら、新庄市としても空き家の利活用と併せま

して、若者に向けての新しいライフスタイルの

提案など、できるようなことを含めて研究を進

めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） ぜひとも前向きに検討

してください。よろしくお願いいたします。 

  ５番の利子補給もいいんじゃないかと思うん

ですよ。今回のコロナ対策でもありましたよね。

利子補給や保証協会の費用の補助などは検討で

きないでしょうか。本市の意気込みをぜひとも

お聞かせください。前向きな考えをぜひともよ

ろしくお願いいたします。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

下山准一議長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 一般の企業の利子補給と

違いまして、住宅に関するローン制度というの

は、大変現在低額で、幅広くなっているところ

でございます。先ほど市長の回答にもありまし

たけれども、我々としては、利子補給というの

は、かつて起業者利子補給をやったことがある

んですけれども、あまり利用がなくて、一旦支

払って、それを全部本人が支払って、その支払

い証明を持って、こちらのほうでその補給に対

する個々の手当のほうという形で、即時性がな

かったこともあるのかなということと、特に住

宅ローンなんかはスパンが長いですよね。どの

期間までしたら本当になるのかということなど、

いろんなことを含めると、やはり住宅を建てた

段階でいろいろなもの、新しいものやお子さん

のためのものをそろえたくなる。そうしたとき

に市からすぐ補助をしてもらえたということが

非常に助かっているようでございますので、

我々としては利子補給という考え方ではなく、

今大変評価をいただいているこの制度をさらに

ブラッシュアップしていく、そちらのほうに力

を注ぎたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 
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８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） フラット35を読ませて

いただきました。内容的にもいいところはたく

さんあると思います。それで、一人一人の要件

も違うので、これは全ての施策が皆さんに行き

渡るとは限らないんですけれども、ぜひともこ

の「住むんだったら、新庄市。」を実現するた

めに、ブラッシュアップしていい制度にしても

らいたいと思っております。 

  最後になります。 

  移住政策も他の県や市でもたくさんあるんで

すよね。いろいろ見せてもらったんです。その

中で私は、本市とゆかりのある方々に戻っても

らえたらいいなというふうにいつも思っており

ます。このコロナ禍で田舎に帰りたい、満員電

車は嫌だとか、満員バスはもう乗りたくないと

いう方、いろいろ声を聞いております。そうい

う方々の田舎に帰りたいという気持ちを実現化

するために、退職を機に親孝行したいと思って

くださる方もいらっしゃると思います。ふるさ

と納税で新庄市を知った方や、新庄まつりを偶

然知った方など、そのつながりはいろいろある

と思います。ぜひともそういう方々にそういう

アピールをしていただく場になったらなと思っ

ておりますので、ぜひとも発信してもらいたい

と心から思っております。 

  若い方ももちろんいいです。来ていただける

と本当にありがたいと思います。シルバー世帯

でもいいんじゃないかなというふうに思うんで

すよ。その点について、踏み込んだお話をお聞

きしたいと思います。再度お答えください。よ

ろしくお願いします。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

下山准一議長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 移住につきましては、確

かに若者だけでなく、一定程度仕事を終えられ

て親の介護のあたりに戻ってくるようなそうい

う方も、確かにいいのかなと思います。そこに

対する情報発信ということも非常に大切かなと

思います。 

  また同時に、昨日小嶋議員、山科議員のお二

方から質問をいただきましたけれども、今後、

通信環境整備もどんどん全国で進んで、サテラ

イトオフィスとか、様々な形で地方に目を向け

ていただける、そういう整備がどんどんなって

くると思いますので、併せて研究してまいりた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） ぜひとも内容的にすば

らしいと思っておりますので、ぜひともそうい

うことを発信していただいて、皆さんにそのこ

とを知っていただいて、こういう制度があるん

だよということを分かっていただいて、一人で

も多くの方に新庄市に戻ってもらうだけじゃな

く、来てもらいたいなと思っておりますので、

その内容についても、本当に発信していただけ

たら誰かにつながるんじゃないかと思っており

ますので、ぜひともよろしくお願いいたします。

期待しております。本日はありがとうございま

す。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時４２分 休憩 

     午前１０時５１分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

叶内恵子議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、叶内恵子さん。 

   （３番叶内恵子議員登壇） 
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３ 番（叶内恵子議員） 議席番号３番、勁草21

の叶内恵子です。 

  質問を始める前に、世界中に新型コロナウイ

ルスの感染が拡大し、人々の間には寂寥感が広

がり、会話がなくなり、人と人とのつながりが

絶たれ、笑顔が失われています。 

  日本においても、感染症の影響による外出行

動の自粛が続いたために、多くの困難が生まれ

ています。感染された方々にお見舞いを申し上

げますとともに、お亡くなりになられた方々に

哀悼の意をささげます。 

  また、日本及び世界の医療関係者、殊に医師

や看護師の方々は、自らの命も顧みずに医療現

場で活躍しておられます。人の連携、輪の構築

がなければ、安心して社会生活を送ることはで

きません。医師、看護師の懸命な医療活動に心

から敬意を表し、そして一日も早くこの感染症

から解放され、正常な生活を送る社会が再現さ

れることを願ってやみません。 

  それでは、通告に従いまして質問をいたしま

す。 

  現在新庄市では、将来にわたって持続可能な

まちづくりを進める上で根幹となる第５次新庄

市総合計画の策定を進めています。持続可能な

まちづくりのためには、大量生産、大量消費、

大量廃棄の経済活動と社会活動を根本的に見直

し、循環型社会の実現を果たしていかなくては

なりません。新庄市一般廃棄物処理基本計画は、

本市の総合計画を具現化するための個別計画と

して位置づけられています。ごみは地域の顔、

自治の顔ですから、ごみを語ることは地域を語

ること、自治のありようを語ることにつながる

と言われます。 

  今年度は、新庄市一般廃棄物処理計画の改定

年度となっております。この計画は、持続可能

な循環型社会への転換のためには欠くことがで

きません。 

  そこで、これまで進めてきた一般廃棄物処理

等の現状と課題、そして今後の展開について伺

います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、叶内市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  市町村は、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律第６条第１項に基づき、当該地域の一般廃棄

物処理に関する計画を定めなければならないと

されております。当市においても、令和２年度

を目標年度とし、生活排水処理基本計画を含む

新庄市一般廃棄物処理基本計画を平成24年３月

に改定、平成28年に後期５か年の見直しを図り、

長期的な視点の下、計画的に一般廃棄物の処理

を進めております。 

  計画においては、資源化、減量化目標を設定

し、ごみの排出量の伸びを抑制するほか、市民

事業者、行政の協働によるごみの減量化、資源

化の取組を推進させるため、各実施主体の役割

や具体的な取組内容が述べられております。 

  ごみの排出量総量の推移としまして、ここ５

年間においては、年度により増減がありながら

も減少傾向となっております。 

  また、資源化の取組としては、これまで紙パ

ックや食品トレー、小型家電と対象品目を広げ

ているほか、子供会や町内会が実施主体となる

集団資源回収においては、奨励金の交付要件を

緩和し、参加団体の環境意識の醸成と資源化機

会の充実に努めております。 

  一方で、情報誌等のデジタル化や容器包装類

の軽量化、資源物の回収機会の多様化などの社

会情勢も相まって、集団資源回収における資源

化量については、やや減量傾向にあり、今後、

より実効性の高いごみの減量化、資源化施策を

推進していく必要があります。 

  そのほか集団資源回収の機会も含め、ごみの

減量化、資源化による循環型社会の構築は、ご
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みの適正処理や環境保全に係る啓発活動など、

環境教育機会の充実が望まれますので、出前講

座や学校現場での要請に応じるなど、周知も含

め、今後とも積極的に活動を展開してまいりま

す。 

  また、生活排水処理基本計画においては、生

活排水対策に係る意識高揚を図るとともに、生

活排水処理施設の普及を通し、地方都市として

望ましい水環境をつくることを目的としており

ます。 

  計画においては、計画処理区域内の生活排水

について、下水道、合併処理浄化槽、農業集落

排水を中心とした処理施設における水洗化の普

及を進めており、引き続き下水道計画における

水洗化の促進を図るとともに、個別の状況を勘

案しつつも単独処理浄化槽から合併処理浄化槽

への転換などの指導も進めていく必要がござい

ます。 

  いずれの計画も、今年度が目標年度となって

おり、これまでの実績や取組内容を検証、分析

するとともに、今後の社会情勢を見据え、それ

ぞれ改定に向けた事務作業に取りかかる予定で

ございます。 

  今後も新たな計画の下、市民生活に最も身近

な環境問題である廃棄物及び生活排水の適正な

処理と環境負荷の低減に努めてまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） この一般廃棄物処理、

ごみの減量化、そして問題になっているプラご

み等の資源化、減量化、そして目指すべき持続

可能な循環型社会の構築においては、描く方向

は一緒なのだと今答弁いただきました。 

  これまで計画を進められて実施をされてきた

中において、現状様々と、市民の中であったり、

いろいろな声がありまして、それを基に今の状

態を検証して次の計画に結びつけていくという

ことが非常に大事だと認識しておりますので、

再質問させていただきます。 

  まず最初に、所定のごみステーションに搬出

する家庭系のごみの排出の方法、これはもう平

成16年度には様々な壁を乗り越えて、指定ごみ

袋への町内名と氏名の記名の義務づけが始まり、

実施されています。私たち市民はこの記名する

ということに対して十分定着をしておりまして、

自分がそうであるからでもあるんですが、不動

産業界である私などは、転入した方に対しても、

ごみのステーションの場所であったり、あとは

分別の方法であったりというのを最初にお伝え

させていただいております。 

  しかしなんですが、最近、無記名で排出をさ

れているというものが見られるという声を聞い

ております。そして、これまでであるとステッ

カーを貼って、ルール違反のものに対しては警

告を促しているはずだったんだが、最近持って、

残されていないんだという声も聞いております。

そういったルール違反に対する対策ということ

がどのようになっているのか、担当課のほうに

なると思うんですが、確認をしているかどうか。

その点について伺います。 

山科雅寛環境課長 議長、山科雅寛。 

下山准一議長 環境課長山科雅寛君。 

山科雅寛環境課長 ごみステーションへの排出の

ルールについての御質問を承りました。 

  確かにごみステーションのほうに、ただいま

週２回ごみステーションへ可燃ごみ等は排出さ

れております。こちらに関しては、収集運搬が

２社６路線ということで業者に委託してお願い

しているところではございます。 

  議員おっしゃいましたとおり、例えば４月と

か、新たに市外から転入されてきた方などもあ

る時期においては、特に無記名の方とかそうい

った方もいらっしゃるということでお聞きして

おります。あとは中身について、資源物が入っ

ていたということが分かれば、不燃物等につい
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て分かった場合にはステッカーを貼って警告と

いいますか、その内容についてどういったこと

でこのごみ収集ができないかということを記載

した上で注意喚起を行っております。その辺は

町内の衛生組合長とか区長と連携しながら、市

でも必要に応じて現場に出向きまして確認をし

ておりまして、直接文書で指導を行っている場

合もございます。 

  そういったことで、環境課のほうでもしっか

りルールを徹底していただけるように対応をし

ているところでございます。 

  以上です。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 日本全国的に見て記名

をするということについて様々な意見はあると

思います。ですけれども、山形県内を見渡すと

地区名、氏名を書くというのはどの地域でも定

着をしていて、他県から来た方が書くことがな

い県のところから来た方はちょっとびっくりさ

れるというのもあります。ですけれども、やは

り市の職員の方の人数がどうしても少ないのも

承知していますので、やはり衛生組合であった

り、あとは市民の方々、ほかの方々と共同して、

そういった運動をより徹底していかないと、結

局ルールが一旦破れていってしまうと、やはり

統制が取れなくなってくるんだろうなというの

を危惧しております。 

  ちょっとこれは他市の事例だったんですが、

分別が本当に細かく、もう二十七、八種類とい

う自治体もあります、御存じだと思うんですけ

れども。その中で、そういった自治体であると、

やっぱりすごく分別が煩雑で面倒くさい。新し

く来た方、転入されてきた方々にとってはちょ

っと面倒くさいというような意識を少しでも払

拭していくために、転入の段階で10分くらい、

その方に時間を取ってもらって、窓口のところ

で、市民課でもいいと思うんですけれども、窓

口のところでもうレクチャーというか、この地

域は、新庄市はこういう分別をしていてこうい

うルールがありますというのを分かるように説

明をしていますと。それでもルール違反という

のは後を絶たないのだと。ですけれども、本当

に継続して地道に同じことを続けていく以外に

ないという、やはり他市の状態も同じように、

涙ながらという言い方は変ですけれども、皆さ

ん本当に苦慮しながらされていると思います。

私たちも、市民としても、やはり本当に気をつ

けてというか、実施をしていこうと思っており

ますので、まずこの点についてはぜひお願いし

たいと思います。 

  次になんですが、資源ごみの食品トレーにつ

いて伺います。 

  この食品トレーのリサイクルシステム、新庄

もがみ方式ですね。リサイクルされている物は、

この各戸に渡されているこの分別表であると、

プラ、ＰＳプラ、ＰＥプラ、ＰＰと。これはト

レーにリサイクルできますという表示になって

います。この取組というのも平成21年からの私、

環境課に頂いたデータを見ていきますと、その

実績によると、スーパー店頭であったり町内ス

テーション回収というのが年々かなり減少して

おりますね。この傾向をどのように見ていらっ

しゃるのだろうなと思っておりまして、まずそ

の点について伺います。 

山科雅寛環境課長 議長、山科雅寛。 

下山准一議長 環境課長山科雅寛君。 

山科雅寛環境課長 ただいまの御質問は、食品ト

レーのリサイクルについて、収集物がだんだん

減っているということへの御質問です。 

  確かに、叶内議員おっしゃるとおり、食品ト

レーの回収量が減ってきているというのは、事

実ではございます。その点につきましては、食

品トレーに代わる例えばプラスチック製の容器

包装物、そういった物に代わってきて軽量化が

図られている、またはそういった、もっと食品
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トレーよりも冷凍食品で使われている物とか、

そういった物に代わってきている。そういった

ことも影響しているのではないかとは思ってお

ります。あとは、分別収集ということで、市民

の方、大分定着してはいるとは思うんですけれ

ども、さらにこちらとしてもそういった周知を

図りながら、分かりやすい分別表を作成しなが

ら、市民にリサイクルしていただけるように取

り組んでまいりたいと思っております。 

  以上です。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） この食品トレーの、も

ともとは新庄方式が定住自立圏で合意がされて、

新庄もがみ方式に代わって。このトレーリサイ

クルシステムは大変すばらしいと私は思ってお

ります。すばらしいんだという自覚のない市民

の方も実は多いであろうと思います。県外、県

内、一部事務組合であったり、話をする機会を

持ちますと、新庄のようにそういうサイクルを

持っていないもんでなんて言われる言葉を聞き

ますと、これは本当に進めていく、福祉との連

携ということ、本当に産官福という連携をつく

っているということで、これは継続して、本当

はもっと広げて深めていくということが、そし

て次のステップにやっぱり進んでいくというこ

とも、非常に大事だと思います。 

  その中で、このまずチラシの分別の改善の方

法として、こちらも見やすいチラシで。こちら

を見たときに、このＰＳ、ＰＰ、ＰＥ、この３

種類がリサイクルできますと。これを見たとき

に、例えば回収できないトレーのところの豆腐

容器というのがＰＰ製であったり、ＰＥ製とい

うのが多いわけですね。そうすると、せっかく

こっちに入れられるのに全部燃やされていると

いう現状、可燃のほうに入ってしまうという現

状もあるのかなと。これをもう少し分かりやす

くというか、この整合性がある状態で、ただ、

言葉、このプラ容器のマークというのは、やっ

ぱり何というんですかね、すっと頭に入ってこ

ないので、やっぱりこちらの写真のような形で

これはこうですというようなことがちょっと分

かるような、何かゲーム感覚で見て分かるよう

な、そういったものであると取り組みやすいの

ではないかなと思っていました。こちらの提案

になってしまうんですが、これを市で取り組む

というのはやはりシティプロモーションの現実

化になっていくと思いますので、ぜひ検討して

いただきたいなと思っております。これは先ほ

ど課長からも取り組んでいくということも聞き

ましたので、またさらにお願いという形になっ

てしまいますが。 

  そして次に伺いたいのが、スーパーの店頭回

収について伺います。 

  この店頭回収、これも非常に優れたというか

市民にとってはありがたい方法で、平成６年に

は瓶、缶がスタートして、平成10年にはペット

ボトル、そして平成16年には食品トレーが追加

されて、現在の品目になって店頭回収を行って

いると。資源回収協力店のスーパーの皆様には、

本当に頭が下がる思いで感謝をしております。 

  存じ上げているか伺いたいんですが、買物の

ついでにこの資源ごみを置いてくることができ

て、非常にありがたいんですが、各スーパーの

独自の事業だと思っている市民の方が非常に多

いことに驚くんですね。私の周りでも、え、そ

うだったのという方が、やはり今でもいらっし

ゃるんですね。そして、スーパーの従業員の方

が回収ボックスの袋替えを、どんどん入ってい

っぱいになるものですから、袋替えを定期にさ

れるわけですね。そのときに、作業中に、例え

ば資源ごみを入れていかれる方に、分別がちゃ

んとなっていなくて、それはこちらにお願いし

ますというような、優しくというか、穏やかに

指導というか、した場合に、様々な、一概にこ

ういう方だけというんではないんですが、商品
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を売っているのはおまえたちスーパーだべと。

そうしたらその片づけんのおまえたちの役目だ

べとか、あとは、だったら売んなやとか。そう

いった、やっぱり心ない言葉を浴びせられてい

るということが現実にあります。あとは、食品

のトレーに汁がついたまま、やはり入っている。

ペットボトルはラベルを剝がされず中が洗われ

ない状態で入っている。県内の他市と比べると、

新庄最上のペットボトルの回収のというか持っ

ていき方がやはり一番悪いです。 

  そしてあとは、買物をしたついでに、もう既

に、例えばお肉とか魚とかをラップにくるっと

包んで、汚れたままぽんと入れていく方も後を

絶たないという声を聞いております。 

  それだけにとどまらず、かみそりまで入って

いて、けがをした従業員がいるということも聞

いております。あとは粗大ごみを置いていかれ

て、これをどうしたらと警察に届けたんだけれ

ども、どうしたらいいんだろうという声も聞い

ております。 

  そういったマナー違反は途絶えることがあり

ません。これは地道にマナーを向上していくと

いうことをし続けなければいけないということ

なんですが、協力店の中には、この市の事業か

らできれば撤退したいという声も実はあります。

市ではこういった状況を確認しているんだろう

かと。まずはこの積極的な改善が必要だと、私

は声を聞いて、声というか聞いておりまして、

この状況を把握しているのか。そして、把握し

ているとするならば、どういった対策を考えて

いるのかを伺います。 

山科雅寛環境課長 議長、山科雅寛。 

下山准一議長 環境課長山科雅寛君。 

山科雅寛環境課長 スーパー店頭における資源物

の回収についての排出マナーについてというこ

との御質問をいただきました。 

  現在、スーパーの店頭のほうでは、協力店が

市内では６事業所、９店舗ございます。そちら

の食品トレーに関しては福祉事業所で回収、缶、

瓶、ペットボトルに関しては、市で委託した廃

棄収集業者で回収しているということでござい

ます。 

  スーパー店頭での回収は、議員おっしゃると

おり、新庄市以外の地区においては事業者の責

任で実施しているというところがほとんどでご

ざいまして、新庄市では、市で依頼してこのリ

サイクルをしていただいている状況でありまし

て、他地区から比べればリサイクル推進に新庄

市としては力を入れているということでは認識

させていただいております。 

  協力店のほうでは、やはりスタッフを雇用す

るなど、積極的にリサイクルに関して協力いた

だいているということを認識してございまして、

大変感謝しているところでございますけれども、

やはり排出マナーについて事業所のほうから困

ったということで、環境課のほうにも相談があ

ることが何度かございます。そういった旨をこ

ちらとしても把握しているところではございま

す。 

  そういった中でこれまでの取組でございます

けれども、新庄最上定住自立圏形成ごみ減量化

推進協議会というものがございまして、８市町

村と最上広域、あと最上総合支庁とが一緒にな

って協議会を設立しておりまして、その協議会

や衛生組合連合会、あと高校ボランティアなど

で協力して店頭での啓発活動を実施したことも

ございます。また、分別指導員を配置しまして、

一定期間、マナー向上の啓発活動を実施したこ

ともございます。また、衛生組合連合会の広報

紙においても、常に排出ルールの徹底を図って

くださいということで、そういったことでも周

知を行ってきているところでございます。 

  なかなかそういった分別マナーというのを徹

底するというのは難しいところではございます

けれども、少しでもリサイクルに回せるそうい

った資源物を増やすためにも、今後も機会を捉



- 105 - 

えて、関係機関と連携しながら、マナー啓発活

動や広報、あとはホームページを活用した周知

活動を展開しながら、また、環境教育等にも取

り組んでまいりたいとは考えております。 

  以上です。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 経年にわたって地域内

スーパー等の拠点回収、看板設置であったり、

食品トレーの分別キャンペーンであったり、そ

のキャンペーンは存じておりまして、どうして

も予算から人員から見たときに１年の中で１回

しかできなかったりとか、数日しかしていなか

ったりとか、あとは今年はできなかった、でも

来年はできるだったり、継続性がちょっと途切

れてしまっている。地道なことしかできない、

地道にやらなければつながっていかないという

ことは、でしかないと思っております。毎年決

まった、例えば警察と同じように強化月間、取

締り強化月間というと変ですけれども、そうい

った月間なり、週間なりで、必ず、例えばスー

パーの店頭回収のところで指導員の方を配置し

たようなことであったり、そういったことは１

日で終わってもやっぱり意味がないと、スーパ

ーの現場からも言われるんですね。１週間だっ

たら１週間、そういった定期的に期間を決めて

毎年継続していく、それは、でも職員だったり

最上町村の職員であったり、人数が限られてい

ます。それは重々承知していて、ここでこそご

みというのは市民共通の課題なんですよね。そ

うすると、ここで本当に市民協働が果たされて

つくり上げていけるのではないかなと思ってお

りますので、ここでどのように市民と協働して

対策をしていくのか。そういったことを、より

本当に総合的に考えていただきたいと思ってお

ります。 

  そして、今回のコロナウイルスの影響で、感

染症が発生すると、今回しまして、例えば一部

コンビニであったり、ガソリンスタンドであっ

たり、ごみ箱を撤去されていたんですね、期間

的に。そういった場所がいろいろ見受けられて

いて。もちろん自分が出すごみは自分の家に持

ち帰ることが一番得策で、これは、逆にすごい、

当たり前だなと、まずまずしっかり考えること

ができました。 

  でも、やはりこういった感染症がひどく拡大

されていった場合、今回はスーパーとかのほう

で、協力店のほうでは、ちょっと一旦止めてく

れという声はなかったと聞いていますけれども、

でも、衛生的な物を売っているところで、不衛

生な物を入れられるというふうな状況であると、

一旦止めてくれというようなことも出てきてし

まうのではないのかなと思っておりました。１

か所のスーパーでは、内側にあった物を外側に

全部出していたりとか、工夫されていましたけ

れども、やはり市の事業だということで協力は

惜しまないという姿勢であると思っておりまし

たが、それでも止めてくれという状況になった

ときにどんなことを検討されているのか。また、

検討しなければいけないのかということは、ど

のように考えているのか、伺います。 

山科雅寛環境課長 議長、山科雅寛。 

下山准一議長 環境課長山科雅寛君。 

山科雅寛環境課長 ペットボトル等の資源物の回

収について、コロナウイルス対策について、ど

のような対策を考えているかということの御質

問かと思います。 

  今回、第一次感染ということで蔓延しました、

新庄市においてはあまり感染者は少ないという

状況ではございましたけれども、やはりコロナ

ウイルス対策にどういったふうに取り組まなき

ゃいけないかということで、いろいろ国からも

通知は来てございます。 

  基本的には、やっぱり店頭での回収というの

は定着してございますので、そちらに関しては

継続していただきたいということで、基本的な
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スタンスとしては考えております。ただし、や

っぱり事業所のほうでちょっと止めてほしいと

いった場合があった場合、無理にこちらでお願

いするというわけにもいかない部分もあるとき

もあると思いますので、そういったときに関し

ては、やはり通常のごみステーションのほうに

出していただくようになるのかなということで

は考えてございます。 

  その際の資源物の出し方についてということ

で、注意を周知していかなければいけないとい

うことは考えてございまして、資源物ではござ

いませんけれども、今回の感染に関して一般的

な家庭ごみの出し方や、家庭における感染の疑

いがある方がいた場合のマスクやティッシュの

捨て方についてということで、こちら環境省の

ほうからも通知がございまして、そちらの対策

による啓発チラシというものがございまして、

そちらのほう、ホームページに載せて周知を図

ってきたところでございます。 

  今回の質問のリサイクルされる資源物の取扱

いについてでございますけれども、こちらでも

厚労省のホームページには物の表面に付着した

ウイルスが感染力を失うまでは、24時間から72

時間の時間がかかるといったウイルスの性質に

加え、これに基づいて環境省ホームページにお

いて示されております、通常リユース、リサイ

クルされる資源の取扱いが示されておりまして、

それに倣いますと、例えば、新型コロナウイル

ス感染者やその疑いがある方が使用された物で

通常資源化される廃棄物のうち、ペットボトル

については可燃物の区分で排出してもらう。ま

た、缶とか瓶類に関しましては、感染する力が

なくなるとされる期間が３日程度であるという

ことから、資源ごみの収集頻度を踏まえて一定

期間待ってから排出する。それが困難であれば、

不燃物として排出してもらうなど、通常とは違

う排出方法について検討すべきだろうというこ

とで考えております。 

  そういったことで、市民の方々や回収を行う

収集運搬業者に混乱が生じないよう、周知を図

っていきたいと考えてございます。 

  以上です。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） その社会の情勢によっ

て、今まで定着していた身にしみたものをやっ

ぱり変えなければいけないとなったときに、な

かなかすっとできないのが人間であったりもし

ますので、今回をいい経験として、次またこう

いった感染症の拡大が懸念される場合、やはり

バトルフォーメーションという言い方は変です

けれども、どういうふうにして移行させていく

かというのは、やはり徹底的に関係者も含めて、

関係する市民も含めて検討していっていただき

たいと思っております。 

  １つ、これはスーパーからの声だったんです

が、最近ドラッグストアでも食品トレーで売ら

れている生鮮食品であったり、そういった物が

増えてきていると。スーパーだけが回収協力な

んですかという声も、実はありますということ

をお伝えしておきます。 

  そして次なんですが、一番頭が痛いプラスチ

ック製の容器包装類について伺います。 

  このプラスチックというのは、私たちの生活

にもう欠かすことができません。大変重要な資

源ですが、しかし、便利である一方、環境に害

を及ぼすということも私たちは知っています。

川や海に流れる、今でも新庄市の川にもプラご

みが浮いていますし、沈んでいますし、打ち上

げされていますし、そういったプラごみが大き

な公害問題になっているということは、もう皆

さん承知のとおりです。 

  家庭から出るごみの中の割合で廃プラスチッ

クの割合が本当にもう高くなっていると思いま

す。そして、そのために焼却した、新庄市の場

合は燃えるごみとして、その他プラスチックと
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して燃えるごみにして、容器包装プラスチック

ということで燃えるごみに分類されていますが、

御存じのとおり、焼却した場合、焼却温度が高

温になって焼却炉に大きな負担をかけていると

いうことも現実です。再資源化できるプラスチ

ック容器包装類について、正しい分別を、先ほ

どのトレーも含めて、トレー、洗わないでもう

焼いてしまえという家庭もあるんだと思います。

正しい分別を市民に浸透させていくべきだと思

っております。 

  基本計画の中に、その他プラスチック、リサ

イクルされないプラスチック製の容器包装の分

別収集ができるような、効率的な、本市の実情

に応じた収集体制を検討しますと、平成23年当

時から計画の中に入れられておりまして、この

検討というのはどのくらい進んで、どういうふ

うなことが検討されて現在あるのか、伺います。 

山科雅寛環境課長 議長、山科雅寛。 

下山准一議長 環境課長山科雅寛君。 

山科雅寛環境課長 ただいまの御質問に、廃プラ

スチックのこれまでの取組、処理に関する取組

と検討の状況について、どんなものを検討して

きたかという御質問だったと思います。 

  廃プラスチックですけれども、先ほども申し

ております食品トレーは、食品トレーリサイク

ル新庄もがみ方式として、資源回収店の協力を

得て取り組んできたところでございます。これ

に関しては、新庄もがみ方式ということで、新

庄だけでやっていたものを最上全体に広げて取

り組んだということで、こちらは一つの成果だ

なということで考えております。 

  また、ヘルメットやスキー靴などの硬質のプ

ラスチックごみに関しては、ただいま不燃ごみ

としてリサイクルプラザもがみへ運搬して、再

利用が不可能な物については埋立処分というこ

とで、金属類とかそういった資源物がついてい

る場合には回転破砕機というものがございまし

て、そちらのほうで破砕して、金属部分はリサ

イクルして、残った部分に関しては埋立てして

いるという現状となっております。食品トレー

以外のプラスチック製容器包装は、可燃ごみと

して、ただいまエコプラザもがみで焼却処分し

ているという現状がございます。 

  それを踏まえまして、議員おっしゃったとお

り、計画の中で平成23年度からずっと廃プラス

チックの処分について、どういった対応ができ

るのかということを新庄最上全体で検討してき

たところではございます。先ほど話しましたが、

新庄最上定住自立圏形成ごみ減量化推進協議会、

こちら８市町村と最上総合支庁、あと最上広域

で構成する協議会でございますが、その中で、

廃プラスチックというのは世界的な問題である

ということで、そういった情勢に、あとは国内

においても廃プラスチックを何とかしていきま

しょうということで、様々な計画がされてござ

います。そういった国内の動きに並行した形で、

管内のごみ減量化、資源化を進めるために、そ

の協議会において廃プラスチック類のリサイク

ルの在り方について検討を重ねてきたところで

ございます。 

  その中で、１つとしては、スーパーの店頭で

回収される食品トレーについてでございますが、

回収された食品トレーは、市内の福祉施設にお

いて分別されますが、約２割程度は不適合物と

して単純焼却されているということでございま

す。不適合物とは何かといいますと、やっぱり

ペレットにできないような素材の物が混在して

くるということで、先ほど議員から指摘がござ

いましたとおり、分別収集の方法が一部やっぱ

り分かりづらいところもあるのかなというとこ

ろで、その辺は分かりやすいものに、どうした

らいいんだろうというのを今後さらに検討を進

めていきたいとは思っております。その２割部

分のリサイクルをどうにか不適合物についてリ

サイクルできないかということも検討してござ

います。 
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  あとは、これまで単純焼却されておりました

その他の容器包装の廃プラスチック類の処分方

法についても、リサイクルする方法がないかと

いうことで検討してございました。その協議会

の中では、学識経験者による審議会を設置して

意見を聴取するなどし、例えば、食品トレーの

リサイクルにおいては、不適合物に対応する圧

縮機の導入をどう進めるか。また、その他の廃

プラスチック類については、分別から収集まで

の新たな排出ルールの設定をどう進めるかとい

ったそれぞれの方法論や費用負担も含め、実現

性について検討を重ねてきたところでございま

す。 

  協議の結果、現時点では具体的な事業化につ

いては、システムの構築や費用の面、こちらや

っぱり８市町村それぞれの財政事情等もござい

まして、多額な費用が発生するということもご

ざいまして、なかなか難しいという結果に至っ

てございます。 

  食品トレーのリサイクル新庄もがみ方式に関

しては、今後とも拡大といいますか、やっぱり

周知徹底を図りながら、食品トレーのリサイク

ルは今後も継続して取り組んでいくということ

でなってございまして、今後につきましても、

さきに述べました廃プラスチック類のリサイク

ルに向けた国内の動きもありますので、食品ト

レーリサイクルシステム新庄もがみ方式の拡大

をきっかけに、ごみ減量化推進協議会を中心に、

改めてこの地域に適した廃プラスチック類のリ

サイクルの在り方について協議検討を重ねてま

いりたいと考えております。 

  以上です。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 進んでいないというこ

とが今の現状だということと理解しました。全

国的に見ますと、容器包装リサイクル協会ルー

トでベールに圧縮して結束して出しているとい

う方法が主流でした。こういった検討というの

は、容器包装リサイクル協会のほうにベールと

して出すという検討というのは、これまでなか

ったのでしょうか。できない場合はなぜできな

いのだろうということが単純に疑問として湧く

ものですから、その点について伺います。 

山科雅寛環境課長 議長、山科雅寛。 

下山准一議長 環境課長山科雅寛君。 

山科雅寛環境課長 容器包装リサイクル協会ルー

トでの商品トレー等のリサイクルについての検

討をなされたかどうかという御質問かと思いま

す。 

  そちらに関しまして、先ほどの協議会のほう

で検討した経過がございます。２割ほどの食品

トレー、今回収してございますけれども、不適

合物があるということで、それを何とかできな

いかということで検討をしたところでございま

すけれども、それについては、まず、現在、食

品トレーに関しては、食品トレーリサイクルシ

ステム新庄もがみ方式として独自のルートでリ

サイクルをしてございます。こちらはやっぱり

新庄市と最上全体で進めている福祉事業所で、

福祉の政策と一体となった事業でございまして、

こちらの独自ルートがございまして、ただ、２

割の不適合物だけを容器包装リサイクル協会の

ほうに提出するということは、こちらは無理だ

ということで、協会のほうから情報を得まして、

もしするとすれば、食品トレー全体を容器包装

リサイクル協会ルートに乗せてベール化して排

出する必要があるということがありまして、や

っぱり新庄最上としては、現状の方式で独自ル

ートでやっていきたいということがありまして、

ちょっと難しいのかなということになったとい

うことで聞いております。 

  以上です。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 何とか容器包装リサイ
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クル協会のトレーを外した分も容器包装リサイ

クル協会のルートに乗せられないのかどうなの

か。国に再考を促すようなアクションを、私も

努力しますので、一緒に努力していただけます

でしょうか。 

  もしくは、あと、だんだん時間がなくなって

まいりまして、この質問というのは、新庄市は

まず可燃をするという基本原則が、燃えるごみ

は、プラごみもまずは焼くという。ですが、家

庭の中から出てくる、社会的にごみの成分の量

が大分変わってきてしまって、エコプラザを建

設した当時から、またさらに時間が下るにした

がって。やっぱりせっかくの焼却炉施設という

ものを本当に死守していかなければいけない。

延命化して。 

  今の計画ですと、令和14年頃まで直しながら

使って、その後建て替えしなければいけない。

もしくはどうするのか。このお金をこの人口で

持っていけるのか。そういったことで皆さんと

いうか、関係団体含めて頭を抱えているのだろ

うと推察をします。そういった私たちがやらな

ければいけない、市民も本当に理解をして焼却

炉の延命を死守していく。あとは最終処分場の

延命を守っていくということを真剣に考えたと

きに、分別はせざるを得ない、するべきで、そ

して分別したプラごみというものをどのように

処理というか、していくか。これを本当に真剣

に徹底して、次の前期５年、計画の５年の中で

あったり、進めていっていただければ。 

  ちょっと時間がなくなってきました。 

  新庄市の地形的に焼却炉を持っていない自治

体の作業分類というか、そういったところにす

ごく似ていて、農業が基幹産業になっていて。

そうすると、分別のところから生ごみとプラを

もう完全に分けて、生ごみのほうは全量堆肥化

ということをやっている自治体があって、ここ

にすごく近いのかなと思って、また自分もさら

に研さんを積んで、また次回、次に質問をした

いと思います。 

  以上になります。 

下山准一議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午前１１時４６分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

   （１番佐藤悦子議員登壇） 

１ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表して、

一般質問を申し上げます。 

  一般質問、ほかの議員の質問をお聞きしなが

ら大変勉強になりました。と同時に、職員の皆

さん、市長の皆さんが本当に頑張っていらっし

ゃるということを改めて感じ、感謝したい気持

ちにもなりました。 

  私なりに質問させていただきます。 

  １番として、学校休校の影響と課題について

質問いたします。 

  ①３月から約２か月半休校措置が取られまし

た。学校での学びや仲間と過ごす時間が奪われ、

さらに外出自粛要請により、子供の成長、発達

への深刻な影響が危惧されています。 

  例えば図書館も開かない、また、公園で遊ぶ

のも注意されるというような、そういう状況で

ありました。また、給食がないために、昼食が

何日もまともに取れない子供もおられたとのこ

とです。虐待を受けている子供などの増加も指

摘されています。 

  今後数年続くと言われるコロナ禍。再び休校

措置もあり得ます。その場合に、食事の提供の

取組や、子供が安心して過ごせる居場所の確保、
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保護者の悩みを相談できる場づくりが必要では

ないでしょうか。 

  ②として、学校休業に伴い保護者が休業する

場合の助成制度は十分に活用されていないと聞

いております。当市としてはどう把握されてい

るでしょうか。制度の周知や申請の簡略化が必

要ではないかと思いますが、どうでしょうか。 

  ③として、１年分の学習指導要領の完全履修

は無理ではないでしょうか。上からの押しつけ

研修をやめ、学習単元を大胆に精選し、次年度

での指導も視野に入れるべきではないでしょう

か。 

  ④として、１クラス33人を超える学級は、市

内では何学級あるのでしょうか。また、教室に

入り切れない子供への指導に先生方は苦慮して

おられました。学級定数を減らし、先生を抜本

的に増やしていく必要があるのではないでしょ

うか。 

  ⑤として、感染拡大の問題を乗り越えるため

には、差別や偏見は最も有害です。新型コロナ

の肺炎で、小中学校でいじめが５件もあったと

いう鴨川市、また、感染者や中国の方に対する

誹謗中傷がＳＮＳで広がっているとも聞いてお

ります。憲法と子どもの権利条約に基づき、人

権尊重と社会的連帯の意味を学ぶ取組について、

当市ではどうお考えでしょうか。 

  大きな２つ目は、新型コロナ感染から市民の

命と暮らしを守るために質問いたします。 

  ①として、県立新庄病院では、コロナ対応の

ために、ほかの入院や治療が受けられない市民

がおられたのではないでしょうか。病床削減計

画がありますが、これは見直しが必要と考えま

す。市ではどう考えておられるでしょうか。 

  ②として、最上町では、持続化給付金に減少

率で非該当となった事業者に、町独自で支給す

るとのことでした。これは、当市でもできるこ

とではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

  ③として、特別定額給付金95％支給とのこと

でした。職員の頑張り、市長を先頭に頑張って

いただいたことに深く敬意を表します。しかし、

まだ申請できていない方が出ているわけです。

個別に連絡し、申請したい場合は支援してはど

うでしょうか。自粛要請には、必ず補償の徹底

が必要だと思います。 

  ④として、国民健康保険税の減免を周知し、

2019年の分の滞納分についても遡って減免でき

るようにしてはどうでしょうか。また、国民健

康保険加入者のコロナ感染者に傷病手当金を出

せるようにする条例改正が、本議会に提案され

ています。しかし、被用者だけです。被用者と

なっていない自営業者などは非該当です。コロ

ナ感染した場合、仕事ができなくなるのは被用

者と同じだと思います。こうした支給対象とな

らない方への一時金の支給をすべきではないか

と思いますが、どうでしょうか。 

  ⑤として、失業した方について市役所職員と

して採用してはどうでしょうか。特に今年度大

変な仕事量になっておられるようです。それを

分けてやっていくということも考えて採用して

はどうかと思うのですが、どうでしょうか。 

  ⑥として、生活保護制度について、ポスター

やユーチューブなどによる積極的な周知、職員

増などによる受付体制の強化、また、４月７日

付で事務連絡が来ましたが、そこで改善された

自動車保有要件の緩和などを生かして、生活保

護を受けやすいようにしていくことが必要だと

思いますが、どうでしょうか。 

  ⑦として、コロナの影響で農業も打撃を受け

ています。農機具の買換え時の市独自補助で家

族農業を持続させることが必要ではないでしょ

うか。 

  また、当市は米の生産地です。３月からの学

校休校による学校給食食材のキャンセル、飲食

店関係の業務用米に受注激減が続き、流通の滞

りで米の卸売価格が下がり、今年度の秋の生産

者米価が大変心配される状況です。地域の農業
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を持続させるためには、米の消費を促す取組が

必要だと思います。学校給食での利用拡大、ま

た、去年だったか大変喜ばれた子育て支援米、

これの支給、また、アルバイトがなくなったり

親の収入がなくなったりで、学生が５人に１人

大学を辞めるかと悩んでいるそうですが、そう

いった学生に対する支援として、米を贈るなど

の活用拡大を図るべきではないかと考えますが、

いかがでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  最初の質問につきましては、学校教育課より

答弁させますのでよろしくお願いいたします。 

  次に、新型コロナウイルスの対応として小学

校が臨時休業した場合における保護者の休暇取

得を支援する制度が設けられております。従業

員に有給の休暇を取得させた事業者向けに、当

該従業員に支払った賃金相当額について、１日

当たり最大１万5,000円を助成する小学校休業

等対応助成金と、委託を受けて個人で仕事をし

ている方が就業できなかった日について、１日

当たり7,500円を助成する小学校休業等対応支

援金の２種類がありますが、両方とも申請書の

提出は、厚生労働省より委託を受けた学校等休

業助成金支援金受付センターに事業主より直接

郵送する必要があります。 

  今般、市内事業主のこの制度の活用状況につ

いて山形労働局に問い合わせましたところ、県

内事業主の制度活用状況に関する情報は今のと

ころ入っていないとの回答でありましたので、

市として状況が把握できていないことを御理解

くださいますようお願いいたします。 

  引き続き山形労働局への情報提供を求めると

ともに、従業員に取得させた有給休暇の期限が

６月30日から９月30日へ、同じく申請期限が９

月30日から12月28日へ延長された制度改正も含

めて、周知を実施していきますのでよろしくお

願いいたします。 

  続きまして、県立新庄病院の病床の削減計画

の見直しですが、県では平成28年９月に山形県

地域医療構想を策定し、この中で、最上地域全

体の病床数を削減し、県立新庄病院におきまし

ても、現行の452床から、改築後には325床とす

る計画としております。 

  削減の主な理由としては、人口の減少による

入院者数が減少するためと見込んでいることに

よるものであります。また、今回の新型コロナ

ウイルス感染症の発生に伴う県立新庄病院の診

療状況につきましては、一般患者への影響はな

かったと伺っております。 

  次に、国の持続化給付金についてですが、今

年１月から12月までの任意の月の売上げが前年

同月と比較して50％以上減少していることが給

付の条件であります。市独自支援策の検討作業

においては、売上げ減少が30％以上50％未満の

国の要件に該当しない事業者への給付も選択肢

としてありましたが、国の申請は今年12月まで

の任意の月で前年との比較が可能であり、例え

ば、ある月に30％以上50％未満の減少に該当し

たことで市の給付を受けた後、50％以上減少し

た月があった場合は、国の申請要件に該当する

ことになりますので、事実上市と国の双方から

給付金を受け取ることが可能です。そうなれば、

国への上乗せ給付という制度にして、審査の簡

略化と給付の迅速化を図り、また、飲食店等応

援給付金など他の事業も併せて実施することで

幅広い事業者の支援が可能であることから、現

行の制度を選択したものでございます。 

  御質問の内容は貴重な御意見として受け止め

ておりますが、現在実施中の事業者持続化給付

金につきましては、このまま継続していく考え

ですので、よろしくお願いいたします。 

  特別定額給付金等の制度の周知については、
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これまでも市報等で数回行っているほか、今回

も引き続き行っていくこととしております。た

だ、制度を知らなかった、申請方法が分からな

かったという方がないようにするために、議員

がお伺いのとおり、直接連絡の上、必要に応じ

た支援を行うこともあり得ると考えております。

今回の申請期間が８月までと設定されているた

め、郵送申請はまだ続いております。その動き

も踏まえつつ、まずは未申請者とその世帯状況、

申請していない事情について調査を行いたいと

考えております。その後、状況に応じて、関係

課とも連携しながら適切に対処していく考えで

あります。 

  次に、新型コロナウイルス感染症に係る国民

健康保険税の減免制度について御説明いたしま

す。 

  この制度は、国の新型コロナウイルス感染症

緊急経済対策として、国が示した助成基準で減

免を行います。対象は、令和２年２月１日から

令和３年３月31日までの間に納期限を迎える国

民健康保険税です。 

  まず、新型コロナウイルス感染症により主た

る生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った

世帯を全額免除します。また、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維

持者の事業収入等が前年より10分の３以上減少

していること、世帯の主たる生計維持者の合計

所得金が1,000万円以下であること、世帯の主

たる生計維持者の事業収入のうち、減少が見込

まれる所得以外の所得が400万円以下であるこ

と。この３点を満たす世帯の国民健康保険税を

減免します。 

  制度の周知につきましては、納税と一緒に同

封するチラシ、７月発行の市報ホームページで

周知を図ります。 

  国が財政支援を行う国民健康保険における傷

病手当金の支給対象者は、被保険者のうち新型

コロナウイルス感染症に感染するなどした被用

者に限定されておりますので、それ以外の方は

全て対象外となります。一時金については、国

の財政支援の適用外となりますので、本市が独

自に規定を設けて支給することは困難と考えて

おります。 

  また、新型コロナウイルス感染症感染拡大の

影響により失業された方について、職員として

採用してはどうかという質問ですが、５月29日

に厚生労働省山形県労働局が発表した令和２年

４月時点の最近の雇用情勢についてによれば、

山形県内の雇用情勢は高水準を維持しているも

のの、新型コロナウイルス感染症が雇用に与え

る影響に注意する状態にあるとしております。

県内のハローワークの有効求人倍率につきまし

ては、新庄地区についてはほぼ変化がないとの

ことから、現時点で市が失業された方を職員と

して雇用する予定はございません。 

  なお、引き続き雇用情勢を注視してまいりた

いと考えております。 

  次に、生活保護制度についてでありますが、

本市における５月末現在の生活保護受給件数は

276世帯であり、今年度の申請件数は、４月、

５月の２か月間で５件、保護開始決定について

も５件となっております。 

  現在、生活支援の職員体制は、平成29年度に

ケースワーカーを１名増員し４名に、また、査

察指導員を１名、医療支援専門員１名の合計６

名で行っております。窓口へ相談に来られた方

へは、パンフレットなどを使用し制度を分かり

やすく説明するとともに、相談に来られた方が

何に困っているかを丁寧にお聞きし、迅速に解

決できるよう対応を行うこととしております。 

  なお、自動車の保有につきましては、従来か

ら所有を一律に禁止しているのではなく、厚生

労働省事務次官通知により認められる場合があ

り、例えば、自動車による以外に通勤する方法

が全くない、または今後就労により保護から脱

却が認められるなど、一定の要件を満たす方に
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は所有が認められております。今回の厚生労働

省の通知につきましては、この事務次官通知に

準じて一時的に就労が切れている場合も同様に

取り扱うようにとの内容でありますので、この

通知に基づき運用していく考えであります。 

  新型コロナウイルス感染症に関する緊急経済

対策として、農作物の生産販売に影響があった

３月からの減収対策について、第一弾として農

作物減収対策事業をはじめ４本の支援事業を進

めているところであります。今後も農畜産物の

販売に一定程度の影響があった場合、対策を講

じてまいりますが、農機具買換え時の補助に関

して、このたびの支援事業としては考えており

ません。 

  また、米の活用支援に関してですが、学校給

食は既に新庄産を最大活用いただいており、米

需要の動向を注視しながら今後の減収対策が必

要となったときに、その他の活用拡大策を検討

してまいります。 

  給食がないための臨時休業中の様子並びに１

年分の学習指導要領の履修の件、そのことにつ

いては学校教育課より答弁させますので、よろ

しくお願いいたします。 

  私からは、壇上から以上の答弁とさせていた

だきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

下山准一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 初めに、臨時休業中の家庭の様

子につきましては、担任の家庭訪問や電話など

で把握をしてまいりました。現時点においては、

臨時休業中における小中学生の虐待や、家庭で

昼食が何日も取れないということが課題になっ

たという事案については、報告がございません。 

  また、臨時休業になった場合の特定の児童生

徒に対する学校給食の提供については、現時点

では考えておりません。 

  子供が安心して過ごせる居場所の確保につき

ましては、これまで臨時休業の際は学童や学校

で見守りをしてきましたが、今後も感染が拡大

しない対策を最優先としながら、安心して見守

りができる環境を整えていきたいと考えており

ます。 

  また、保護者の悩みについては、常時学校で

は保護者の相談に応じており、これまでにも登

校や体調に関することや、課題についてお答え

させていただきました。今後、アンケートを予

定している学校もあり、休業中の様子について

課題があれば対応してまいります。 

  次に、１年分の学習指導要領の完全履修をさ

せるのは無理ではないかという御質問にお答え

します。 

  教育課程につきましては、児童生徒や教職員

の負担を考慮しながら、５月に年間指導計画を

見直し、夏休みを縮小したり行事を精選したり

するとともに、様々な指導の工夫をしながら、

標準となる時数を確保することができておりま

す。したがって、現時点では詰め込みにならな

い配慮をしながら、年度内に学習が完了するこ

とは可能な状況です。 

  今後、新たな臨時休業などをせざるを得ない

状況になった場合は、次年度に学習内容を移す

ことも想定しながら進めてまいります。 

  また、本市が主催する研修等につきましては、

中止、延期、縮小などの判断をして、感染防止

対策を優先しているところでございます。 

  続いて、学級の人数ですが、現在１クラス33

名を超える学級は、市内全校の130学級のうち

３学級あります。学年によっては校内で担任以

外の職員を配置して２つのグループに分けて指

導している学校もあります。各校では、文部科

学省が示している学校における新型コロナウイ

ルス感染症に関する衛生管理マニュアル、学校

の新しい生活様式にある地域の感染レベル１の

行動基準に従い、児童生徒の座席配置を１メー

トル以上を目安として間隔を取るように努め、

難しい場合は広い教室で学習をしたり、隣接す
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る多目的スペースを活用したりするなどの工夫

をしております。 

  教員の配置定数につきましては、国の基準や

教育山形「さんさん」プランの方針に従ってお

りますが、国や県に対して市町村教育委員会や

校長会から教員を増やす内容の要望をしており

ます。 

  最後に、基本的人権の尊重や子供の権利につ

いての考えですが、それらを脅かす偏見や差別

につながる行為は断じて許されるものではない

と、そのように捉えております。そのために、

学校再開に当たり、市内全校で偏見や差別に関

する指導を行いました。 

  具体的には、始業式における校長の挨拶、養

護教諭や担任の指導、最初の道徳の授業、保護

者へのお便り、校内の掲示物など、いろいろな

機会で丁寧に指導を行っております。 

  今後も発達段階に応じて指導を行い、偏見や

差別が生じないよう配慮してまいります。 

  以上であります。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） いろいろとお答えあり

がとうございました。 

  さて、休業の状況なんですが、４月で休業者

が全国で600万人となったそうです。雇用調整

助成金の活用についてなんですが、これが新庄

市では確かに30件申請受理されたという情報が

ありましたけれども、全国では相談件数が44万

件中、支給決定されたのが僅か７万件弱です。

相談件数ということは、この方々が休業させて

いる従業員がおられるということが想定される

わけですが、この方々の数と実際に休業者と言

われている方々の数を合わせると1,000万人を

超える休業者となっていると言われております。

雇用調整助成金の支給決定数から想定される休

業補償を受けている労働者は、この中で133万

人でないかと推定されるようです。これは、こ

のまま比例配分で、新庄のほうでは30件申請受

理されたと。しかし、市独自の社労士負担金の

補助を受けたのが１件ということで、実際に休

業補償を確実にできているなと思われるのが１

件ですから、これでいきますと新庄市の働く

方々がかなり失業するような状況に成り立って

いるというか、手当もなくいる方がかなり出て

いるのではないかということが想定されるわけ

です。 

  一方で、飲食店への市独自の支援、また利子

補給支援、セーフティーネットの貸付けなど、

ほかの経営支援助成金、こういったことをして

いただいて、市民の方からはほっとしたという

ふうに喜ばれています。市長をはじめ頑張って

いる、ありがたいというふうに声は上がってい

ます。 

  しかし、国の支援制度は申請がしにくい、受

理されにくい、給付が遅い、これでは、市内の

業者の方々が倒産したり廃業に至ったり、働く

人が失業化ということになってしまうわけです。

そういう意味で、国に対して、この国の申請の

手続、金額がやっぱり大きいわけですから、対

象の働く人たちも大きいわけですから、これを

思い切って簡素なものにする、そして、速やか

に支給するというふうにやっていただきたいと、

大きな声で言って進めるよう、下から言ってい

く必要があるのではないかなと思うんです。 

  これで終わるわけではなくて、実は新しい生

活様式が呼びかけられているわけです。これは

新しい自粛要請でもあると思います。こういう

新しい生活様式の自粛要請では、大きなダメー

ジを受ける市民がやはりおられる、続くという

ことになりますので、必要な支援を国として１

回だけでは駄目なんじゃないかと。新しい生活

様式になったということになると、やはりダメ

ージを受けた方々に支援をするということが必

要なんじゃないかと、国に対して二重の２つの

ことを言う必要がある。下からの突き上げによ



- 115 - 

って動くことはやっぱりあるわけですから、そ

ういうことをまた頑張っていただきたいと思う

んですが、どうでしょうか。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

下山准一議長 商工観光課長柏倉敏彦君。 

柏倉敏彦商工観光課長 雇用調整助成金、また、

様々な給付金制度についての御要望等承りまし

た。 

  確かに雇用調整助成金につきましては６月ま

でというようなことで期限が決められておりま

して、早くに申請した方については、今のとこ

ろ30件ほどの相談があるというようなことでお

聞きしておりますが、６月末をもって申請する

という事業者の方も多くいらっしゃるというふ

うにお聞きしております。国の制度の申請方法

が難しいとか、また問合せをしても電話がつな

がらないといった声も役所のほうにも届いてお

りまして、こちらのほうからも国のほうには、

何とかその辺の改善をお願いしたいという旨は

伝えております。全国各地でそのような声が上

がっておりますので、今後の様子を注視しなが

ら、また機会あるごとに捉えて要望していけれ

ばいいのかなというふうに考えておりますので、

御理解のほどお願いしたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） １回限りでなく、新し

い生活様式を呼びかけている、新しい自粛要請

をしているわけですので、ダメージを受ける方

に対しては、１回きりで終わってはならないと

いうこともどうですか。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

下山准一議長 商工観光課長柏倉敏彦君。 

柏倉敏彦商工観光課長 １回限りではなくという

ように議員おっしゃいましたけれども、今後の

コロナの影響、それから感染拡大がどういうふ

うに広がっていくかにもよりまして、国、それ

から県、市、行政が力を合わせてやるべきだろ

うというふうに思っております。 

  それで、ただ単独に市がどうするというのは、

今後の感染拡大の状況を見ながらしていくもの

だと思いますので、御理解のほどお願いしたい

と思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 分かりました。 

  次に、学校教育に関わってなんですが、学習

内容の２割は家庭でと文部科学大臣が会見で述

べたと聞いております。 

  また、４月10日、文部科学省が、休校中の児

童生徒の学習指導の取扱いについて、家庭学習

を課し、その学習状況や成果を学校における学

校評価に反映することができるなどとする旨の

通知を全国の自治体に出したということですが、

これによって勉強させなくてはならないという

家庭内での緊迫した状況が一層高まっているこ

とが予想されます。これはちょっと無理なんじ

ゃないかなと思います。これでは、子供や家庭

に過重負担を強いることになり、学力格差は拡

大すると思うんです。 

  市教委としては、市内の小中学生の権利、利

益を守り抜く覚悟はあるでしょうか。６月以降

の10か月で１年分の学習指導要領の完全履修は、

誰が考えても無理だと思うんです。市教委の責

任で学習内容の削減を図るべきだと思います。 

  例えば、英語、プログラミング学習などは削

減可能ではないでしょうか。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 初めに、休業中の児童生

徒の家庭での学習ということにつきましては、

確かにかなり長い期間になりましたので、児童

生徒はもちろん保護者の方もいろいろストレス、

それから悩み等もあったのかと存じます。 

  具体的には、やはり学校から課題が出ていて

も、なかなか勉強に向かえないということも一
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部声を伺っております。そのあたりは、電話や

家庭訪問等で心のケア等に努めてまいりました。 

  それで、学校再開後の学習指導につきまして

は、やはり家庭での格差ということというより

も、一人一人の個人の学習の進度に応じて無理

をせず、家庭の学習の課題の状況を踏まえなが

らスタートしているところでございます。また

不安な声があれば、これからも伺っていきます。 

  学習指導要領ということで履修についての御

質問がございましたが、５月に年間の計画を見

直したところ、この感染防止のために一部行事

を見直したり、それから研究会が中止になった

り等がございまして、３月末まで、基本的には

標準となる、いわゆる学習指導要領の標準とな

る時数が確保できております。したがいまして、

無理をせずというか、詰め込みをしない状況の

中で、子供にも負担をかけないで、学習の進度

ということについては現時点では履修はできる

ものと考えております。 

  また、英語やプログラミングにつきましては、

今年度の学習指導要領ということで、これも取

り組んでまいりますが、先ほどの履修について

の工夫ということについては、例えば合科、教

科を横断して単元を組み合わせたり、様々な指

導の工夫もしておりますので、全て時間をかけ

て教えるところということではなくて、学校ご

と工夫して指導してまいりたいと思いますので、

その中で取り組んでいきたいと思っております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 丁寧なお答えをいただ

きましてありがとうございます。 

  夏休みの短縮ということで行われているんじ

ゃないでしょうか。また、学年によって７時間

授業ということも出ていると聞いております。

土曜授業については分からないんですが、こう

いったことも奨励されていると聞いております

が、これでは詰め込みになるのではないか。子

供たちのストレスが増して、いじめや不登校の

増加になるのではないかと懸念されます。この

ような事態を回避するための具体策があるのか、

お伺いします。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 児童生徒の負担といいま

すか、に係ることだと思いますが、先ほど夏休

みのお話がありましたが、本市でも８月の第１

週目まで１学期をしまして、夏休みは短縮とな

っております。これは、１日の授業時間を確保

するということで、７時間授業をしないで授業

日数を確保するという考えでございまして、休

業があった分、８月の授業とかに合わせており

ます。 

  また、一部の学校では、これまでやっていな

かった３月の卒業式の後ですが、卒業生以外は

その期間も授業日として組み込んでいる学校も

ありまして、日数を確保することで１日の負担

を軽くしているという考えもございます。 

  いじめ不登校等については、おっしゃるよう

に、いつでも私どもはアンテナを高くして配慮

していきたいと思っております。このたびも学

校再開に合わせて、全校で共通理解を図りなが

ら、一人一人の指導ということで確実に行って

いますので、御理解をいただきたいと思います。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

下山准一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 今の詰め込みにならない指導の

工夫ということがありましたけれども、このた

びは文部科学省で、小学校６年生と中学校３年

生に教科書会社といろいろタイアップしながら、

自分である程度できる内容とみんなで考えなき

ゃいけない内容があるということで、仕分けし

ながら、特に小学校６年生と中学校３年生は卒

業学年となりますので、そういうことでその年

度内に終わらせなければいけないということで、

そんな学習の中でも、そういうある程度軽重と
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いうか、仕分けすることで、学習のスタイルを

変えることで、子供たちの負担にならないので

はないかというふうなことで文科省から通知が

先日出てきておりますし、これからほかの学年

についても、順次そのようなみんなで考えるよ

うな指導の場面とか考える。それから自分でも

やれそうな部分というか、それらのことを分け

ながらやるということも一つの方法というよう

なことで文科省からも通知が出ております。 

  あと、併せて今の教科書をぜひ見てみてくだ

さい。大変丁寧な教科書です。もう１人でも、

課題があってそれについて学んで答えてまとめ

がきちっと書かれている教科書で、非常にそれ

をある程度自分なりに学習をさせて、それをあ

る程度、子供たちに一人一人に時間、させてお

いて、その中で自分が分からないことはみんな

で考えましょう。俗に言う先行学習的な言葉が

あるんですが、そういう学習をして指導を工夫

すれば、子供たちに詰め込みにならないんじゃ

ないかという、そういう指導法もございますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） ある程度優秀なという

か、理解力の高い子供にとってはそれでもいい

のだろうと思います。しかし、理解力のやや劣

りぎみな子供にとっては、やはり一人一人丁寧

に声をかけられたりしなければ学べないという

か、そういう子が少なくないと思うので、そう

いう子供に手をかけられるように、先生を抜本

的に増やしていただきたい。 

  例えば、昨日の教育長のお話で、国として

3,100人の教員の加配、それからさらに８万

5,000人ぐらいの学習支援員やスクール・サポ

ート・スタッフの増員というのが国から出され

ているように言われておりましたが、これが新

庄市に、今の教員のほかに来る、支援できるよ

うになるということであれば、先生方が増えて、

萩野学園の私は話を聞いて一番よかったのは、

先生が多いからやはり手がかかりやすいという

か、それが私は、萩野学園のお話を聞いて一番

心に残りましたが、そういうことがほかの学校

でもできる可能性があるんですけれども、そう

いう先生を増やす、教職員スタッフを増やす、

これをぜひ市でやっていただきたいと思います

が、そのめど、１校当たり何人ぐらいとかあり

ますでしょうか。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 このたびの国の加配教員、

それから学習指導員、スクール・サポート・ス

タッフにつきましては、正式な文書はまだ来て

ございませんが、国が３分の１、県が３分の２

ということで、県のほうでこれから動きを私ど

もが見てまいりたいと思っていますが、教員に

つきましては感染の状況に応じた配置となって

おりますので、本市としましてはそんなに多い

数は見込んでいないんですが、動向を見て要望

はしてまいりたいと思っております。 

  また、加配教員につきましては、当然教員も

そうですが、これは標準法で定められておりま

すので、加配等の要望をしてまいります。免許

がなくても、いろいろな立場で子供と関わって

いる方が今もたくさんいて助かっておりますの

で、そういう意味では今１校当たり何人という

ことは申し上げられませんが、全ての学校で一

人でも多く子供と関わっていただきたいと思っ

ております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 学校現場では、免許制

度で、先生方がどんどん免許をなくさせられて

いることで、免許がないということで、免許が

ある先生方を探すのはとても大変だとも聞いて

おります。この免許制度はやはりやめるべきだ

し、かつて免許を有していた方には、やはり免
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許を市として付与して、臨時免許ということも

あるわけですし、退職教員に復職していただい

て、また、さらに教員採用試験を受けた方には

採用したい旨を伝えて就職していただくなどで、

私たち共産党としては10万人の先生方を増やす

べきだと今提案しています。間を空けての新し

い生活様式を進めるというのならば、それが本

当にできるのはやっぱり20人程度だろうと思い

ます。その程度になるように、先生を抜本的に

増やして、丁寧な学校教育ができるようにさせ

ていただきたいと思うわけですが、その方向に

向けて一緒に要望していただきたいんですが、

どう考えますか。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 初めに、教員の増につき

ましては、市町村教育委員会の協議会、また全

国の市町村教育委員会の連合会等でも、国に対

して要望はしているところでございます。また、

校長会も国や県に対して、定数または弾力化に

ついての教員増の要望は出しているところでご

ざいます。 

  また、免許のお話が先ほどございましたが、

これは国の制度ですので、私どもはできるだけ

負担がなく、大学を紹介したり、放送大学も含

めまして負担のないように情報提供していくと

いうようなところかなと思っています。 

  なかなか免許のあるなしにかかわらず教員が

不足しているという状況につきましては、県の

任用となりますか配置になりますが、やはり退

職教員に電話をかけたり、あと採用試験のとき

に講師登録の用紙を渡してお願いをしたりとい

うことで努力されているという話は伺っており

ます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 御一緒に教員を抜本的

に増やして、新しい生活様式に合った、ゆった

りとした間隔の中で学校で学べる体制をつくれ

るように、共に頑張っていきましょうというこ

とでお願いいたします。 

  さらに、差別や偏見の問題なんですが、日本

国憲法第11条には、「国民は、すべての基本的

人権の享有を妨げられない」、憲法を貫く最も

基礎的な原理として人権尊重主義を掲げていま

す。また第13条では、「すべて国民は、個人と

して尊重される」と。また、第14条では、「す

べて国民は、法の下に平等であって、人種、信

条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、

経済的又は社会的関係において、差別されな

い」として、個人の人権尊重に加え、他者との

関係においても差別されないことを保障し、こ

の憲法の理念の一つである法の下の平等を掲げ

ています。 

  しかしながら、現代日本社会を見ますと、子

供に対するいじめや虐待、女性や高齢者、障害

者、外国人などに対する偏見や差別、また、政

治的な差別、人権に関する様々な問題が存在し

ています。 

  こういう問題を教育の現場で天草市や上天草

市などで人権教育・啓発基本計画などをつくっ

て人権教育、啓発を進める教育をやっているよ

うですが、そういった考えはないか、お願いし

ます。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 人権教育に関しましては、

学校の教育活動のあらゆる場面で指導できるも

のと思っております。 

  なお、今回コロナの影響もありましたが、や

はり１つは感染症の知識を正しく伝えていくと

いうことが大事かと思っておりまして、これを

機会に、発達段階に応じて偏見、差別がないよ

うに指導しているというところで、御理解をい

ただきたいと思います。 

下山准一議長 以上で今期定例会の一般質問を終
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了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の本会議を、あす６月12日から６

月18日まで休会したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

今期定例会の本会議を６月12日から６月18日ま

で休会とし、６月19日午前10時より本会議を再

開いたしますので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後１時５１分 散会 
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令和２年６月定例会会議録（第４号） 

 

 

令和２年６月１９日 金曜日 午前１０時００分開議 

議 長 下 山 准 一     副議長 新 田 道 尋 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ３番   叶  内  恵  子  議員 

  ４番   八  鍬  長  一  議員     ５番   今  田  浩  徳  議員 

  ６番   押  切  明  弘  議員     ７番   山  科  春  美  議員 

  ８番   庄  司  里  香  議員     ９番   佐  藤  文  一  議員 

 １０番   山  科  正  仁  議員    １１番   新  田  道  尋  議員 

 １２番   奥  山  省  三  議員    １３番   下  山  准  一  議員 

 １４番   石  川  正  志  議員    １５番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １６番   佐  藤  卓  也  議員    １７番   髙  橋  富 美 子  議員 

 １８番   小  野  周  一  議員  

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 小 松   孝 

総 務 課 長 関   宏 之  総 合 政 策 課 長 渡 辺 安 志 

財 政 課 長 平 向 真 也  税 務 課 長 森   正 一 

市 民 課 長 荒 田 明 子  環 境 課 長 山 科 雅 寛 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 青 山 左絵子  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 田 宮 真 人  農 林 課 長 三 浦 重 実 

商 工 観 光 課 長 柏 倉 敏 彦  都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二 

上 下 水 道 課 長 荒 澤 精 也  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 亀 井 博 人 

教 育 長 高 野   博  教 育 次 長     
兼教育総務課長 武 田 信 也 

学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一  社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀 

監 査 委 員 大 場 隆 司  監 査 委 員     
事 務 局 長  田 浩 志 
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選挙管理委員会  
委 員 長 武 田 清 治  選挙管理委員会  

事 務 局 長 小 関   孝 

農業委員会会長 浅 沼 玲 子  農 業 委 員 会   
事 務 局 長 津 藤 隆 浩 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 滝 口 英 憲  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 庭 崎 佳 子  主 任 小田桐 まなみ 

 

議 事 日 程 （第４号） 

令和２年６月１９日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

   （第５次新庄市総合計画基本構想審査特別委員長報告、採決） 

日程第 １ 議案第６８号第５次新庄市総合計画基本構想について 

 

   （総務文教常任委員長報告、質疑、討論、採決）  

日程第 ２ 議案第６９号新庄市市税条例の一部を改正する条例について 

日程第 ３ 請願第２号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための、２０

２１年度政府予算に係る意見書採択についての請願 

 

   （産業厚生常任委員長報告、質疑、討論、採決）  

日程第 ４ 議案第７０号新庄市手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第７１号新庄市介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第 ６ 議案第７２号新庄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第７３号新庄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について 

日程第 ８ 議案第７４号新庄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第７５号新庄市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第７６号新庄市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 

 

   （質疑、討論、採決） 

日程第１１ 議案第３８号令和２年度新庄市一般会計補正予算（第３号） 

日程第１２ 議案第３９号令和２年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１３ 議案第４０号令和２年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号） 
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本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第４号）のほか 

日程第１４ 議案第７７号令和２年度新庄市一般会計補正予算（第４号） 

日程第１５ 議会案第２号教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の提出につ

いて 

日程第１６ 議会案第３号新庄市議会議員の議員報酬の特例に関する条例について 

日程第１７ 議案第７８号令和２年度新庄市一般会計補正予算（第５号） 
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開      議 

 

 

下山准一議長 それでは、改めまして、おはよう

ございます。 

  ただいまの出席議員は17名です。 

  それではこれより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

第５次新庄市総合計画基本構想審

査特別委員長報告 

 

 

下山准一議長 日程第１議案第68号第５次新庄市

総合計画基本構想についてを議題といたします。 

  本件に関し第５次新庄市総合計画基本構想審

査特別委員長の報告を求めます。 

  第５次新庄市総合計画基本構想審査特別委員

会委員長佐藤卓也君。 

   （佐藤卓也第５次新庄市総合計画基本構想

審査特別委員長登壇） 

佐藤卓也第５次新庄市総合計画基本構想審査特別

委員長 おはようございます。 

  それでは私から、第５次新庄市総合計画基本

構想審査特別委員会における審査の経過と結果

について御報告いたします。 

  本特別委員会は全議員をもって構成されてお

りますので、要点のみの御報告とさせていただ

きます。 

  本特別委員会は、去る６月16日、本議場にお

いて17名の委員出席の下、審査を行いました。

委員からは第５次新庄市総合計画基本構想全般

にわたり審議いただきました。質疑の後、討論

に入り、佐藤悦子委員より反対討論があり、採

決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  以上、議長よりよろしくお取り計らいくださ

いますようお願い申し上げ、第５次新庄市総合

計画基本構想審査特別委員会における審査の経

過と結果についての報告といたします。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  本特別委員会は全議員をもって構成されてお

り、質疑、討論は終わっておりますので、直ち

に採決したいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  採決は電子表決システムにより行います。 

  議案第68号第５次新庄市総合計画基本構想に

ついては、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸君は反

対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

下山准一議長 ボタンの押し忘れはありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成13票、反対１票、棄権２

票、賛成多数であります。よって、議案第68号

は委員長報告のとおり可決されました。 

 

 

総務文教常任委員長報告 

 

 

下山准一議長 次に、日程第２議案第69号新庄市

市税条例の一部を改正する条例についてから日

程第３請願第２号教職員定数改善と義務教育費

国庫負担制度２分の１復元をはかるための、

2021年度政府予算に係る意見書採択についての

請願についてまでの２件を一括議題といたしま

す。 
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  本件に関し総務文教常任委員長の報告を求め

ます。 

  総務文教常任委員長山科正仁君。 

   （山科正仁総務文教常任委員長登壇） 

山科正仁総務文教常任委員長 おはようございま

す。 

  それでは私から、総務文教常任委員会の審査

の経過と結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案１件、

請願１件であります。審査のため、６月12日午

前10時より議員協議会室において委員８名出席

の下、審査を行いました。 

  初めに、議案第69号新庄市市税条例の一部を

改正する条例については、税務課職員の出席を

求め、補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  税務課からは、このたびの改正は地方税法等

の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、

必要な改正を行うもので、主な改正の内容は、

固定資産税では中小事業者等の償却資産及び事

業用家屋に係る令和３年度の固定資産税、都市

計画税について、課税標準を売上高の減少率に

応じてゼロまたは２分の１とする、また中小事

業者が新規に設備投資を行う場合、事業用構築

物について固定資産税の課税標準を３年間ゼロ

とする規定を盛り込むということになります。

個人住民税では、新型コロナウイルス感染等に

係る寄附金税額控除及び住宅借入金特別控除の

特例を新設する、軽自動車税の環境性能割につ

いて、令和２年９月30日までに取得した軽自動

車の税率を１％軽減する規定を令和３年３月31

日まで６か月間延長する改正を行う、またたば

こ税では、軽量な葉巻たばこについて、従来そ

の重量で紙巻きたばこに換算して課税をしてい

たものを本数で換算する方法へ変えるための経

過措置の改正を行うとの説明がありました。 

  審査に入り、委員より、個人市民税で法に規

定するイベントを中止した主催者に対する払戻

請求権を放棄した場合とはどのような場合かと

いった質疑がありました。税務課からは、イベ

ントが中止になるとその入場料金を基本的にチ

ケットを買った人に返還する必要があるが、法

が規定したイベントについてはチケットを買っ

た人が請求権を放棄し払戻しをしない場合に寄

附金控除として認めるものであるとの説明があ

りました。 

  また、別の委員からは、法に規定するイベン

トとは何かとの質疑があり、税務課からは、文

部科学大臣指定行事一覧がホームページに載っ

ているが、これは文部科学省で募集をして、コ

ロナで開催できないと判断された行事である。

花火大会、交響楽団の発表会、ラグビーの試合

などが載っている。まだ募集をかけている最中

であり、今後該当になるものはこの一覧に載っ

てくるとの説明がありました。 

  その他、寄附金控除の確認方法等について質

疑はありましたが、採決の結果、全員異議なく、

可決すべきものと決しました。 

  続いて、請願第２号教職員定数改善と義務教

育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための、

2021年度政府予算に係る意見書採択についての

請願については、学校教育課の職員の出席を求

め、審査を行いました。 

  審査において、委員からは質疑や意見はなく、

採決の結果、請願第２号については全員異議な

く、原案のとおり採択すべきものと決しました。 

  以上で総務文教常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

下山准一議長 ただいまの総務文教常任委員長報

告に対し質疑に入ります。 

  初めに、議案第69号新庄市市税条例の一部を

改正する条例について質疑に入ります。質疑あ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、
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質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第69号新庄市市税条例の一部を改正する

条例については、委員長報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第69号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、請願第２号教職員定数改善と義務教育

費国庫負担制度２分の１復元をはかるための、

2021年度政府予算に係る意見書採択についての

請願について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん、どっちだ。 

１７番（髙橋富美子議員） 反対です。 

下山准一議長 討論の発言を許します。原案に反

対討論として、髙橋富美子さん。 

   （１７番髙橋富美子議員登壇） 

１７番（髙橋富美子議員） おはようございます。 

  このたびの請願書に反対討論をいたします。 

  初めに、教職員定数の改善について、学校が

直面している様々な課題に対していくとともに、

新学習指導要領の円滑な実施と学校の働き方改

革の実現のためには、それに見合った教職員定

数の改善を図っていく必要があります。 

  このような点を踏まえ、公明党としてはこれ

まで教職員定数の改善を度々訴えてまいりまし

た。政府においては、平成29年から10か年計画

で学校における働き方改革の観点も踏まえ、教

職員配置などの一体的検討が行われていると認

識をしております。 

  次に、義務教育費国庫負担制度の拡充につい

ては、平成23年３月の衆議院文部科学委員会に

おいて次のような答弁がなされております。

「国庫負担を伴う義務教育職員の給与費につい

ては、全体が地方財政計画の中で歳出として計

上されておりまして、その３分の１は国庫支出

ということ、残り３分の２は地方交付税交付金

等に含まれる中で処理をされるということでご

ざいまして、地方財政計画と義務教育費の総額

というものは、これはベースが同じだ。また、

国庫負担のベースも全て同じだという意味でそ

ごがないと申し上げました」と、このような答

弁がありました。 

  地方公共団体によっては国庫負担金に見合う

税収が税源移譲では確保されないところもある

ので、そうした団体に対しては地方交付税によ

り適切な財源調整がされております。 

  結論として、教職員定数の改善や義務教育費

国庫負担制度はこれまでも適切な取組が検討、

実施されており、この効果を十分検証していく

必要があるとともに、国庫負担制度の割合の増

額は財源を含めて議論されるべきであることか

ら、現時点ではこの意見書の内容に積極的に賛

同できる材料を持ち合わせていないため、請願

書については教育財政や現場の声も踏まえなが

ら慎重に判断、検討すべきではないかと考えま

す。以上です。 

下山准一議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに討論なしと認めます。よっ
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て、討論を終結し、直ちに採決したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  請願第２号教職員定数改善と義務教育費国庫

負担制度２分の１復元をはかるための、2021年

度政府予算に係る意見書採択についての請願に

ついては、反対討論がありましたので、電子表

決システムにより採決を行います。 

  請願第２号について、委員長報告のとおり決

することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対

の諸君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

下山准一議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成13票、反対３票、賛成多

数であります。よって、請願第２号は採択する

ことに決しました。 

 

 

産業厚生常任委員長報告 

 

 

下山准一議長 次に、日程第４議案第70号新庄市

手数料条例の一部を改正する条例についてから

日程第10議案第76号新庄市後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例についてまでの

議案７件を一括議題といたします。 

  本件に関し産業厚生常任委員長の報告を求め

ます。 

  産業厚生常任委員長今田浩徳君。 

   （今田浩徳産業厚生常任委員長登壇） 

今田浩徳産業厚生常任委員長 おはようございま

す。 

  私から、産業厚生常任委員会の審査の経過と

結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案７件

です。審査のため、６月15日午前10時より議員

協議会室において委員８名出席の下、審査を行

いました。 

  初めに、議案第70号新庄市手数料条例の一部

を改正する条例については、市民課より補足説

明を受けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、今後個人番号カー

ドを市民に普及啓発していく動きをされていく

のかどうか、またホームページ上での告知や啓

蒙はどう切り替えていくのかとの質疑がありま

した。市民課からは、市民課では個人番号カー

ドの交付の部分を担当している。県や国から申

請にも協力するようにという通知があり、その

中で個人番号カードを申請する際の写真撮影の

サービスを行っている。平日に個人番号カード

を取りに来ることができない方もいるので、土

曜日の開庁や平日の窓口延長などを考えている

との説明がありました。 

  そのほか、新庄市の個人番号カードの普及率

についてなどの質疑がありましたが、採決の結

果、議案第70号については全員異議なく、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第71号新庄市介護保険条例の一

部を改正する条例について、成人福祉課及び税

務課職員の出席を求め、補足説明を受けた後、

審査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、介護保険料の第１、

第２、第３段階と呼ばれる方々は何世帯あるの

か、またコロナウイルスにより収入減されてい

る方について何件ぐらい想定しているのかとの

質疑がありました。成人福祉課からは、第１号

被保険者は１万1,251人おり、そのうち第１段

階が1,741人、第２段階が745人、第３段階が

695人、第４段階が2,290人、第５段階が1,945

人、第６段階が1,801人、第７段階が1,202人、

第８段階が384人、第９段階が448人である。今
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回の軽減に係る第１から第３段階まで合わせて

３割弱の28％となっているとの説明がありまし

た。 

  税務課からは、商工観光課で取り扱っている

新庄市飲食店等応援給付金が約300人該当して

いる、そのうち100人強が介護保険の被保険者

である、その100人強の方々がほぼ該当するの

ではないかと考えており、約600万円の減額に

なると推計しているとの説明がありました。 

  ほかに委員からの質疑はなく、採決の結果、

議案第71号については全員異議なく、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第72号新庄市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例について

は、子育て推進課職員より補足説明を受けた後、

審査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、なぜ厚生労働省令

ではなく内閣府令でこのような改正を行うのか

との質疑がありました。子育て推進課からは、

子ども・子育て支援制度に関しては内閣府が行

っており、内閣府令となっているとの説明があ

りました。 

  また、制度の改善を求める場合には厚生労働

省ではなく内閣府に陳情することになるのかと

の質疑があり、子育て推進課からは、例えば新

しい支援制度に関わることについては内閣府に

なるとの説明がありました。 

  そのほか、小規模保育事業所の意向調査につ

いての質疑がありましたが、採決の結果、議案

第72号については全員異議なく、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第73号新庄市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例については、子育て推進課よ

り補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員からの質疑はなく、採決の

結果、議案第73号については全員異議なく、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第74号新庄市放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例については、子育て推

進課より補足説明を受けた後、審査を行いまし

た。 

  審査に入り、委員からは、放課後児童クラブ

について指導員の定数などは不足しているのか

との質疑がありました。子育て推進課からは、

放課後児童クラブは市立が４か所、民間立は５

か所である。それぞれ国・県、市が放課後児童

健全育成事業として補助金を交付しており、子

供たちの人数や面積に対する支援員の数は何と

か確保されている。ただ日新放課後児童クラブ

については定員を10名増やすべく整備を行って

おり、支援員の募集をかけているが、なかなか

見つからず、まだ整っていない状況であるとの

説明がありました。 

  別の委員からは、条例の附則で改正前は令和

２年３月31日までの間だったが、当分の間と変

わっており、非常に漠然として不安を覚える。

当分の間とは現在どのように考えているのかと

の質疑がありました。 

  子育て推進課からは、この経過措置は補助員

であってもその年に認定研修を受ける予定があ

る者であれば支援員とみなすといったものの経

過措置である。この放課後児童支援員の不足と

いう状況を見ていると今のところは経過措置を

該当させていく必要があると見て「当分の間」

としたとの説明がありました。 

  そのほか、放課後児童健全育成事業に対する

国の補助率についての質疑がありましたが、採

決の結果、議案第74号については全員異議なく、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第75号新庄市国民健康保険条例

の一部を改正する条例については、健康課より

補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、国民健康保険をな
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す代表的な自営業者というのは農家が思い当た

る。その場合、被用者には専従者と言われる

方々も含まれていると思う。例えば１か月間、

コロナウイルスで休んでしまった場合、専従者

給与に相当する部分を補償してもらうのか。ま

た第７項には「前項の規定により本市が支給し

た金額は当該被保険者を使用する事業主から徴

収する」とあるが、事業主は農家、経営者とな

る。事業者は後で市に返還しなければならない

のかとの質疑がありました。 

  健康課からは、事業専従者の方が感染したな

どの場合については、実際に事業主の支払って

いる金額は確定申告等で分かるので、計算して

傷病手当金を支給することになる。２点目につ

いては、家族的経営の中で就業規則のような形

でお勤めになっている事業専従者の場合、傷病

手当はこういった形で支払いますという取決め

があれば、それを何らかの事情により支払わな

かった場合に、国民健康保険制度を運営する市

が立て替え、立て替えた分を事業主に請求する

という規定である。しかし家族経営の中で傷病

手当金を支払うという規定がない場合は、感染

した方などは収入が補償されなくなるので、国

民健康保険制度の中で救済したいという趣旨で

ある。事業所にお勤めになっている方について

も何らかの事由で事業主から休業補償も傷病手

当金も支給されない場合は、今回国民健康保険

の分野だけではあるが、救済措置という趣旨で

条例案を上程したとの説明がありました。 

  そのほか、財源についての質疑がありました

が、採決の結果、議案第75号については全員異

議なく、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  最後に、議案第76号新庄市後期高齢者医療に

関する条例の一部を改正する条例については、

健康課より補足説明を受けた後、審査を行いま

した。 

  審査に入り、委員からの質疑はなく、採決の

結果、議案第76号については全員異議なく、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で産業厚生常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。よろしくお願い申し上げます。 

下山准一議長 ただいまの産業厚生常任委員長の

報告に対し質疑に入ります。 

  初めに、議案第70号新庄市手数料条例の一部

を改正する条例について質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第70号新庄市手数料条例の一部を改正す

る条例については、委員長報告のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第70号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第71号新庄市介護保険条例の一部

を改正する条例について質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第71号新庄市介護保険条例の一部を改正

する条例については、委員長報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第71号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第72号新庄市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例について質

疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第72号新庄市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例については、委員

長報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第72号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第73号新庄市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第73号新庄市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例については、委員長報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第73号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第74号新庄市放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例について質疑に入ります。

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第74号新庄市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例については、委員長報告のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第74号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第75号新庄市国民健康保険条例の

一部を改正する条例について質疑に入ります。

質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 傷病手当金支給の対象

と財源についてなんですが、傷病手当金支給の

対象について、５月25日付の商工新聞では「岐

阜県飛騨市、鳥取県岩美町が事業者も傷病手当

金を支給すると決定した」とのことでした。財

源については、地方創生臨時特別交付金で、地

方がコロナ対応に使える財源ということになり

ます。自治体の上乗せで対象の拡大は可能では

ないかというような質疑はなかったでしょうか。 

今田浩徳産業厚生常任委員長 議長、今田浩徳。 

下山准一議長 産業厚生常任委員長今田浩徳君。 

今田浩徳産業厚生常任委員長 そのような質問は

委員会の中では出ませんでした。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） このたびの傷病手当金

の支給については前進だと思います。しかし、

多くの事業者が該当しないというのは残念な内

容ですので、今後常任委員会においてそういっ

た改正もするよう努めていく考えがないか、あ

るいはそういったことも必要ではないかと思い

ますが、どうでしょうか。 

今田浩徳産業厚生常任委員長 議長、今田浩徳。 

下山准一議長 産業厚生常任委員長今田浩徳君。 

今田浩徳産業厚生常任委員長 常任委員会での回

答の範囲ではないと思いますので、お答えは控

えさせていただきます。 

下山准一議長 よろしいですか。ほかにありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第75号新庄市国民健康保険条例の一部を

改正する条例については、委員長報告のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第75号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第76号新庄市後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例について質疑に

入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第76号新庄市後期高齢者医療に関する条

例の一部を改正する条例については、委員長報

告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第76号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 

 

日程第１１議案第３８号令和２年

度新庄市一般会計補正予算（第３

号） 

 

 

下山准一議長 次に、日程第11議案第38号令和２

年度新庄市一般会計補正予算（第３号）を議題

といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） ８ページの18款ふるさ

と納税寄附金、これの理由といいますか、内容、

企業によるふるさと納税も想定されているのか、

お願いします。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

下山准一議長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 ふるさと納税の状況とい

うことでしたので、そちらについて御説明申し

上げます。 

  ６月に入りまして緊急事態宣言が解除されて

きているところでございますけれども、ふるさ

と納税の寄附はいまだに、新しい生活様式の影

響を受けているのか、今も伸びを示していると

ころでございます。 

  ４月は寄附件数が１万3,901件、寄附額とし

て１億4,266万2,000円、５月は寄附件数が１万

868件、寄附総額１億1,352万円ということで、

２か月で２億5,000万円を突破するということ

で、現予算の合計の５割を突破しているという

状況でございます。 

  なお、６月に入りましても、おとといまでの

直近の分を御報告させていただきますけれども、

寄附件数で4,574件、寄附金額として4,696万円

ということで、１日平均で276万円という状況

になっておりまして、総合計で３億314万2,000

円ということで、現予算の６割を超えていると

いう伸びを示しているところでございます。 

  今後も、解除の方向でいろいろ世の中が動い

ているんですけれども、新しい生活様式という

形で盛んにうたわれて、リモートによる仕事な

ど推進ということもございまして、既に現予算

の６割を超えているということでございますの

で、今後年度末まで伸びがどのような形で、鈍

化するのか、また第２波で伸びるのか分かりま

せんけれども、そういうことから、返礼品や送

料などに的確に対応できるように今回４億円を

補正させていただくものになります。 

下山准一議長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 なお、この内容につきま

しては、企業版のふるさと納税は入ってござい

ません。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 新庄市では企業版のふ

るさと納税は入れる予定はないということなん

でしょうか、それとも予定しているということ

なのでしょうか。というのは、企業による自治

体への寄附は経費ではないかなと判断されるの

ではないかなと思います。 

  寄附とは金銭や資産の見返りを求めずに相手

に贈与すること、これが本来寄附です。これに

ふるさと納税の場合は国の制度がありまして、
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様々個人に返礼なども許されることになります

が、それは新庄市にとってはありがたいものな

ので、私は否定できないなと思っております。 

  しかし、企業による寄附になりますと、本来

寄附というのは先ほど言ったように見返りを求

めないものなので、取引先による贈与は本当は

接待交際費に該当するようにも思いますので、

これは受けないというふうにしたほうがいいん

じゃないかなと思うんですが、その点もどうで

しょうか。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

下山准一議長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 現在、新庄市には企業の

ほうからそういったふるさと納税の申込みはな

いということでございます、これまでもなかっ

たということで。企業版のふるさと納税ですか

ら、していただけるとなると企業の考え方で、

こちらから強要するものではないと認識してお

ります。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 今のところはふるさと

納税についての企業からの申込みはないという

お答えをいただきました。 

  そのほかに、ふるさと納税ではないんですけ

れども、企業などから新庄市への寄附あったよ

うな気もしますが、こういう寄附を受けるかど

うかについて、私は取引関係がある、新庄市と

公共事業の請負などをさせているなど公共事業

で、我々のお金で、税金で、なるべく節約して

やらねばならないのが税金の使い方であります

が、それを請ける方で仕事をやっている取引先

になる企業からの寄附というのは、私は癒着に

つながるのではないかという心配があるんです

が、そういった考えはないか、どうでしょうか。 

下山准一議長 佐藤悦子さん、このたびの補正予

算に関連がございませんので、答弁は控えさせ

ていただきます。 

  ほかにありませんか。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 私から二、三お聞きし

ます。 

  財政調整基金の繰入れ、計上していますけれ

ども、財政出動によって財政調整基金の出費が

あると思うんだけれども、今の場合で真水の調

整基金の残高はどのぐらいかなという点と。 

  あともう一つは、新庄市出身者の応援給付基

金1,500万円何がしのお金をするという趣旨は、

私も反対するものでない、ここに行くまでのプ

ロセスですね、プロセス、お聞きします。 

  あと、13ページも含めて、小中学校、義務教

育学校のコンピューターの件なんですけれども、

最初はコロナ禍によって急激に進んだわけです、

政府の金が。本当は令和５年までに新庄市では

整備するよというような、私の３月の一般質問

させてもらったとき答弁いただいたんだけれど

も、それが前倒しになったと。これは当市だけ

でなくて、全国的に進むんですね、政府の命で。

果たして全国で、端末の機械なんか全国的に発

注されて、本当に年度内までに生徒１人当たり

に施されるのかなと。あと、今の先生方、何も

かにも大変負担なんじゃないかなと。これを指

導するような加配の先生と申しますか、そうい

ったことも差し上げないと非常に現場が大変じ

ゃないかなという思いがするんです。 

  それらのことをどういうふうに教育委員会で

はお考えになって、どのぐらいのめどで端末を

生徒１人当たりに配置して実施できるのかなと

いうようなお考えを一つお聞きしたいと思いま

す。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 最初の財政調整基金からの繰

入れについての御質問でございます。 

  令和元年度の決算額の確認作業、最終確認、
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現在行っているところでございますが、令和元

年度末での決算見込額としまして21億3,900万

円ほどになるという状況でございます。 

  今年度の当初予算で繰入額３億1,000万円計

上しておりますので、これを除きますと約18億

2,900万円ということになるわけでございます

が、４月から６月までのコロナウイルスの対策

経費としまして約５億円ほど取り崩しておりま

すので、６月補正後の残高ということになりま

すけれども、13億2,800万円ほどになると見込

んでございます。以上です。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

下山准一議長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 市出身学生応援給付金支

給事業のプロセスというか、考え方を御説明さ

せていただきたいと思います。 

  新型コロナウイルスの感染拡大に伴いまして、

やはり学生たち、４月５月、自粛もしくは帰省

もできない、アルバイトもできないということ

で、生活費が結構大変だったのかなということ

で、学生生活の実態調査で調べますと、生協の

調べですけれども、食費的に２万7,000円、な

おかつ今回、外に出られなかったということで、

特に光熱水費等が少し自宅にいる分かかってい

るのではないかなということもありまして、そ

うした生活費の一部として市から市出身の学生

の皆さんに支援したいという考え方の下に今回

応援給付金という制度を設定させていただいた

ということでございます。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 私からは、13

ページ、12ページ後半からの小中学校の全員の

コンピューター整備、本当に今年度中にそろう

のかというお話でございます。 

  実際にその辺のところ私も心配しているとこ

ろではあるんですが、どうも世の中の動きとし

て各メーカーでのシェア争いが熾烈になってき

ているようでありまして、うちにも売り込みで

あるとか各メーカーからの売り込み合戦がかな

り来ているという状況にございます。心配な状

況ではございますが、全国的に全部動いている

ような状況でございますので、ただメーカーが

そういう形で売り込みに走っている状況の中で、

何とか間に合ってくれるのではないかなと考え

ております。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 児童生徒１人ずつへの端

末の配置については、コロナ対策ということと

も関連すると思うんですが、これにつきまして

はこのたび専門的なところで様々な学習指導員

とかそれから教職員の加配ということで国の措

置がありますので、今後要望してまいりたいと

思っております。 

  また、このたび研修会も予定しておりまして、

６月については、これは端末とはまた別なんで

すが、コンピューター関係の内容ということで、

東北情報センターのお力をお借りしまして教職

員に研修会を計画しています。今後そういうも

のを各校内でも行いまして、一人一人の資質向

上を図っていきたいなと思っております。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 財政調整基金は、これ

は見通しだから確定でないと思うんだけれども、

今後、大きな２波３波来て、財政出動を考えら

れるかそれは分からないけれども、今のところ

は着手としては財政調整基金が13億円を見込ん

で市政運営を行っておるというような考えでよ

ろしいですか。どこも持ち出しで大変だなと思

うんだけれども、やはり思い切った財政出動を

しないと地域経済が疲弊する、大胆なことをや

るときは思い切ってやっていただきたいなと思
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うところであります。 

  あと、学生の応援、支援、とてもいい制度だ

と思っております、1,500万円。 

  米が伸びて、ふるさと納税が伸びているとい

うような経緯だと思うんですけれども、だった

ら米とか餅とかそばとか、今旬のサクランボを

詰め合わせて生活支援の応援をするようなお考

えはなかったのかなということなんです。そう

すると米も地元、そばも地元、例えば餅も真空

パックとかできる、サクランボも今シーズンだ。

そうすることによって、送料と例えば頼む業者

の手数料は引かれますけれども、ここの地域の

経済に残るはずなんですね。お金やるのは、大

変もらうほうはありがたいし、便利性はあるん

だけれども、この地域全体、幾らでもそういっ

たことでするような、優秀な職員の方々がそろ

っている中でそういうお考えはなかったのかな

という気がしてならないんです。これやるにし

ても誰にどうやって聞くかということ、大変な

作業だと伺っていますけれども、もう少し自分

ところのほうに金が残って、そして学生も喜ば

れるような政策はなかったのかなと思います。 

  あと、コンピューターは大変進んで、いいわ

けですので、ぜひとも現在の先生方の指導も含

めて、加配も指導していただいて、この加配は

国からお金来ると思うんですけれども、そのお

金を利用してできるはずではないでしょうかね。

その辺もう一回お伺いいたします。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

下山准一議長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 ただいま小嶋議員から御

質問いただいた点、確かに本当に地元の物を贈

るということも大変参考になるなと思って意見

聞かせていただきました。今後参考にさせてい

ただければなと思います。 

  なお１点、今回の新庄市応援給付金事業で１

点だけ、皆様に全戸配布するので分かっていた

だけるかなと思いますけれども、今回この給付

金につきましては初めて申請という形で各大学

や専門学校の皆さんから申請いただくんですけ

れども、それに併せて、同意をいただきまして、

その学生には地元の企業の情報とか就職に役立

つような情報も後でお届けしますという形で、

もう一つ、給付金の裏側でそういった今までな

かなかこちらから出ていった学生に地元の企業

の情報、就活情報などを提供できなかった部分、

そちらもやりたいというもう一つの趣旨もあり

ましたので、小嶋議員の御意見、大変参考にさ

せていただきますけれども、今回の事業のもう

一つそういったこともやっているということを

御理解いただければなと思います。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 このたびのコロナウイル

ス感染症の対策ということで、国から示されて

いるのは教員の加配、それから学習指導員、ほ

かにスクール・サポート・スタッフということ

で、特にコンピューターの専門的なということ

も含みますが、学校全体の教職員の支援という

ことで措置されておりますので、これは県が３

分の２負担ということで、これから大きく決ま

ってくると思いますので、要望はそのあたりで

していきたいと考えております。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） ぜひひとつよろしくお

願いしたいと思います。 

  渡辺課長、私の意見、参考でなくて、俺聞い

ったのは、そういうことを課内で検討なさった

か、なさんねがったかなということをお尋ねし

たかったんです。それで、せっかくお金やって、

はい、いかがかと、お金やった方に、逆にです

ね、お金もらっていがったか悪かったか、どげ

だがという、逆にフィードバックのような、新

庄の思いがどうだったかとか、そういったこと

のフィードバックするような、企業のあれも、
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いいことおっしゃって、よかったなと思うんだ

けれども、さらにそういったことは考えられな

いか、考えているか、せっかくお金をやるんだ

ったら、国の補助金もなくて、おらだぢの自治

体のお金だからね、そういう方法も、どげだべ

な、お願いします。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

下山准一議長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 大変失礼いたしました。 

  先ほど小嶋議員からおっしゃられた農産物等

地元の物というのも総合政策課としては検討し

たんですけれども、今回、先ほど申しましたよ

うに、学生の生活支援の部分ではこちらを選択

させていただいたということでぜひ御理解いた

だきたいと思います。 

  あともう１点、せっかく御発言いただきまし

たので、これも御紹介になりますけれども、申

請書を送る際には、この制度、市外に出ている

学生から意見をもらう欄も作ってございますの

で、ぜひ市外へ出ていった学生たちから意見を

書いていただければなと、そういうところもこ

ちらで考えて送ってやる予定にしていますので、

ぜひ御理解いただきたいと思います。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１１時００分 休憩 

     午前１１時０９分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） 私からは２点ほどお尋

ねしたいと思います。 

  ７ページの４目農林水産業費県補助金の内容

の中で、１節農業費補助金の一番下にあります

イノシシ等鳥獣被害の補助金のことなんですけ

れども、最近、熊の被害がすごく多いですよね。

山形県以外にもかなりあちらこちらで熊の被害

が多いと思っております。この補助金の内容に

ついてもお聞きしたいのですけれども、方向性

として、イノシシだけじゃなく、いろいろな鳥

獣被害あると思うんですけれども、その内容に

ついて、足りなくないのかなと思ったりしてお

りますので、この内容についてぜひともお伺い

したいです。 

  ２点目なんですけれども、11ページの商工費

の企業誘致費ということで18節負担金、補助及

び交付金と書いてあるところなんですけれども、

市の人口減少問題を考える上で雇用対策って大

変大切だと思うんですよ。それで、その内容の

この点について企業誘致どう考えていらっしゃ

るのか、市または課としての方向性をぜひとも

お聞かせください。 

  以上２点、よろしくお願いします。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

下山准一議長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 それでは、農林予算の中のイ

ノシシ等鳥獣被害緊急対策事業費県補助金の内

容につきましてですけれども、これにつきまし

ては、くくりわな、または安全のための射撃技

能訓練という項目がございまして、この12万円

につきましては安全のための射撃技能訓練に充

ててくださいということでございます。例年40

名の方が射撃訓練に参加をして、まず安全を確

保していただくという考えで、県から10分の10、

このたび内示を受けましたので予算化をさせて

いただきました。 

  郡内の被害ということなんですけれども、ま

ず今年度、令和元年11月、それから令和２年３

月なんですけれども、イノシシ、くくりわなで

１頭ずつ捕獲をしているということでございま

す。雪が少なかったものですから、被害大変心

配されたわけですけれども、今年度につきまし

ては芦沢におきましてジャガイモが40キロほど
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被害を受けたということで連絡を受けておりま

すけれども、その他イノシシの出没、鹿の出没

ということで、そのたびに追い払いということ

でやっておりますけれども、実際被害というも

のは確認されていないところでございます。ま

た、熊につきましては、今年度まだ報告を受け

ていないということでございますけれども、定

期的なパトロール、山屋、休場、芦沢、陣峰市

民の森等、定期的なパトロールをしつつ安全の

確保に努めていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

下山准一議長 商工観光課長柏倉敏彦君。 

柏倉敏彦商工観光課長 補正予算書11ページ、企

業誘致対策事業費の企業立地等雇用調整促進奨

励金についての御質問でございました。 

  こちらにつきましては、１年以上の新規の雇

用、市内の方を雇用した会社、事業者に、設備

投資と併せて新たな雇用をされた方、事業者に

奨励金を贈っているものでございますけれども、

今回の補正予算では１社になります。これ８名

の新規雇用がなされたということで奨励金を支

出するものでございますが、市といたしまして

も新たな雇用を創出するということ、それから

工業団地の空き状況もだんだん少なくなってき

ていることもありますので、今後そちらの拡充、

新たな工場の誘致をする際にはそちらのほうど

うしても必要になってくるということでありま

すので、長期的に考えながら進めていくべきだ

ろうと考えております。以上です。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） 再度お伺いします。 

  最初の熊対策についてなんですけれども、猟

友会の方たちも高齢化が進んでいるという話を

お聞きしております。若手の人でそういうこと

に興味あってやってくださる方もありがたいな

と思うんですけれども、そういうことについて

はどのようにお考えなのかを再度お伺いします。 

  それと、工業団地のことなんですけれども、

新規にそういうことに興味を持って問い合わせ

てくださる会社はどの程度いらっしゃるのか、

それから工業団地の今後の予定というのはある

程度計画として進められているのかということ

を再度お聞きしたいです。 

  よろしくお願いします。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

下山准一議長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 猟友会の皆様には大変難儀を

かけてパトロールしていただいているところで

ございますけれども、おっしゃるように高齢化

は進んでおりまして、ただ県外から、仙台から

ですか、この間も猟友会に入りたいという形で、

本当に興味があるというか、ただやろうという

ことではなくて、本当に興味のある方しかなか

なか一緒に猟友会に入っていただいて活動して

いただくというまでには至っていないようでご

ざいます。以上でございます。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

下山准一議長 商工観光課長柏倉敏彦君。 

柏倉敏彦商工観光課長 工業団地への問合せとい

うことでございますので、年間数社ほどござい

ます。ただし、議員も御存じかと思いますけれ

ども、工業団地の残りの区画が数少ないという

ことで、なかなか苦慮しているという状況があ

りますので、課内でもそちらは問合せがあって

も売る場所がないということも危惧しておりま

して、今後そちらの造成とかも計画的に進めな

がら、市としてどうしていったらいいのかとい

うことも調整しながらしていかなければならな

いのかなと考えてございます。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） 一般質問でもさせてい

ただいた内容だと思うんですけれども、このコ

ロナ禍で、やはり新庄に戻っていきたいとかそ
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う考えていらっしゃる方たちのためにも、ぜひ

とも工業団地造成していただいて、少しでも会

社が広がりを持ってやっていただけたらいいな

と思っております。 

  また、熊対策についてなんですけれども、今、

都会ではジビエってすごくはやっているんです

よね。なので、そういうところからも何か興味

を持ってくださる方がいたらいいなと思ってお

ります。まだまだ新庄ではジビエという感じの

おしゃれな感じではなくて、熊肉という感じな

んでしょうけれども、そういうことに興味を持

ってくださっている方が仙台から来ていただい

たらありがたいなと思っていますので、今後と

もどうぞよろしくお願いします。以上です。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） それでは、補正予算書

14ページになります。 

  10款５項３目公民館費、こちらについて八向

地区公民館費、耐震診断業務委託料とついてお

ります。八向地区公民館においては築50年以上

過ぎており、かなり古くなっているなと思いま

す。その中において、私たち議会では、去年で

すか、６月の一般質問において教育長から「平

成30年度におきましては本合海地区については

二度の豪雨によって、あそこで改築することは

できない、建築現場については再度見直すこと

とした」となっております。そしてまた、私た

ちが行っている議会報告会におきましては、そ

の回答を今年２月14日にいただきまして、そこ

においては「本合海地区内に他の市有地におい

て公民館を移設できないか、そしてまた地元区

長等皆さんとの話合いの場を設けながら検討を

進めているところ」と回答しております。その

ような回答をしていただいておりまして、私た

ち常任委員会にも説明がなく今回このような耐

震化を進めることにつきましては、非常に私た

ちは困っております。要は、あそこにはもう建

てない、耐震化をするということは必ず結果が

出ますね、建て直すか、あと使わない。そこら

辺も含めまして、なぜこのような、議会にも説

明せずに八向地区公民館の耐震診断をなさなけ

ればならなかったのかを一つお聞きしたいと思

います。 

  また、公民館というのは皆さんが集まる場所

でしょうから、公民館を建てるのが目的ではご

ざいませんよね。あくまでも皆さんが集まる場

所ですので、もし使わなければ、他の場所も使

えるということも逆に市から提供していただい

て、あくまでも建てるのではなくて、集まる場

所を提供するということをしていくのが市の本

来の役割ではなかったでしょうか。 

  その２点についてお伺いしたいと思います。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 このたびは八向地区公民

館の耐震診断実施の業務委託料を計上するに当

たりまして、議員の皆様に事前に地区公民館の

設置に向けた地区との協議などを今現状のとこ

ろ説明していない中で予算案を計上させていた

だきましたこと、申し訳ございませんでした。

まずもっておわび申し上げます。 

  これまで八向地区の皆様とは地区公民館とし

ての設置場所や施設の運営方法など、地区の皆

様の利便性や市の公共性を考え、また市の財政

状況を御理解いただきながら様々な協議を進め

てまいったところでございます。そのような中

におきましても、現段階におきまして地区との

調整にもうしばらく時間がかかるため、当面の

間、現地区公民館、八向地区公民館を地区公民

館として使用していただくしかなくて、施設と

して使用するためには、この施設に限らず市の

施設として使用していただく上では耐震状況を

把握させていただいた上、必要な措置を講じる

必要があるということで、今議会におきまして
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補正予算として予算案を計上させていただいた

ところでございます。 

  また、建てるのが目的ではないということで

ございますけれども、やはり地区公民館といた

しましては、教育の場、地域の方々の教育の場

といたしまして生涯学習の活動の場でございま

すので、その場としてそれぞれの地区の公民館

を市として設けさせていただいて、地区の方々

で御利用いただきたいと思っているところでご

ざいます。以上でございます。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） 説明がなければ、私た

ち議会としては昨年６月の一般質問においてや

ったものが最終判断の基になっております。そ

れに基づいてやったのであれば分かるのですが、

今回はそれと真逆ですよね。市の対策としてで

も、あそこは耐震化を行わない、要は解体をす

るということで話が進んでいたので、それと矛

盾が生じるわけですね。その矛盾を解消するた

めにも常任委員会にでも少しお話があれば分か

るのですが、何もなく今回、しかも補正ですよ

ね、上がってくるのはいささか時期尚早ではな

いでしょうか。 

  また、地域の方々ともお話をされているとい

うことだったんですが、私たちとすれば児童館

のほうに併設なのかなと思っていましたが、今

回の話では本合海小学校にもお話が行っている

ということでしょうし、そこら辺のお話合いは

どうするのか。特に本合海の方とか、地域コミ

ュニティーですから、あそこの方の全体の意見

がどのようになっているかも私たち知らないわ

けですよね。 

  そこを踏まえまして、ここはもう一度考え直

す必要がある、考え直すことができないのでし

ょうか。もし安全性が担保できなければ他のと

ころを使ってもよろしいでしょうし、特に地区

公民館ですから、別に本合海でなくても他の場

所も借りることもできると思うんですけれども、

しばらくの間というか、当面、しばらくの間と

なっていますので、そこら辺の考え方をもう少

し整理されてはいかがでしょうか、よろしくお

願いします。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 当初、耐震化の実施計画、

平成23年当時、市では耐震の実施計画の中で八

向地区公民館は耐震改修をせずに更新を早急に

図っていくという方向で示させていただいたと

ころでございますけれども、近年の自然災害、

地震や水害などの状況を考えまして、施設の利

用者のための安心安全を図るためには現施設を

使っていただくしかないと、地区との協議がも

うちょっと時間かかる中で。また、地区の方々

のお話でも、どうしても歩いて行けるような場

所といたしまして今の現地を使っていただく、

当面の間、使っていただくというふうに考えて

いるところでございます。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） 皆さんの安心安全を考

えるならば、逆に耐震をやっていないあそこを

使うべきではないですよね。また、平成30年、

２年前も豪雨災害によってあそこは危ないと言

われれば、逆にここは市としてはしっかりと、

今回は休館という形にさせていただいて、他の

地区を使っていただく、その使っていく間に本

合海小学校の利用や児童館の利用を逆にこちら

からいろいろ提案させていただき、考えたほう

が皆さんの安心安全を考える上では非常に重要

だと私は思います。ですから、ここで30万円を

つけるのではなくて、そういうお話合いをしっ

かりとしてから予算計上したほうがよかったと

私は思うんですが、今後八向地区公民館につい

てもそのような考えを進めていただきたいと思

うんですが、いかがでしょうか。 
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渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 議員のおっしゃるとおり、

安全安心を図るということでございますけれど

も、その安心安全を図るためにも今回耐震診断

をさせていただいて、今の八向地区公民館の状

況を把握したいと考えているところでございま

す。御理解のほどよろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 この問題につきましては、平成８

年から続いてきた問題であります。何とか私の

時代に住民に迷惑をかけずに進めたいというこ

とで、平成23年、24年あたり建て替えという方

向を出させていただき、どこに建てるかという

ことが一番大きな問題だったわけでありますが、

教育委員会と話しながら地元の皆さんの話をず

っと重ねてきたところであります。一昨年には

建てるという方向で進めたわけでありますけれ

ども、災害等が連続して続いたということもあ

り、これは急がなくちゃいけないということで、

担当課としては地元と十二分に様々な話をして

きたところであります。 

  この間、数年たつ中で、非常に社会変化とい

いますか、また子供たちの数だとか、皆さん御

存じのとおり減ってきているのではないかとか、

あそこは要らないんじゃないかとか、そういう

話も十二分にお聞きしているところであります。 

  今回、診断する、議会に相談なかったという

ことに対しては改めておわび申し上げますが、

しかし今本当に震災がいつやってくるか分から

ない、これからまた豪雨が来るかもしれないと

いったときに、診断もせずに今まで使わせてき

たということも大きな反省の一つであります。

今ここで診断をせずに事故が起きたときの瑕疵

はどこにあるのかとなった場合には新庄市に瑕

疵が出てくるわけであります。今回診断し、あ

そこは建てられませんよという結論が出れば、

先ほど議員がおっしゃったような形で別の施設

を市民の皆さんに、八向地区の皆さんに提供せ

ざるを得ない。その確定のためにも急がなけれ

ばならないというのが現状であります。 

  委員会にかけなかったというような様々ござ

いますけれども、またこの間４月と３月以降の

間におきましてはコロナにおいてなかなか皆さ

んと相談する機会もないというようなことで、

今回の急な結果になったと。大変申し訳なく思

っているところであります。 

  しかし、このままでは、今のところ地区公民

館という使い方がございますので、ここでもし

災害が起きた場合、それでまたあそこの中でど

なたかが障害あるいは負傷が起きたときには、

先ほど申し上げましたように市の瑕疵が問われ

る、これは緊急事態であると私が判断したとこ

ろであります。 

  これが結果的に診断でもう使えませんよとな

れば、先ほど言ったように閉鎖という判断にな

ろうかと思います。それにつきましては何らか

の施設の提供、議員のおっしゃるとおりそのよ

うな形になるだろうと。それによって改めてこ

の施設の建て替えあるいは運営等については議

会の皆さんと相談していかなければならないと

いうことかなと思っているところであります。 

  そういう意味で、今回は緊急を要するという

私の判断で診断だけはさせていただきたいと、

今回の補正に上げたと。相談がなかったと言わ

れればそのとおりでありますので、あとは議員

の皆さんの御判断によるかなと。 

  私からの説明は以上とさせていただきます。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） それでは、私も14ペー

ジの八向地区公民館の耐震診断の委託料につい

てお聞きしたいと思います。 

  今、佐藤議員の質問にもあったんですけれど
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も、それに対して市長からあのような答弁があ

れば、前もって我々にどうして原課に指示出さ

なかったのかと不思議であります。しかし、私

は執行部を信頼して質問するわけでございます

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、最初に財政課長にお聞きしたいと

思います。 

  通常６月定例会に計上される補正予算は、私

から言うまでもなく、主に国・県の補助金の確

定に伴う財源の振替、また当初予算で見送られ

た事業を盛ることが多いと認識しておりますけ

れども、市長が「緊急性のある」という言葉を

使いましたけれども、本当に、財政課長お聞き

します、今回の６月補正予算に上げるくらい、

庁内でどのくらい検討なされ、緊急性の高い予

算計上であったのか、まずお聞きします。 

  また、次に、我々議員は、議会は年２回の議

会報告会をやっております。そういう中で、

我々議会も八向地区の皆様方のあの公民館の建

物の必要性を訴えられております。そして、地

区住民の長い願いだったと私は思っております。 

  そういう中で、この議場においても、前議員

でありました清水議員の一般質問や昨年６月定

例会の地元出身の八鍬議員の一般質問に対し、

ここに会議録もありますけれども、答弁された

高野教育長は具体的な場所を示し、そして改築

の方向づけを我々議会に示してくれました。本

当に質問された八鍬議員もその改築に向けた答

弁に対し感謝を申し上げ、我々議員も理解を示

したところであります。 

  そういう中で、都市整備課長にお聞きするわ

けでございますけれども、佐藤議員も言いまし

たけれども、あの建物は昭和40年に建築され、

55年が過ぎているわけでございます。そういう

中で、先ほど市長も言いましたけれども、新庄

市施設耐震化実施計画では「八向地区公民館の

改築は不要であり、施設更新を検討」と記して

おります。また、その後の新庄市公共施設最適

化・長寿命化計画にも同じように示されていま

す。そういう中で、専門的な見地からあの築55

年が経過した八向地区公民館の方向性の見えな

い耐震化調査が今になって必要であるのか、そ

の点についてお聞きしたいと思うわけでござい

ます。 

  最後に、社会教育課長にお聞きするわけでご

ざいますけれども、先ほど佐藤議員もおっしゃ

いましたけれども、何の我々議会に、昨年の八

鍬議員の一般質問の答弁が我々議員は全てだっ

たと認識しております。そういう中で、市長が

いろいろ申し上げましたけれども、執行部、議

会が、瑕疵云々以前のこれ問題と私は思います。

先の見えない補正予算を計上すれば、我々議会

としても改めて執行部との間に溝ができるのは

私は当たり前じゃないかと思っております。昨

年の６月定例会以降いろいろな事情が変わった

とすれば、議会に、これからも遅くはありませ

んので、そういう説明をしながら、新たな八向

地区公民館の改築に向けて、執行部、我々議会

が私は話し合う余地があるのではないかと思う

んですけれども、まず３課長にお聞きしたいと

思います。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 最初の補正予算の編成につい

ての御質問でございます。 

  議員おっしゃるとおり、補正予算につきまし

ては緊急性の高いものですとか当初予算に盛れ

なかったものを計上するということが基本でご

ざいます。 

  このたびの補正予算につきましては、担当課

の予算要求を受けまして、私どもでも、施設の

安全性を確認する上で必要不可欠であるという

説明がありましたので、必要な経費であるとい

う判断の下でこのたびの６月補正に計上させて

いただいたものでございます。 

  以上でございます。 
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長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 建設から55年を経過した

八向地区公民館の活用に向けての今現在での耐

震診断の必要性ということでの御質問をいただ

いたところです。 

  新庄市の市有施設の耐震化計画につきまして

は、平成23年度に策定させていただきまして、

こちらについては当時担当している課からの意

見、また建物の状況などから施設の更新をする

ために耐震診断を当時行わないということでの

計画を行ってきたところでございます。それか

ら数年たっておりますが、55年経過した木造建

築物においての耐震診断の必要性ということで

ございますが、年次を超えた建物でありまして、

耐震性能の有無については診断をする必要があ

るということで、してみないと分からない部分

もございますので、耐震性の有無の判断をこれ

からするということであれば、することも必要

な部分かもしれません。そちらについては診断

の結果に基づいて判断すべきものということと

考えているところでございます。以上です。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 確かに議員のおっしゃる

ような形で、今回の補正予算を計上する前に、

昨年６月から全く、八向地区公民館の移設とい

うか、設置につきましては何ら議会に説明して

いなかったことにつきまして、大変申し訳ござ

いませんでした。 

  ここは二十数年来の市にとっても大事な事業

でございますので、そのことにつきましては議

会にも説明させていただきながら、地区との協

議の状況や進捗状況をいろいろ御説明させてい

ただいた上で進めていきたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） 今、財政課長が、市長

も先ほど言ったんですけれども、緊急性の高い

補正予算であるということ、だからこそ６月定

例会に計上したというお話ですけれども、であ

れば、当初予算にどうして盛ることができなか

ったのか。盛ったけれども財政サイドで、蹴ら

れたという言葉は悪いですけれども、外された

のか、その辺が、それは大事だと思うんですよ。

１年間あったんですよ、去年の６月定例会から

今日まで。誰だって、あの建物は55年もたって

いるんだから、どう変わっても不思議ではあり

ませんよ。私言うのは、そういう耐震化の計画

なり長寿命化の計画なり我々議会に説明して、

あの公民館は耐震化の診断はしませんよ、そう

言って我々議会に説明をしてきたわけでござい

ますので、変わったとすれば、私は当初予算に

上げてもらって、我々と議論していただければ

本当にありがたかったなという思いであります。 

  もう１点は、我々議会に、2018年９月の総務

文教委員会に、八向地区の改築についてという

経過とか方向性、そしてここに平面図までつけ

て我々議会に示しております。そして、予算の

四千三百何十万という予算規模まで書いて当時

の総務文教常任委員会に提示しているわけでご

ざいますけれども、それらの整合性についてど

う考えているのか。先ほど、何回も言いますけ

れども、今しなければ、何かあった場合、新庄

市、議会とは言いませんけれども、我々に瑕疵

が生じると言いましたけれども、じゃこういう

我々議会に示したものの整合性は一体どうなの

か。 

  去年の段階で、６月定例会の八鍬議員の質問

に対し高野教育長は、３年前のああいう水害を

踏まえ、あそこでは危ないんだと、じゃ高台に

場所を移し、そして児童館に併設という感じで

改築したいという答弁を我々議会では受けてい

るわけですよ。何回も言いますけれども、昨年

６月定例会の一般質問の高野教育長の答弁が私
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は全てであると思って、我々、それは議員もそ

うだと思いますけれども、信じてきたわけです

よ。そんなに緊急性のある事案であれば、どう

してもっともっと前に常任委員会に話をしても

らい、そして全員協議会なりそれなりに話をし、

当初予算であれ、今回は６月定例会で補正予算

に上がったんですけれども、どうして我々議会

を信頼してもらえないのかなという思いであり

ます。そして、去年の６月定例会の八鍬議員の

一般質問に対しての答弁に対し、先ほど言いま

したけれども、質問なされた八鍬議員も感謝を

申し上げているんですよ。じゃ地元出身の八鍬

議員の理解を得られたんですか。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 まず2018年９月の総務文

教常任委員会におきまして御説明申し上げたも

のにつきましては、当初コミュニティ事業とい

う宝くじの事業を活用して公民館を建てること

はできないかということがございまして、財源

的な確保のためにそれを活用することができな

いかということで、その申請に当たりましてそ

の方向性を地区と協議した上で、ある程度合意

をもらったものですから、委員会に御説明申し

上げたところでございます。 

  ただ、この地域コミュニティ助成事業につき

ましては採択ならなかったというか、採択要件

が合わず、事業とすることが採択できませんで

したので、改めて市の財源を基に財源確保を検

討しながら現在の場所に地区公民館を建てると

いう方向で当時は考えておりました。 

  その後、2019年８月の水害というか、そのよ

うなことがありまして、今の地区公民館の場所

には建てることができないということが起きて

きました。そのようなことを地区とは、地区の

方々といろいろ御説明しながら協議をしており

ましたけれども、八向地区公民館としての設置

場所についてはまだ全然進んでいない状況があ

ったものですから、その部分で議会への御説明

が遅くなっているというか、進捗状況は常にこ

ういう状況であるということを御説明申し上げ

て進めていけばよかったんでしょうけれども、

そこの部分につきましてはまだ一向にこの場所

にする方向でいきたいというものが決まってな

かったというか、地区の方々との協議の上でな

かなか進んでいない部分があったものですから、

議会にも御説明できない部分があったのかと思

っております。 

  今後、地区との協議もさらに進めてまいりま

すので、その中で議会にもその結果につきまし

ては説明していきながら、地区公民館の設置に

向けて検討していきたいと思っておりますので、

よろしくお願いします。 

  地区の方々に、当面の間、今の地区公民館を

使っていただきたいと、新たな地区公民館を設

置するに当たりまして、もうちょっと時間を頂

戴したいという御説明をしたときに、地区の八

鍬議員にはこういう方向で地区の方とお話しし

て、地区の方々に御了解いただきましたという

ことはお話しさせていただきました。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

８ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

８ 番（庄司里香議員） 動議、お願いします。

休憩をお願いします。 

下山准一議長 きちっと立って言ってください。 

８ 番（庄司里香議員） 動議をよろしくお願い

します。暫時休憩をよろしくお願いします。 

下山准一議長 ただいま庄司里香さんから暫時休

憩の動議が提出されました。この動議に賛成の

方、挙手願います。 

   （賛成者挙手） 

下山准一議長 この動議は所定の賛成者がおりま
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すので成立いたしました。 

  本動議を直ちに議題とし、採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本動議のとおり決定することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

本動議は可決されました。 

  これより暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時４９分 休憩 

     午前１１時５３分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ここで、議案第38号令和２年度新庄市一般会

計補正予算（第３号）について、修正動議が提

出されておりますので、ただいま事務局に写し

を配付させます。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時５４分 休憩 

     午前１１時５５分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  本修正動議は２人以上の発議者がおりますの

で、動議は成立いたします。よって、修正動議

を直ちに議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

９ 番（佐藤文一議員） 議長、佐藤文一。 

下山准一議長 佐藤文一君。 

   （９番佐藤文一議員登壇） 

９ 番（佐藤文一議員） それでは、議案第38号

令和２年度新庄市一般会計補正予算（第３号）

に対する修正動議。 

  上記の修正案を別紙のとおり地方自治法第

115条の３及び会議規則第17条の規定により提

出いたします。 

  提案理由、歳出10款教育費５項社会教育費３

目公民館費、地区公民館運営事業費、八向地区

公民館耐震診断業務委託料30万円を減額し、同

額を歳出14款予備費１項予備費１目予備費に設

置するものであります。 

  本議案の修正動議部分については、一般会計

補正予算審議で予算執行の妥当性を議論してま

いりました。これまで市教育委員会が議会に対

し当該公民館の基本的な考えを示したのは令和

元年６月定例会の一般質問における答弁であり

ます。その内容を要約しますと「平成30年の豪

雨災害を踏まえ、現八向地区公民館はこれまで

地区の方々との協議をしていた同敷地での地域

公民館としての改築を見直し、地区公民館とし

てより安全な場所として本合海児童センターへ

併設を検討する」とのことでした。 

  このたびの提出された案件は、基本的な八向

地区の生涯学習の拠点整備の計画が示されるこ

となく提出されており、また安全性が担保され

ていない現施設に貴重な公費を投入するもので

あり、投資効果は得られないと考えられる。 

  よって、別紙のとおり修正案を提出するもの

であります。 

  令和２年６月19日。 

  新庄市議会議長下山准一殿。 

  提出者、新庄市議会議員佐藤文一、山科春美、

庄司里香。以上でございます。 

下山准一議長 ただいまから午後１時まで休憩い

たします。 

 

     午前１１時５８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  先ほど説明のありました修正案に対する質疑

を行います。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） この提案理由の中で、
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本合海児童センターに併設を検討するという答

えだったということでありますが、これについ

ては執行部の方から説明をお聞きしたところに

よれば、本合海児童センターへの併設を検討し

て話合いしてみたけれども、子供が昼寝とか子

供の活動が妨げられてしまうので駄目なんじゃ

ないかという関係者からの話があったというこ

とで、これは検討はしたけれども駄目だったん

だと執行部の方にお聞きしたんですけれども、

そのことは執行部の、もう一つ、本合海小学校

ですか、そちらにもお聞きして検討したという

お話も伺ったし、そのことは提出者は説明を受

けていたんじゃないでしょうか。 

  それから、もう一つは、現在使っているわけ

です。その現在使っている場所を何も耐震診断

もなく、市長がさっきおっしゃっていましたけ

れども、もしも地震などで事故あった場合、耐

震診断もしてなかったのかとなるような気もす

るし、とにかく今使わなければいけないところ

であれば、より安全にしたほうがいいのかどう

なのか、耐震診断した結果、建設をもっと急が

ねばならないとかなるかもしれないし、そこら

辺は、今使っているところですから、より安全

な場所として使っていただくように考える調査

として私は必要なものでないかなと思うんです

が、提出者のお考えをお聞かせください。 

９ 番（佐藤文一議員） 議長、佐藤文一。 

下山准一議長 佐藤文一君。 

９ 番（佐藤文一議員） それでは、佐藤悦子議

員の質問に対しての答弁をさせていただきます。 

  最初に、その内容を把握していたんじゃない

かというお話ですけれども、そちらは私に関し

ては、議会初日、この補正予算が出るまでは聞

いておりません。 

  この修正動議に関しては、昨年６月の定例会

の一般質問においての答弁に対して、本合海児

童センターへの併設を検討し、地域の方々と協

議を進めていくという答弁に対して、その後、

約１年間、特に説明もなく、また水害被害を考

えると大変危険な場所と認識しているにもかか

わらず、その場所にある公民館の耐震診断業務

委託料という補正予算が組まれたことに対して

の動議であります。それ以上でもそれ以下でも

ありませんので、よろしく御理解のほどお願い

いたします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 提出者は、執行部から

の説明、検討した結果こうだったんだけどとい

うお話は、提出者はお聞きになっていないとい

うお話でした。               

              。       

                      

                      

                      

   。                  

                      

          。 

  私が聞いたところでは、本合海児童センター

併設を検討した結果の話、それから小学校を検

討した結果の話、そういう話も聞かせられ、ま

だ決まってなくて、当面、今活用されている施

設を使わざるを得ないと、そういう意味で、使

っている限り安全なように調査させていただき

たいというお話で、私はおおむね納得させてい

ただいておりますが、            

                      

              。 

９ 番（佐藤文一議員） 議長、佐藤文一。 

下山准一議長 佐藤文一君。 

９ 番（佐藤文一議員）            

    。 

                       

                   。 

          。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 
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下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 私は会派代表者会で議

長の招集に応じて参加しておりますが、そのよ

うな事実はないことを本会議でお話しされるの

は非常に遺憾であり、よって今の発言の取消し

を求めて、動議。 

下山准一議長 ただいま石川正志君より動議が提

出されました。その動議に対して賛同される方

の挙手をお願いいたします。 

   （賛成者挙手） 

下山准一議長 定数を超えておりますので、動議

は成立いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午後１時０６分 休憩 

     午後１時１１分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいま石川正志君から、佐藤悦子さんの発

言は不穏当と認められるから議長において発言

の取消しを言われましたので、私から、議長に

おいても不穏当と認めますから、発言の取消し

を命じます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 私の認識間違いであり

ましたので、その部分は削除させていただきた

いと思います。認識間違いだったようですので、

申し訳ありませんでした。 

下山准一議長 ただいま佐藤悦子さんより、質問

における発言の訂正並びに発言の取消しの申出

がありました。先ほどの佐藤悦子議員の発言に

おける訂正箇所については、議長においてこれ

を許可いたします。発言取消しの申出について

はこれを許可することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  それでは、続けて、佐藤悦子さん、３回目の

質問があればお願いします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 提出者から、執行部か

ら説明されてないと提出者からお聞きいたしま

した。私なりに説明をお聞きする機会がありま

して、お聞きしたところでは、本合海児童セン

ターへの併設を検討したんだけれども、なかな

か併設はできないんでないかと関係者から言わ

れたと。それから、小学校についても、やはり

小学校の子供の活動が最優先されるべきだとい

う学校側の意見があって、ここにも検討はして

みたけれども簡単ではなかった、そうだとなら

なかったということで、今のところ場所をどう

するということでなかなか決められないでいる

んだと、仕方ないので現在使っているところを

当面使わざるを得ないわけで、そういう中で、

使っているところでなるだけ、できれば、決ま

るまでなんですけれども、安全に使うためには

耐震診断しなくちゃいけないんじゃないかなと

考えているという説明を私はいただきました。

そういう意味では、そのとおりだろうなと私は

感じました。どうでしょうか、それについては。 

９ 番（佐藤文一議員） 議長、佐藤文一。 

下山准一議長 佐藤文一君。 

９ 番（佐藤文一議員） お答えさせていただき

ます。 

  先ほども申し上げましたとおり、決して、今

使えるか使えないかということに関して今申し

上げているのではありません。ただ、この６月

定例会の一般質問の答弁より、はっきり言って

しまえば、何も知らされていないまま、こちら

も地震というわけじゃなく、水害に対しての危

険区域という認識でお答えいただいたものに対

して、今この状況で補正が出されたということ

に対しての動議でございますので、よろしく御

理解お願いいたします。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより修正案に対する討論に入ります。た

だいまのところ討論の通告はありません。討論

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより修正案について採決いたします。 

  本案は電子表決システムにより行います。 

  議案第38号令和２年度新庄市一般会計補正予

算（第３号）の修正案について、賛成の諸君は

賛成のボタンを、反対の諸君は反対のボタンを

押してください。 

   （電子表決） 

下山准一議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 それでは締め切ります。 

  投票の結果は、賛成９票、反対２票、棄権５

票、賛成多数であります。よって、修正案は可

決されました。 

  次に、ただいま修正議決した部分を除く原案

について討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  修正議決した部分を除く議案第38号令和２年

度新庄市一般会計補正予算（第３号）について

は、原案のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

修正議決した部分を除く議案第38号は原案のと

おり可決されました。 

 

 

日程第１２議案第３９号令和２年

度新庄市国民健康保険事業特別会

計補正予算（第１号） 

 

 

下山准一議長 日程第12議案第39号令和２年度新

庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第39号令和２年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第39号は原案のとおり可決されました。 
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日程第１３議案第４０号令和２年

度新庄市水道事業会計補正予算

（第１号） 

 

 

下山准一議長 日程第13議案第40号令和２年度新

庄市水道事業会計補正予算（第１号）を議題と

いたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） ２点についてお尋ねし

ます。 

  １点目は、補正予算の第３条、資本的収入及

び支出の補正のうち過年度損益勘定留保資金３

億1,412万2,000円で補塡するとしていますが、

この金額を補塡した場合、留保資金の残額はど

のようになるか。 

  それから、２つ目は、２ページの泉田道路築

造関連工事負担金でありますが、新庄泉田道路

及び金山道路が順調に工事が進んでいることは

歓迎したいと思います。将来の東北中央自動車

道に係る水道の送水管または関連の水道管の工

事については、あとどのぐらい予定しているん

でしょうか。よろしくお願いします。 

荒澤精也上下水道課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 上下水道課長荒澤精也君。 

荒澤精也上下水道課長 ２点ございました。 

  過年度損益勘定留保資金３億1,412万2,000円

ということで、実際に過年度損益勘定留保資金

については５億8,760万円ほどございますので、

差し引きますと、これを使いますと２億7,300

万円ほどの手持ちという形になります。 

  また、泉田道路関連の今後の整備の部分でと

いうお話でございました。今回補正させていた

だくところについては、野中地内における部分

で事業費の確定をもって補正させていただいて

いるという状況になります。 

  あともう１本、発注済みの工事がございます

が、昭和地区、昭和一年度に入るところの水道

の部分で今回整備させていただきます、布設替

え工事させていただいているところ、この２本

で今年度をもって泉田道路の築造関連について

は終了ということになっています。当然その後

北のほうに延びていく部分がございますが、県

の施設部分については係る部分があろうかと思

いますが、市の水道事業に関係する部分につい

てはこの２本で今年度をもって終了ということ

になります。以上でございます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 分かりました。 

  企業会計ですとなかなか一般会計のお金のや

りくりとは違っていろいろなところからお金が

生まれてくるものですから、その辺についても

私どもも注意深く留保資金等については見てい

きたいと思っています。以上です。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第40号令和２年度新庄市水道事業会計補

正予算（第１号）は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第40号は原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午後１時２４分 休憩 

     午後１時３３分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

下山准一議長 追加案件が出ておりますので、こ

こで議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長石川正志君。 

   （石川正志議会運営委員長登壇） 

石川正志議会運営委員長 それでは、議会運営委

員会における協議の経過と結果について報告い

たします。 

  本日午後１時25分から、議員協議会室におい

て議会運営委員６名出席の下、執行部から副市

長、関係課長並びに議会事務局職員の出席を求

め、議会運営委員会を開催し、本日の本会議に

おける議事日程の追加について協議をしたとこ

ろであります。 

  協議の結果、議案第77号令和２年度新庄市一

般会計補正予算（第４号）の補正予算１件並び

に議会案第２号教職員定数の改善及び義務教育

費国庫負担制度拡充に係る意見書の提出につい

て、議会案第３号新庄市議会議員の議員報酬の

特例に関する条例についての議会案２件を本日

の議事日程に追加することにしました。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告がありまし

た補正予算１件、議会案２件を本日の議事日程

に追加することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

補正予算１件、議会案２件を本日の議事日程に

追加することに決しました。 

  ここで、追加日程を配付するため暫時休憩い

たします。 

 

     午後１時３６分 休憩 

     午後１時３８分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  それでは、追加日程に入ります。 

 

 

日程第１４議案第７７号令和２年

度新庄市一般会計補正予算（第４

号） 

 

 

下山准一議長 日程第14議案第77号令和２年度新

庄市一般会計補正予算（第４号）を議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第77号令和２年度新庄市一般

会計補正予算（第４号）について御説明申し上

げます。 

  このたびの追加補正につきましては、国の２

次補正予算に関連する新型コロナウイルス対策

費と、加えて市単独の支援策を追加するもので

ございます。 

  補正額につきましては、歳入歳出それぞれ

7,999万6,000円を追加し、補正後の予算総額を

245億3,966万5,000円とするものであります。 
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  内容といたしましては、６ページからの歳出

でありますが、国の２次補正予算関連といたし

まして、３款２項１目児童行政事業費にコロナ

ウイルス感染拡大防止対策支援補助金を計上し

ておりますが、これにつきましては児童福祉施

設等における感染拡大防止対策としてマスクや

消毒液等の衛生用品や感染防止のための備品購

入に対して１施設当たり50万円を上限に補助す

るものでございます。 

  なお、３款の各目に計上しております消耗品

及び備品購入費につきましては、同じ事業内容

でありますが、市が運営する施設分についてそ

れぞれの費目に計上するものであります。 

  ３款２項２目のひとり親世帯臨時特別給付金

につきましては、児童扶養手当受給世帯などに

対し１世帯５万円、第２子以降１人につき３万

円を加算して給付する内容などであります。い

ずれの事業も全額国費が充当されるものでござ

います。 

  また、７ページ、10款１項６目の学校給食食

材提供事業者助成金につきましては、３月から

の学校の臨時休校に伴う学校給食の休止対応と

いたしまして、学校給食の食材提供事業者に対

し助成金を支給するものであります。 

  最後に、市単独支援策でありますが、７款１

項５目の事業者等事業継続支援給付金につきま

しては、売上高が前年比30％以上減少した中小

企業等に対しまして、事業継続に資することを

目的として、今年度分の固定資産税第１期分の

３分の１相当額で50万円を上限として支援金を

給付するものでございます。 

  私からの説明は以上でありますが、全て新型

コロナウイルス関連の追加支援策でありますの

で、御審議の上、御決定くださいますようお願

い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第77号令和２

年度新庄市一般会計補正予算（第４号）は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第77号は委員会への付託を省略することに

決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） ６ページになります。 

  ３款２項２目児童母子措置費ですけれども、

この中で国の２次補正ということで、低所得者、

独り親世帯、子供１人に５万円、２人目からプ

ラス３万円ということで、合計８万円支給とい

うことに決定したということであると説明を受

けました。 

  これは５月の臨時会においてその補正で同様

の内容のものが可決されておりまして、現在執

行段階に入っているのかなと思われます。市単

独の施策であります２万円の支給ということで、

これはかなり重複する部分があると思うのです

が、子育て推進課はどのように考えておられま

すか。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

西田裕子。 

下山准一議長 子育て推進課長兼福祉事務所長西

田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 独り親

世帯に関しましては、こちらの児童扶養手当の

受給者につきましては、所得の制限によりまし

て、扶養人数にも違いがありますけれども、比

較的低所得者と捉えております。そしてまた、

児童扶養手当につきましては、児童手当と違い

まして、子供に対する対象が高校生まで、18歳

までということになっておりますので、より独

り親世帯につきましては有意義な施策と思って

おります。以上です。 
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１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） 課長から、いわゆるダ

ブルで継続するという内容になるかと思います。 

  しかし、今後非常に悪化が予想される新庄市

の財政面において、国から10分の10の予算措置

でありますので、これは受けるべきだと思うん

ですけれども、あえて市単独による上乗せとい

うのをプラスして、もはや執行段階に入ってい

る、今から止めるというわけにいかないと思う

んですけれども、今後のことを考えても、国で

やるべきものにまた上乗せをするということ自

体が市の財政を考える面では非常に不安を覚え

るわけであります。 

  財政課にお伺いしますけれども、先ほど決算

に向けて事務処理が行われているという内容を

お聞きしましたが、予想される経常収支比率、

暫定で結構ですので、どのぐらい悪化しそうか

どうかをお伺いいたします。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 ただいま経常収支比率という

ことで御質問ありましたが、現在、令和元年度

の決算の最終確認を行っているという状況でご

ざいますので、正確な数字はまだ申し上げられ

ませんが、平成30年度の92.6％より数％上昇す

るのではないかなと見込んでございます。 

  以上です。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） 数％の上昇ということ

は悪化していくという考えであると思います。 

  ３款のこの問題に限らず、今後の財政は非常

に困難になってくるのは見えると思うんです。

財政課長の答弁だけではなくて、世界的に、国

内も全部そうなってくると思いますので、今後、

我々議員からの一般質問の内容も恐らくコロナ

ウイルス禍によって悪化していく財政をどうし

ていくんだと、市の財政の方向性を問う問題が

多くなってくると思うんです。これは、いわゆ

る市長のかじ取りの方向性というのを非常に見

られる時期かと思います。つまりコロナに名を

借りた支援とか財政の予算の配分のアンバラン

ス、これが一番怖いということだと思います。

後世の子供たちに非常に禍根を残すような予算

の配分というのを慎重になっていかないとまず

いと思うんです。市長においては財政課としっ

かりした協議、それから予算の取り方というの

が重要ではないかなと考えるわけでありますが、

市長、いかがでしょうか。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 議員のおっしゃるとおりでご

ざいます。やはり市の行政を支えていくのは財

政でございますので、一時期に負担がかかると

いうことがないように、適正に有利な起債等財

源を確保しながら適正に財政運営を行っていか

なければならないと考えてございます。その中

でバランスを取っていくということが重要であ

ると考えてございます。以上でございます。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第77号令和２年度新庄市一般会計補正予

算（第４号）については、原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第77号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１５議会案第２号教職員定

数の改善及び義務教育費国庫負担

制度拡充に係る意見書の提出につ

いて 

 

 

下山准一議長 日程第15議会案第２号教職員定数

の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る

意見書の提出についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  総務文教常任委員長山科正仁君。 

   （山科正仁総務文教常任委員長登壇） 

山科正仁総務文教常任委員長 議会案第２号教職

員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充

に係る意見書の提出について、上記の議案を別

紙のとおり会議規則第14条第２項の規定により

提出いたします。 

  令和２年６月19日。 

  新庄市議会議長下山准一殿。 

  別紙を読み上げます。 

  教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制

度拡充に係る意見書。 

  新型コロナウイルス感染症対策として３月に

は全国で一斉臨時休校が行われました。また、

４月以降も、再開する学校、休校が延長された

学校、再休校に入る学校などがあり、学校現場

では学びの保障や心のケア、感染症対策など教

職員が不断の努力を続けています。 

  学校現場では、新学習指導要領への対応だけ

でなく、貧困・いじめ・不登校など解決すべき

課題が山積しており、子どもたちのゆたかな学

びを実現するための教材研究や学習準備の時間

を十分に確保することが困難な状況となってい

ます。ゆたかな学びや学校の働き方改革を実現

するためには、加配措置ではなく抜本的な定数

改善計画に基づく教職員定数改善が不可欠です。 

  義務教育費国庫負担制度については、「三位

一体改革」の中で国庫負担率が２分の１から３

分の１に引き下げられました。厳しい財政状況

の中、独自財源により人的措置等を行っている

自治体もありますが、自治体間の教育格差が生

じることは大きな問題です。国の施策として定

数改善に向けた財源保障をし、子どもたちが全

国のどこに住んでいても、一定水準の教育を受

けられることが憲法上の要請です。ゆたかな子

どもの学びを保障するための条件整備は不可欠

です。 

  よって、国会及び政府におかれては地方教育

行政の実情を十分に認識され、地方自治体が計

画的に教育行政を進めることができるように、

2021年度政府予算編成において下記の措置を講

じられるよう強く要請します。 

  記。 

 １．計画的な教職員定数改善を推進すること。 

 ２．教育の機会均等と水準の維持向上をはかる

ため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を

２分の１に復元すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。 

  提出先、衆議院議長宛て、参議院議長宛て、

内閣総理大臣宛て、総務大臣宛て、財務大臣宛

て、文部科学大臣宛て。 

  以上です。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第２号教職

員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充

に係る意見書の提出については、会議規則第37

条第２項の規定により委員会への付託を省略し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、
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議会案第２号は委員会への付託を省略すること

に決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第２号教職員定数の改善及び義務教育

費国庫負担制度拡充に係る意見書の提出につい

ては、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第２号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１６議会案第３号新庄市議

会議員の議員報酬の特例に関する

条例について 

 

 

下山准一議長 日程第16議会案第３号新庄市議会

議員の議員報酬の特例に関する条例についてを

議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。山科正仁君。 

   （１０番山科正仁議員登壇） 

１０番（山科正仁議員） それでは、議会案第３

号新庄市議会議員の議員報酬の特例に関する条

例について御説明申し上げます。 

  本案は、地方自治法第112条及び会議規則第

14条第１項に基づき提出するものであります。 

  提出者は、私、山科正仁、賛成者は奥山省三

議員、石川正志議員、八鍬長一議員の各議員、

会派代表者であります。 

  お手元の別紙を御覧願います。 

  まず提案の理由でございますが、議案末尾に

記載しておりますとおり、新型コロナウイルス

感染症の拡大が市民生活に甚大な影響を及ぼし

ていることを受け、社会経済活動の活性化をは

じめとした地域の課題に迅速かつ的確に対応す

るため、議員報酬を減額するための提案を行う

ものであります。 

  報酬の減額は、令和２年７月１日から令和３

年３月31日までの期間とし、報酬月額の８％を

減額するものでございます。施行月日は令和２

年７月１日とするものであります。 

  以上、皆様よろしく御審議いただき、御決定

くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第３号新庄

市議会議員の議員報酬の特例に関する条例につ

いては、会議規則第37条第３項の規定により委

員会への付託を省略したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第３号は委員会への付託を省略すること

に決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第３号新庄市議会議員の議員報酬の特

例に関する条例については、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第３号は原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午後１時５７分 休憩 

     午後２時０２分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午後２時０３分 休憩 

     午後２時１１分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

下山准一議長 追加案件が出ておりますので、こ

こで議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長石川正志君。 

   （石川正志議会運営委員長登壇） 

石川正志議会運営委員長 それでは、議会運営委

員会における協議の経過と結果について報告い

たします。 

  本日午後１時57分から、議員協議会室におい

て議会運営委員６名出席の下、執行部から副市

長、関係課長並びに議会事務局職員の出席を求

め、議会運営委員会を開催し、本日の本会議に

おける議事日程の追加について協議をしたとこ

ろであります。 

  協議の結果、議案第78号令和２年度新庄市一

般会計補正予算（第５号）の補正予算１件を本

日の議事日程に追加することにいたしました。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告のありまし

た補正予算１件を本日の議事日程に追加するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

補正予算１件を本日の議事日程に追加すること

に決しました。 

  ここで、追加日程を配付するため暫時休憩い

たします。 

 

     午後２時１３分 休憩 

     午後２時１４分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  それでは、追加日程に入ります。 

 

 

日程第１７議案第７８号令和２年

度新庄市一般会計補正予算（第５

号） 

 

 

下山准一議長 日程第17議案第78号令和２年度新

庄市一般会計補正予算（第５号）を議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第78号令和２年度新庄市一般

会計補正予算（第５号）について御説明申し上
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げます。 

  ただいまは新型コロナウイルス対策に要する

費用分といたしまして議員提案によります報酬

の削減を御決定いただきましたので、これを財

源といたしました追加補正予算を御提案するも

のでございます。 

  補正額につきましては、歳入歳出それぞれ39

万9,000円を追加し、補正後の予算総額を245億

4,006万4,000円とするものであります。 

  内容といたしましては、６ページの歳出であ

りますが、新型コロナウイルスの感染予防対策

として、マスク、消毒液、フェースシールドな

どの消耗品のほか、非接触型体温計や図書館に

設置する本の消毒機械などの備品購入費として

総額約500万円分の感染予防対策を講じるもの

でございます。 

  財源といたしましては、議員報酬削減分に加

え、前年度繰越金を充当するものでございます。 

  以上、御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第78号令和２

年度新庄市一般会計補正予算（第５号）は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第78号は委員会への付託を省略することに

決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第78号令和２年度新庄市一般会計補正予

算（第５号）については、原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第78号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

下山准一議長 ここで市長より御挨拶があります。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 ６月９日から始まりました６月定

例会、慎重審議誠にありがとうございました。 

  この間、山形県におきましては、５月11日の

自粛解除、また遊興施設等は５月14日というよ

うなことで、約１か月間、山形県においては自

粛解除が経過をしております。また、本日６月

19日からは全国的な移動を解除するというよう

な新たな段階に入ったと思っております。しか

しながら、一度小さくなった経済状況あるいは

行動が広がるにはまだまだ時間がかかるのかな

と思っております。 

  この間、大変いろいろなことがある中で、近

場では北朝鮮による南北連絡事務所が爆破され

るという衝撃的な映像も飛び込んでまいりまし

た。コロナが日本だけではなく、世界中に広が

り、グローバル世界を象徴している形ではあり

ます。 

  しかし、私たち議会と行政におきましては、

市民の生活を第一に、そして生活がいち早く元
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に戻るような形の政策を今後とも続けていかな

ければいけないと思っているところであります。 

  今回は給付金事業等で商工観光課が担当し、

新たな経済対策も打ち出す時間がなかなかない

という状況でございます。これから訪れます新

庄まつりの中止による経済対策ということも念

頭に置いて進めなければいけないと内部では検

討しているところであります。その際には議会

の皆様には臨時議会等の開催をお願いするとい

うこともぜひ御承知いただければと思っており

ます。 

  コロナという大変な未曽有の大きな災害状況

ではありますけれども、この苦難を皆さんとと

もに乗り越え、またこのポイントが時代のポイ

ントとして新たな新庄市の発展に皆さんと共有

できればいいなと思っているところであります。 

  長期間にわたる６月議会に御礼を申し上げま

して、私からの挨拶といたします。誠にありが

とうございました。 

下山准一議長 以上をもちまして、令和２年６月

定例会の日程を全て終了いたしましたので、閉

会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後２時２０分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  下 山 准 一 

 

   会議録署名議員  佐 藤 文 一 

 

    〃    〃   山 科 正 仁 

 




